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ごあいさつ 

 
本市は、平成元年にスタートした宜野湾市新総合計画に

基づき、経済、生活・居住、文化の自立した「ねたての都市
ま ち

」

をめざして、これまで前期・中期・後期の１７年間（平成

元年～平成１７年）にわたり行政運営を進めてまいりまし

た。 
その間、本市を取り巻く社会情勢は、少子・高齢化、国

際化、高度情報化、三位一体改革による国庫補助金及び地方交付税の削減等と大きく変化

しました。また、平成１２年４月から地方分権一括法が施行されたことにより、これまで

上下関係にあった国と地方自治体が対等・協力関係におかれ、本市も自らの判断と責任に

おいて地域の経営を担っていく必要があります。さらに、キャンプ瑞慶覧・普天間飛行場

返還後の跡地利用に向けては、様々な取り組みが必要となっています。 
 このような新しい時代の潮流を踏まえ、宜野湾市新総合計画の検証・評価を行うととも

に、将来の宜野湾市はどうあるべきか、そして私たちは何をしなければならないのか、進

むべき方向を明らかにすべく、市民参加のもと第三次宜野湾市総合計画を策定してまいり

ました。 
同計画では、市民一人ひとりが市政に参画し、共に協働し、実感できるまちづくりをめ

ざしていくため、将来都市像に「市民が主役のねたての都市
ま ち

・ぎのわん」を掲げ、さらに

この将来都市像を具体化するため、５つの基本目標を設定しました。１つ目は「市民と共

に歩み響きあう都市
ま ち

」、２つ目は「創意工夫に満ちた元気な都市
ま ち

」、３つ目は「安心して住

み続けられる都市
ま ち

」、４つ目は「持続発展可能な美しい都市
ま ち

」、５つ目は「平和で発展する

都市
ま ち

」です。 
この将来都市像の構築及び基本目標の達成に向けて、昨今の三位一体改革による厳しい

財政状況のもと、地方分権時代の真の地方自治をめざし、市民が夢と希望と誇りのもてる

まちづくりを進めていきたいと考えており、市民の皆様のご理解とご協力をお願い申し上

げます。 
 おわりに、第三次宜野湾市総合計画の策定にあたり、貴重なご意見・ご提言をお寄せい

ただきました市民の皆様並びに熱心にご審議していただきました宜野湾市振興計画審議会

の皆様に心から厚く御礼申し上げます。 
 
 
 

                           平成１８年３月 

  宜野湾市長 伊波洋一 
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宜野湾市民の誓い 

（[昭和３９年７月１日制定] 

 
わたしたち宜野湾市民は健康都市宣言の本旨を高揚し、明るく、美しく、 

豊かな住みよい健康都市を建設するために、次の事項に努力することを誓います。 

 

○丈夫な体を育てましょう。 

○りっぱな市民になりましょう。 

○交通道徳を高めましょう。 

○暮らしの向上をはかりましょう。 

○明るく美しいまちにしましょう。 
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第１章 宜野湾市まちづくりの羅針

盤・総合計画 

 

 

 

第２章 新世紀の宜野湾市づくりにあ

たって 

序  説 
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（１）計画策定の目的と意義 

宜野湾市総合計画の策定は、地方自治法第２条第４項の「市町村は、その事務を処理す

るに当たっては、議会の議決を経てその地域における総合的かつ計画的な行政の運営を図

るための基本構想を定め、これに即して行なうようにしなければならない。」との基本構

想策定についての規定に基づくものであり、宜野湾市の振興発展の将来像及びこれを達成

するために必要な施策の大綱を定めるものです。 
宜野湾市ではこれまで、第１次、第２次の基本構想を策定し、それに基づいてまちづく

りを進めてきました。その間、少子・高齢化、高度情報化、国際化をはじめとする社会経

済環境の急激な変化があり、地方の時代を反映して市民ニーズも高度化する一方、本市を

取りまく環境が大きく変わりつつあります。平成 17 年度で目標年次を迎える宜野湾市新
総合計画の評価を検証しつつ、２１世紀の時代の潮流を見据え、市民自治の理念のもとに

更なる市民生活の向上、地方分権の時代を先取りした住みよい魅力あるまちづくりを図っ

ていくために、「宜野湾市まちづくり基本条例（仮称）」の制定も視野に入れた、「第三次

宜野湾市総合計画」を策定することとします。 
 

（２）総合計画の役割 

 市町村は地方分権一括法が施行されて以後、これまでの国・県・市の上下関係ではなく、

対等・協力関係にあります。市が策定する総合計画は、最上位計画に位置づけられ、以下

の３つの役割を担っています。 

①本市の計画的行政運営の指針としての役割 

広汎、多岐にわたる本市のまちづくりを総合的･計画的に進める上で、最も上位

に位置づけられる行政運営の指針としての役割を担います。 
②市民等の活動に対しての指針としての役割 

市民や企業、各種民間団体等が、本市において自主的に取り組むまちづくり活動の方

向性や協力、参加のあり方などに対する指針としての役割を担います。 
③国・県等が地域計画を策定し、事業を行うにあたっての尊重すべき指針としての役割 

国・県等が地域計画を策定し本市で事業を行うに際して、事前の必要な調整および結

果に対する適切な調整を行う指針としての役割を担います。 
 
 
 

第１章 宜野湾市まちづくりの羅針盤・総合計画 

１節  総合計画の目的と役割 
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●総合計画の役割 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第三次宜野湾市総合計画は、「基本構想」、「基本計画」及び「実施計画」で構成されま

す。 
「基本構想」は、地方自治法に基づくものであり、本市の振興発展の将来像及びこれを

達成するために必要な施策の大綱を定めています。計画期間は近年の社会情勢の変化の早

さや沖縄振興計画の計画期間等との整合性を勘案し、本計画の計画期間を 10年とします。 
「基本計画」は、基本構想に描かれた将来像を具体化するための基本施策を設定し、総

合的・体系的に築き上げるものです。計画の期間は前期・後期に分け概ね５年とし、必要

な見直しはその際に行うこととします。 
「実施計画」は、基本計画で定めた基本施策を、国・県の定める法・制度や地方分権の

動向等を見極めながら、現実の行財政事情を踏まえて計画するもので、毎年度の予算編成

の指針となるものです。計画期間は３年とし、必要に応じて見直すこととします。 
 
●総合計画の構成 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

全国総合開発計画 

・国土利用計画 
・都市マスタープラン 
・基地跡地利用計画 
・地域福祉計画 
・文化財関連計画 
・観光振興計画 
・地域防災計画 etc. 

・県国土利用計画
・県都市マスタープラン 
・観光振興計画 
・情報通信産業振興計画 
・国際交流・協力推進計画
・環境保全実施計画 
・福祉保健計画 etc. 

中
部
広
域
市
町
村

圏
計
画
（広
域
） 

地域（自治体）における将来の目標像
及び目標像を達成するための施策の大
綱を定めたもの。 

基本構想に描かれた将来及び施策の大
綱を具体化するための基本施策を体系
づけてまとめたもの。 

基本計画で定められた施策を現実の行
財政を踏まえてどのように実施してい
くかを明らかにしたもの。 

議 
会 
議 
決 

２節  総合計画の構成と期間 

沖縄振興計画 第三次宜野湾市総合計画 

対
等
・
協
力 

対
等
・
協
力 

基本構想 

基本計画

実施計画 
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新世紀初頭の宜野湾市づくりを構想するにあたって、我が都市

ま ち

・宜野湾を見つめなおし、

郷土の風土と成り立ちに対する理解を深めます。 

 

（１）概要 

本市は県都・那覇市の北 12㎞に位置し、面
積 19.59km2、世帯数 34,865世帯、人口 88,680
人（平成 16 年９月現在）を擁する都市です。
市花はキク、市木はリュウキュウコクタン、

市の花木はサンダンカが制定されています。

宮崎県東郷町と姉妹都市、中国厦門市と友好

都市を結んでいます。 
本市の地形は、東から西へ新第三紀島尻層群

の「丘陵」、琉球石灰岩の「台地・段丘」、沖

積層の「海岸低地」が帯状に伸び、このため

海岸低地と段丘との境の崖には多くの湧水が

湧出し、海岸部には裾礁のサンゴ礁が一部で

見られます。 
 

（２）原始・古代 

市域には旧石器時代からグスクまで、一連の原始・古代の遺跡や遺物散布地が知られて

います。大半は戦後の基地建設や市街化の波で破壊されていますが、これらの遺跡によ

って、市域には旧石器時代から人が居住していたこと、それ以後グスク時代に至るまで

連綿と人の居住が続いたことがわかります。 
 

（３）中世 

喜友名グスク跡や黄金森グスク跡などから、13～14世紀には
すでに按司が発生していたことが伺えます。こうした状況を背

景に台頭するのが察度王です。察度は謝名村の奥間大親と天女

の間に生まれた子と伝えられており、長じて浦添按司となり、

ついには英祖王統にかわって新しい中山王統を開いた人物とし

て知られています。市域には察度王の出自に関わる名所で天女

 

羽衣伝説の舞台・森の川 

位置図及び面積 

宜野湾市総面積 19.59km2（平成16年現在）

１節  わが都市
ま ち

・宜野湾を“見つめる“

第２章 新世紀の宜野湾市づくりにあたって 
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伝承の地としても知られる森の川、察度の屋敷跡ともいわれる

黄金宮などがあり、宜野湾南西部の地を拠点に強大な按司へと

成長した状況を推測させます。しかし、間切・シマ制度が整備

された 15世紀末の段階では、市域はまだ成立しておらず浦添間
切・中城間切・北谷間切の一地域でした。 
 
（４）近世 

康熙 10年（1671）、王府は浦添間切より嘉数・宇地泊・大謝名・
謝名具志川（大山）・伊佐・喜友名・新城・神山・宜野湾・我如古

の 10か村、中城間切より前普天間（野嵩）・寺普天間（普天間）
の２か村、北谷間切からは安仁屋ムラを割き、真志喜ムラを新た

に立てて宜野湾間切を新設し、間切番所（現役所）を宜野湾ムラ

に置きました。間切内に聖地は、御嶽が 17、殿が 25、ノロ火の
神が３あり、宜野湾・謝名・野嵩の各ノロが、それぞれ管掌する

村落の祭祀を司りました。また、琉球八社のひとつである普天満

山神宮寺（創建年代不詳）には、尚賢王が順治元年（1644）には
じめて参詣し、以後、国王や官人の習俗に習って地域の人々の間

にもとけ込んでいきました。19 世紀後半の宜野湾間切は石高
3,300 石余で８割弱が畑地の典型的な農村でした。サトウキビ生
産も盛んで、上納砂糖高は中頭方では読谷山間切に次いで２位で

した。 
 

（５）近代 

明治 30 年（1897）の間切島吏員規程により、宜野湾間切は宜
野湾村となりました。その間、字宜野湾には、明治 14年（1881）
中頭役所、普天間には明治 19 年（1886）中頭教育会事務所、明
治 40 年（1907）中頭農学校が設置されたため市域はにわかに中
頭地方の中心地の様相を呈してきました。大正５年（1916）に農
学校が嘉手納に移転した跡に県立農事試験場ができたため、産

業・人材育成の拠点としての役割も担いました。また交通面では、

明治 35 年（1902）に首里平良から浦添を経て普天間に至る普天
間街道の開通、大正 11 年（1922）の県営鉄道嘉手納線の開通に
より交通上の利便性も高まりました。 
しかしながら、沖縄戦で市域は最大の激戦地のひとつとなり、

特に昭和 20年（1945）４月６日から始まった日米両軍の戦闘は、
嘉数高台から浦添の丘陵にかけて行われ、両軍とも多くの人命が

失われるとともに、これらの社会基盤も甚大な被害を被りました。 

県営鉄道嘉手納線 大山駅 

現在の普天満宮 

察度の屋敷跡と伝わる黄金宮 

沖縄戦 

かつての宜野湾並松 
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（６）戦後 

戦争により市域の大半が焼けましたが、野嵩は、米軍上陸後か

ら終戦後しばらく難民収容所として多くの住民が収容されました。

昭和 21 年（1946）、米軍の命により宜野湾村が復活しましたが、
普天間飛行場用地の接収をはじめ、戦争終結直後には市域の 40％
が米軍用地として囲われていました。基地の出現は、基地経済の

進展、第３次産業の躍進、軍用地接収による集落移動と再編、人

口の流入と普天間一帯の市街化など、本市の産業構造・地域構造

を激変させました。 
普天間の発展により村役場も野嵩から普天間に移りました。昭和 37年（1962）７月１
日、人口３万人余を数えるに及び市制を施行し、都市としての発展を目ざしました。市役

所は昭和 55年（1980）に、普天間から現在地の野嵩に移転しました。 
昭和 47年（1972）の本土復帰を経て、昭和 54（1979）年度に
は最初の「宜野湾市総合計画」を策定し、より計画的なまちづく

りへの取り組みをスタートさせました。平成元（1989）年度、第
２次にあたる「宜野湾市新総合計画」を策定し、経済の自立、生

活・居住の自立、文化の自立の３つの課題克服を通して、「ねたて」

の都市・ぎのわんを実現していくことを位置づけました。その実

現に向けて、今日まで市民・産業・学術・行政が一体となって住

みよいまちづくりに取り組んできました。この間、市域には沖縄

国際大学の設置、沖縄コンベンションセンターの整備があり、ま

た隣接して琉球大学が設置されるなど、県内の高次都市機能の一

部を担う重要な地域となっています。また、戦後 50年余を経た平
成８年（1996）、日米特別行動委員会（ＳＡＣＯ）で普天間飛行
場の全面返還とキャンプ瑞慶覧の一部返還が決定され、新世紀を

リードする新たな宜野湾市のまちづくりがはじまっています。 
 
 

野嵩収容所で遊ぶ子ども達 

現在の市域 

コンベンションセンター 
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新世紀初頭の宜野湾市づくりを構想するにあたって、広く市内外を取りまく時代の動向

を的確に把握し、柔軟な対応が求められています。 

 
（１）少子・高齢社会への対応 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

「日本の将来推計人口」（2002年国立社会保障・人口問題研究所）の中位推計によると、
日本の総人口は2006年をピークに減少に転じます。しかし高齢人口は増え続け、2015年
には3.8人に１人が、2025年には約3.5人に１人が65歳以上の高齢者となります。急速に
進む少子・高齢化は、生産や労働の効率的観点からはマイナスに捉えられがちですが、

一方では、戦後日本の経済成長至上主義の社会目標を根本的に見直し、環境との共生や

世代間の連帯、安心できる老後、家庭の役割などが重要視される社会への転換を促すチ

ャンスともとれます。 
本市の人口は現在、増加傾向にありますがその伸びは減少しており、少子・高齢化は本

市においても確実に進行しています。宜野湾市の今後のまちづくりにおいては、これま

での右肩上がりの成長傾向の低迷が続く中、成熟した都市として、美しく風格ある県土

づくりへの寄与、自立した高齢社会の先進地域としての貢献といった、21世紀の我が国
における少子・高齢社会の新たな役割を先導していくことが求められています。 
 
（２）持続発展可能な環境共生型社会への対応 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

環境行政の憲法とされる「環境基本法」が平成５年（1993）に制定され、「循環型社会
形成推進基本法」が平成12年（2000）５月に制定されました。また、「景観緑三法」が平
成16年（2004）12月に施行されました。このように美しく持続発展可能な社会を構築す
るための制度面での条件整備が充実されるにともない、人々が日常生活や社会活動の中

で、いかにこれらの制度を具体的行動として取り入れていくかが特に大切となります。 
本市においても、例えば西海岸地区は観光拠点として位置づけられていますが、自然と

調和した開発が重要であり、かつ、安心して住み続けられる都市、誇りの持てる美しい

都市をめざして、市民一人ひとりの自覚のもとに、持続発展可能な環境共生型社会と美

しい都市を創造していくことが求められています。 

 

（３）国際化・高度情報社会への対応 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

IT 基本法が平成 13 年（2001）に施行され、日本でも IT（information technology；
情報技術）革命が走り出しました。携帯電話の普及、パソコン及びインターネットの普

及、CATV(cable television)等での多チャンネル化、カーナビゲーションの普及など、情
報通信の機器とネットワークの両面で多様化が急速に進展しています。 
本市においても、高度化・多様化する住民ニーズに迅速に対応できる質の高い行政サー

２節  世の中の動きを“見極める“ 
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ビスの提供が求められています。このため、申請・届出等手続きのオンライン化を図る

など、事務処理全般の見直しによる行政の簡素化・効率化及び透明化を進め、電子自治

体の構築に向けた取り組みを進めています。また、交流面においては、市内在住の外国

人はもとより、宮崎県日向市、友好都市の中国厦門
あ も い

市、さらに、多くの移民を出してい

る南米など各方面との多彩な交流活動を継続していくことが求められています。一方、

時代を担う子ども達のために英語教育特区を拡充し、国際性豊かな人材育成を進めてい

くことが必要とされています。また、本市に立地するコンベンションセンターにおいて

は、国際会議等により、人・物・情報が国際的な次元で展開されることが求められてい

ます。 
 
（４）地方分権社会への対応 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  
平成 11年（1999）に「地方分権一括法」が可決成立し、平成 12年（2000）４月から
施行されています。これにより、これまで上下関係にあった国と自治体が対等・協力関

係におかれ、自治体それぞれの判断と責任において地域の経営を行っていかなければな

らないこととなりました。三位一体改革の動きや財源確保、少子・高齢化といった難題

を抱えながら、このまちに住んでよかったといわれるような自治体にしていくための努

力が、自治体を構成する住民、議会、首長そして職員にも求められています。 
本市においても地方分権時代の精神をリードしていくよう、自治基本条例の制定など、

これまで以上に自主自立の立場を明確にして、あらゆる行政施策に市民自治の視点を反

映させつつ、協働のまちづくりに取り組んでいくことが求められています。 
 
（５）男女共同参画社会への対応 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

平成11年（1999）６月に「男女共同参画型社会基本法」が制定されました。これによ
り、男女が社会の対等な構成員として社会のあらゆる活動に参画する機会を確保し、男

女が均等に利益を享受するとともに責任を担う社会を形成することが求められています。 
本市においても、平成16年（2004）に第２次宜野湾市男女共同参画計画を策定し、全
庁・横断的に男女共同参画の視点を基本とした行政運営が行われるよう、施策を体系化

しています。今後、その計画に基づいて、家庭、地域、職場、学校等あらゆる分野にお

いて、性別に関わらずその個性と能力が十分に発揮されるように「男女共同参画社会」

の実現に向けた市民一人ひとり、事業者、行政の積極的な取り組みが求められています。 
 
 

（６）基地の返還と市民のための跡地利用への対応 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

平成８年（1996）12 月２日の日米特別行動委員会（SACO）最終報告で全面返還が合
意されている米軍普天間飛行場は返還最終期限の満７年が過ぎた今日、返還のめどは立

っていません。一方、平成 15 年（2003）、米国は大統領声明によって海外米軍基地の見
直しを開始することを明らかにし、また、連邦議会では「海外基地見直し委員会」での
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議論が始まり、さらに在日米軍基地の再編に関する日米協議もスタートすることになり

ました。これまで米軍普天間飛行場の危険性を訴えてきましたが、平成 16年（2004）８
月 13日に米軍ヘリが沖縄国際大学に墜落し、市民に恐怖と不安を与えました。 
このような状況を踏まえ、本市においては、関連機関との協力のもと一日も早い米軍普

天間飛行場の返還を実現するための創意工夫が求められています。また、跡地利用に関

しては、これまで跡地利用計画策定に資するための関連調査として実施してきました自

然環境調査、埋蔵文化財関連調査、地権者支援関連調査等の結果を踏まえ、跡地利用計

画の基礎となる跡地利用基本方針を国と連携を図りつつ、沖縄県と共同で平成 17年度策
定を目途に取り組んでいるところであります。 
今後は、行政と地権者、市民、県民の協働による跡地利用が求められております。 
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新世紀初頭の宜野湾市づくりを構想するにあたって、市民ニーズや本市の課題を把握し、

共通のまちづくりに対する認識を深めます。 
本総合計画の策定にあたっては宜野湾市新総合計画の評価をはじめ、市民アンケート調

査、自治会・大学生・宜野湾市職員が参加したワークショップの開催等で得られた結果を

基に市民のニーズや課題の把握に努めました。 
 
（１）宜野湾市で大事にしたいもの ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 本市で大事にしたいもの（地域のシンボル）については、コンベンションセンターを含

めたコンベンションエリアや普天満宮、各地の行事などが共通しています。このほか森の

川や大山の田いも等自然・歴史に関するものや、豊かな地形を活かした眺望などがあげら

れています。 
 
◇宜野湾市で大切にしたいもの上位５位 

市民アンケート 自治会ワークショップ 大学生ワークショップ 職員ワークショップ 

1. コンベンションセンタ

ー（12.7％） 

2. 森川公園（からの景

色）、森の川（8.3％）

3. 普天満宮 （の緑 ）

（5.7％） 

4. トロピカルビーチ（から

の夕日）（5.3％） 

5. 嘉数高台公園（から

の眺め）（4.5％） 

1. 各地の行事 

2. 各地域にある湧き

水・川 

3. はごろも祭り・カチャ

ーシー大会 

4. 普天満宮 

5. 地域の文化財 

1. 夜景のスポット 

2. コンベンションセンタ

ー 

3. 外国風のまちなみ・

家（58 号線沿い） 

4. 普天満宮 

5. 大学 

1. 各地の行事 

2. コンベンションエリア 

3. はごろも祭りカチャー

シー大会 

4. 大山の田いも畑 

5. トロピカルビーチ 

 
 
（２）問題点や課題について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 市民アンケートでは、騒音・振動・悪臭への不満が最も多く、衣料品などの買い物、ス

ポーツ施設での不満が高くなっています。また、自治会ワークショップからの意見はごみ

の問題、公共施設の整備、商店街の整備、道路の整備など、大学生ワークショップでは道

路沿いや市街地での緑化の推進、市上空での軍用機の飛行、ごみ問題など、職員ワークシ

ョップからは普天間基地、行政における IT化の推進、住民参画の促進、人材育成などへ
の不満や対応を求める声が高くなっています。また、ワークショップでは宜野湾市に必要

なものとして大きな自然公園、ショッピングセンター、モノレール等の交通機関及び道路

整備等が共通にあげられています。 
 

３節  わが都市
ま ち

・宜野湾を“考える“ 
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◇問題点や課題について 

市民アンケート 自治会ワークショップ 大学生ワークショップ 職員ワークショップ 

1. 騒音・振動・悪臭へ

の対応（67.3％） 

2. ス ポ ー ツ 施 設

（54.3％） 

3. 衣料品などの買い物

の便利さ（50.2％） 

4. 幹線道路・生活道路

の 整 備 状 況

（44.9％） 

5. 公園・緑地の整備状

況（43.5％） 

1. ごみ問題 

2. 公共施設の整備 

3. 商店街の整備 

4. 道路の整備 

5. 街路樹が少ない 

6. 普天間基地の問題 

1. 緑化を推進する（緑

が少ない） 

2. 米軍の訓練による、

宜野湾市上空の飛

行 

3. ごみ問題 

4. シンボルが少ない 

5. 交通渋滞の解消・道

路整備 

1. 普天間基地の問題 

2. 行政内におけるＩＴ化

の推進 

3. 住民参画の促進 

4. 人材育成 

5. 西海岸一帯の開発 

 

（３）将来の宜野湾市について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 市民アンケートでは「軍用地跡地利用の促進」の要望が最も多くなっています。また、

宜野湾市の将来イメージとして自治会ワークショップでは市民がいきいきと暮らせる「健

康都市」、大学生ワークショップでは「緑の多いまち」、職員ワークショップでは子どもか

らお年寄りまでいきいきとした「福祉サービスの充実」等への期待が高くなっています。 
 

◇将来の宜野湾市のイメージ及び今後力を入れて欲しい項目 

市民アンケート 
（今後 10 年間で力を
入れるべきこと） 

自治会ワークショップ 
上位の意見 

大学生ワークショップ 
上位の意見 

職員ワークショップ 
上位の意見 

1. 軍用地跡地利用の

促進（42.7％） 

2. 西海岸の活性化

（37.9％） 

3. 中心市街地の活性

化（37.5％） 

4. ごみの減量・リサイク

ル（30.3％） 

5. 学校教育の充実

（29.1％） 

 

1. 健康都市 

2. 子どもからお年寄りま

でいきいきしている

（福祉サービスの充

実） 

3. 若者が集まるまちに

していきたい 

4. 緑が多いまち 

5. 基地のないまち 

1. 緑が多いまち 

2. きれいなまち（ゴミの

ない） 

3. 安心して住めるまち 

4. 学園都市 

5. 基地のないまち 

6. 交通が便利なまち 

7. 子どもからお年寄りま

でいきいきしている

（福祉サービスの充

実） 

8. 若者が集まるまちに

していきたい 

9. 伝統文化を継承して

いるまち 

1. 子どもからお年寄りま

でいきいきしている

（福祉サービスの充

実） 

2. 市民がまちづくりに積

極的（協働） 

3. 基地のないまち 

4. 子どもを産み育てや

すいまち 

5. 自然破壊をしない都

市計画 

6. 地域のつながりがし

っかりしているまち 

7. 犯罪のないまち 
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（４）今後のまちづくりへの参加について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 市民アンケートによると、今後の宜野湾市へのまちづくりの参加意向は約８割となって

います。また、ワークショップでは具体的な参加の手法として、清掃ボランティアや防犯

パトロール、地域行事などの自治会活動への参加、住民参加型のイベントの開催、学生を

対象としたまちづくりワークショップの開催等、具体的な意見があげられました。 

 

◇今後のまちづくりへの参加の意向について（具体的な参加の方法） 

市民アンケート 自治会ワークショップ 大学生ワークショップ 職員ワークショップ 

1. 自治会で地域づくり

を考え実行 

（31.7％） 

2. 個人で身近な活動

をしていきたい 

（27.2％） 

3. 地域づくりサークル

等があれば 

（16.6％） 

1. 地域の清掃ボランテ

ィア 

2. 地域行事への参加 

3. 夜間（防犯）パトロー

ル 

4. 高齢者福祉の地域

ネットワークづくり 

5. 子供会の育成、緑

化活動 

1. 学校を通して関わる

2. 小・中・高・大学生を

対象として、宜野湾

市まちづくりについ

て、ワークショップや

授業を実施する。 

3. 学生自身が情報収

集に努める 

4. ゴミ捨てのマナーの

啓発、市内のイベン

トに参加する、住民

アンケート調査で市

民の意向を把握する

1. 情報発信・共有化の

強化 

2. ＩＴを活用し、広く意

見を求める 

3. まちづくり参加者に何

らかの報奨をつける 

4. 市民の声を聞く場（ワ

ークショップ等）を多

くつくる 

5. 住民参加型のイベン

トの回数を増やす 
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コンベンショ
ン・リゾートを
核とした都市
型産業の創
出  

魅力ある学
生街の創出  

今後の宜野
湾市を担う
人づくりの推
進  

 

 

 

新世紀初頭の宜野湾市づくりを構想するにあたって、わが都市
ま ち

・宜野湾の可能性を展望

し、目標設定の参考にします。 

 
本市の西海岸地域は、コンベンションセンターをはじめとして、マリ

ーナや市民ビーチ、野球場、リゾートホテル、さらに温泉施設や商業施

設などが立地し、県内でも有数のコンベンション・リゾートエリアを形

成しています。また、沖縄振興特別措置法により平成 14年（2002）９
月には西海岸一帯が「観光振興地域」に指定され、県の上位計画へ位置

づけられるとともに民間施設への税制上の優遇措置が適用されています。さらに、はご

ろも祭りや多彩なイベントの主会場として多くの市民が集う場であり市民のシンボルと

しても挙げられるなど、コンベンションシティとしての市民の認知度や愛着・誇りも高

いものとなっています。このように比較優位性のある西海岸については、今後とも本市

はもとより本県のコンベンション・リゾート機能と都市型産業を牽引していく場として、

機能強化を図っていく必要があります。さらに、現在指定されている観光振興地域につ

いても、範囲の拡大を模索する必要があります。 
  

市域には沖縄国際大学が立地し、琉球大学が隣接しています。大学の

周辺には書店、ファーストフード店、飲食店、レストラン、コンビニ

エンスストアなどの店舗が見られ、両大学生を主体に外国人をはじめ、

大学卒業後も引き続き居住する者、大学及び関係機関の職員など、比

較的多くの若者が居住しています。これらの若者たちが地域活動や文

化・芸能活動等へ参加し、いきいきと活躍できる学生街の創出は、今後本市の大きな魅

力になることが期待されます。したがって、地域の文化や芸能を体験し、参加できる仕

組みづくりや場の創出をはじめ、２つの大学を結ぶ都市交流軸の形成、歩行者空間をふ

んだんに取り入れた街路、沿道店舗の充実を図り、人々が集い自ら活動する魅力ある学

生街の創出に取り組んでいく必要があります。 

 

まちづくりの主役は市民です。人づくりの基盤となる教育や地域環境

の充実はもとより、市民と協働でこれからの市政運営を担っていくた

めの条件整備が強く求められています。そういった中で効果的に政策

を進めていくためには、個々の事業の評価や事務事業の優先順位を決

める基準等を明確にすることが不可欠であり、そのための基準や手続

き等を住民に対して確立することが必要になっています。したがって、市民をまちづく

りの主体として明確に位置づけ、市民参画を基本理念として、これを具体化するための

４節  わが都市
ま ち

・宜野湾を“展望する“ 
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環境共生型
社会に配慮
した美しい都
市の実現  

真の福祉社
会の構築  

平和で安心
感のある暮ら
しの確保  

種々の手続き等を定めた「自治基本条例」の制定が不可欠となっています。市政運営の

基本に「市政の主人公は市民」を据え、市民と市内各種団体、地域自治会、ＮＰＯ、企

業等が一丸となって考え協働で取り組んでいくことを通して、共に育つ人材づくりを進

めていく必要があります。 

 

近年の世界規模の異常気象や大都市のヒートアイランド現象などの

進展は、私たちの身近な暮らしの中でも実感できるものとなってきま

した。このような状況のもと、国においては「環境基本法」が平成５

年（1993）に、「循環型社会形成推進基本法」が平成 12 年（2000）に

制定され、また、「景観緑三法」が平成 16 年（2004）に制定されまし

た。宜野湾市においても市民一人ひとりが、環境問題や景観問題に関する社会動向を十

分に理解し、課題解決に向けた具体的な行動に取り組んでいく必要があります。現在の

市民はもとより子や孫の代の市民が明るく、美しく、豊かな環境の中で心身ともに健や

かな生活を営んでいくことができる条件を継承していくためにも、環境共生に配慮した

持続可能な都市の形成とともに、美しい都市景観を創出していくことが求められていま

す。 

 

今日、かつての伝統的な家庭や地域の相互扶助機能が弱体化し、住

民相互の社会的なつながりも希薄化するなど、地域社会は変容しつつ

あります。また、少子・高齢社会の到来、成長型社会の停滞、産業の

空洞化、そして近年の深刻な経済不況等の社会状況を考慮すると、市

町村を中心とする福祉行政の役割や、地域住民の主体的な活動を基盤

としたコミュニティの充実は極めて重要となっています。心身ともに健やかな生活が営

めるよう本市は、1964年に「健康都市宣言」を行いました。児童、障害者、高齢者など
社会的に弱い立場の人々の生活が安定し、いきいきと暮らせる環境を構築するためにも、

「チュイシージー（お互いが支え合う）の心」が生きる、真の福祉社会を創っていく必

要があります。 
 

住みよいまちづくりの前提として「平和」があります。去る沖縄戦で

最大の激戦地のひとつとなり、多くの人命と貴重な社会基盤が失われ

た本市では、昭和 60 年（1985）3 月、沖縄戦の悲痛の教訓を生かし、
反核、軍縮を求める平和都市として「平和都市宣言」を行いました。

現在でも市域の中央部を含め市面積の約 33％（H15.12 末）を基地が
占める本市においては、基地問題は最大の課題であり、その解決に向け県・国とともに

更なる取り組みを進め、平和で安心感のある暮らしを確立していく必要があります。 
 
 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

第１章 宜野湾市のめざす姿 

基 本 構 想



第１編 基本構想編 

基本構想 第１章 宜野湾市のめざす姿 

 

 15

 
 
 
 

 
 

地方分権時代において、基礎的自治体（市町村）の使命は、地域の総合行政として教育、

福祉、市民生活、環境などのきめ細かな行政サービスの向上を目指し、自立的に担ってい

くことが求められています。まちづくりの基本は人づくりといわれるように、市民力の育

成と活用は住みよいまちを築いていく上で不可欠の条件です。本市では、市政運営の基本

に「市政の主人公は市民」を明確に据え、市民と行政の協働によるまちづくりに取り組ん

でいきます。そのためには、住民に身近なところで政策が決められ、効率的な行財政改革

を推進する必要があります。 

また、地域社会を個性と誇りあるものにしていくためには、地域の風土や歴史的特性を十

分に把握し活かしていくことが大切です。本市は、古琉球の時代から「ねたて」の地域と

称されていました。「ねたて」とは沖縄の歴史的表現で根源または共同体の中心を意味し、

国際化、情報化時代における沖縄の経済・教育・文化・生活の中心地として発展と可能性

に向かっていく広がりを表した言葉であると位置づけます。 

そして、今日でもコンベンションセンターが立地する本市は、市域を超えて人・物・情報

が国際的な次元で出入りする「ねたて」の都市といえます。 

このように、「ねたて」の意を基本に据え、市民と行政との協働によってその役割をしっ

かりと継承・発展していくことができるよう、市民一人ひとりの意識の共有と行動の展開

に期待を込めて、本市の将来都市像を、『市民が主役の「ねたて」の都
ま

市
ち

・ぎのわん』と掲

げます。 

この将来都市像の構築に向けて、特に教育・文化・市民参加の面からは「市民とともに歩

み響きあう都
ま

市
ち

」を、経済産業の面からは「創意工夫に満ちた元気な都
ま

市
ち

」を、福祉・防

災の面からは「安心して住み続けられる都
ま

市
ち

」を、また環境対策・都市基盤整備の面から

は「持続発展可能な美しい都
ま

市
ち

」を、さらに基地からの自立の観点からは「平和で発展す

る都
ま

市
ち

」の形成をめざします。 

 
 
将来都市像 

 
 
  
 

第１章 宜野湾市のめざす姿 

１節  将来都市像 

ま  ち 
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将 来 都 市 像 

  

 

 

宜野湾市は、『市民が主役の「ねたて」の都
ま

市
ち

・ぎのわん』の将来都市像を受けて、次

の５つの基本目標を設定しました。市民、事業者及び行政の協働のもとに、これらの目標

の実現を推進していきます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

まちづくりは地域に住み、働き、学び、憩う全ての人々と行政

との協働作業です。市民が地域に愛着を持ち、自主的、主体的に

創造的な活動が発揮できるよう、また、地域のコミュニティが世

代を越えて結びつき新たな役割が担えるよう、再構築を図ること

が肝要です。『市民が主役の「ねたて」の都
ま

市
ち

・ぎのわん』を実現

するためにも「情報の共有化と多彩な参加による市民力を育成す

る」、「響きあい、共に育つ心身豊かな社会の実現をすすめる」を

施策の柱として、人材豊かな宜野湾市づくりを推進します。 
 
１）情報の共有化と多彩な参加による市民力を育成する 

国・県と対等に自立的に行政運営を行う地方分権時代においては、市民力の活用が不

可欠です。「市民と共に歩み響きあう都
ま

市
ち

」を推進していく上で、市民への的確で迅速

な情報発信と説明責任がより一層求められています。同時に、市民自らが自主的に行う

多彩な交流活動なども市民意識を高める上で大切です。このような状況を踏まえ、電子

自治体を推進し、より透明な行政情報の開示と情報管理に留意し、市民との情報の共有

化に努めます。また、ＩＴを活用した人材育成及び協働作業を可能とするようなＩＴ環

２節  基本目標 

（１）市民と共に歩み響きあう都市
ま ち

 

（２）創意工夫に満ちた元気な都市
ま ち

 

（３）安心して住み続けられる都市
ま ち

 

（４）持続発展可能な美しい都市
ま ち

 

５
つ
の
基
本
目
標

（５）平和で発展する都市
ま ち

 

基本目標（１）
 

市民と共に 

歩み響きあう 

都
ま

市
ち

 

ま  ち 
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境を構築し、高度な情報技術を、誰でもいつでも何処ででも活用できるＩＴ都市の実現

を目指します。さらに、市民自治向上の観点から、男女共同参画社会の実現に向けた取

り組みや国際交流事業の推進、地域自治会・各種団体の活動への支援、自治基本条例の

制定等に努めます。 
 

２）響きあい、共に育つ心身豊かな社会の実現をすすめる 

まちづくりの基本は人づくりです。地域が人を育て、人が地域を創造し発展させてい

きます。高齢化社会の到来や余暇時間の増大、価値観の変化などによって、市民一人ひ

とりの生きがいづくりや自己実現の要望も多様化してきています。このような状況を踏

まえ、人生の初期段階における学校教育においては、実践的コミュニケーション能力の

向上などの基礎・基本の確実な定着を図り、生きる力を身につけるとともに、知・徳・

体の調和のとれた人間の育成を目指します。また、社会教育の重要性はますます大きく

なっていることから、多様化・高度化するニーズに応え、市民の生きがいづくりや心の

豊かさ、健康づくりに資する生涯学習や文化振興、スポーツ・レクリエーションの振興

に努めます。 
 
 

都市としての本市の特性を活かした産業の振興や創造的な起業

の支援は、個性と活力あるまちを創造・発展させていく上で大切

です。本市が有する多くの地域資源や特性に着目し、絶えず新し

い時代の変化に即応しながら、市民の英知とチャレンジ精神をも

って創意工夫につとめ活力あるまちづくりを推進します。このた

め、観光・コンベンションの充実、商工業の振興、都市型農漁業

の振興を進め、新たな宜野湾ブランドの発信に努めます。 
 
１）出会いと交流を大切に観光・コンベンション機能を充実する 

本市の産業の振興と雇用の拡大を図るため、西海岸開発と企業誘致を図ることは大切

です。特にコンベンションセンターを中核としたコンベンション支援機能及び都市型リ

ゾート機能の充実をはじめ未利用地の有効活用、周辺地域との連携の強化などが求めら

れています。このような状況を踏まえ、観光リゾート産業やリゾートホテル等宿泊施設

の誘致、仮設避難港の周辺整備、アフターコンベンションの充実等により、コンベンシ

ョンシティとしてのまちづくりに取り組みます。また、国際会議や展示会、スポーツコ

ンベンションなど、セールスプロモーション活動の充実に努めます。 
 

２）地域の活力につながる商工業を振興する 

全国的に地域経済が冷え込む中で、本市においても商店街の空洞化が進行しており、

その対策が課題となっています。このような状況を踏まえ、商工関係団体との連携を強

基本目標（２）
 

創意工夫に 

満ちた元気な 

都
ま

市
ち
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化し、大学・研究機関等の協力を得つつ商工業の育成を図るとともに、引き続き商業活

性化事業等を市内全域で推進します。また、既存企業の支援の他にＩＴ産業や環境産業

など、新たな宜野湾ブランドの開発や可能性が期待される起業の支援に努めます。さら

に、企業の立地促進を図り、雇用の確保に努めます。 
 

３）個性ある都市型農漁業や創造的な活動を展開する 

農漁業においては、単に食糧供給機能だけでなく、都市に求められる緑や水辺の供給

機能、都市緑地空間機能、環境保全機能などの諸機能を考慮した都市型農漁業の振興が

求められています。このような観点から、本市の特産物である田いもや花卉、そ菜等を

主とした農耕地の高度利用と生産技術の向上及び他産業との有機的連携による経営の

安定化を図るとともに、漁業については漁業協同組合の経営基盤の強化、観光漁業の振

興、漁港や仮設避難港を中心とした関連機能の有効活用等に努めます。 

 
 

市民が、住み慣れた地域で今後とも健康で安心して住み続けられ

ることは、地域コミュニティに支えられたチュイシージー（互い

に支え合う）の福祉社会を実現する上で大切です。このため、保

健・医療・福祉の連携と充実に努め、必要な社会サービスと相互

扶助並びに生活の自立のもと、老若男女の市民一人ひとりが、健

康で安心して住み続けられる元気なまちづくりを推進します。ま

た、安心して住み続けるためには、福祉社会の充実の他、事件や

事故、災害など、もしもの時の対応の充実も重要な要素となって

います。したがって災害、台風や地震等の自然災害への対応、防

犯・交通安全対策強化による治安維持等、安心して住み続けられ

る地域づくりに努めます。 
 
１）市民の明るく安心なくらしを支え合う 

市民の明るく健康な生活を確保することは、安心して住み続けられるまちづくりの基

本です。市民生活の中で、疾病や老齢への不安などは、平穏な日常生活を脅かす要素で

す。疾病予防や医療体制、介護サービスなど、保健・医療・福祉の各面での充実が求め

られています。そして、本格的な少子・高齢社会の到来により、近年は特に壮年期から

の健康づくりが重要課題となっています。このような状況を踏まえ、市民一人ひとりが

自主的に自らの健康を維持・管理できるような取り組みを推進します。また、障害者福

祉、児童福祉、母子福祉及び高齢者福祉などの各種福祉施策を引き続き推進しながら、

チュイシージーの福祉社会の実現に努めます。更に、長引く不況等により労働者を取り

巻く環境も厳しくなっていることから、市内事業所の就労環境や雇用定着など労働福祉

の充実に努めます。 

基本目標（３）
 

安心して住み

続けられる 

都
ま

市
ち

 



第１編 基本構想編 

基本構想 第１章 宜野湾市のめざす姿 

 

 19

２）安全な都市のくらしをまもる 

地域の消防、救急、防災、防犯体制を充実していくことも、安心して住み続けられる

まちづくりの基本です。近年の救急業務の増大、予防業務の専門化など、消防を取り巻

く社会環境は大きく変化し、大規模災害への迅速で的確な対応等、市民ニーズはますま

す複雑・高度化しています。このような状況を踏まえ、情報通信能力の強化及び救急救

命士の養成を図り、救急業務態勢の強化に努めるとともに、災害時対策の強化に努めま

す。また、防犯・交通安全対策については、学校や地域自治会、宜野湾警察署等と連携

を密にし、市民の防犯に対する意識の高揚や地域交通安全活動の推進を図ります。さら

に、近年の情報操作による人権の侵害、多様化する犯罪等に対する課題に配慮したまち

づくりを進めます。 
 

 
美しい都市は、市民の誇りであると同時に、ふるさとに愛着を持

つ次世代の市民を育成していく上で、大きな財産となります。本

市は、都市的土地利用の中に大山の湿地帯や森の川を含む米軍普

天間飛行場西側の斜面緑地や東側緑地など、自然が一定のまとま

りで残っていることから、リサイクルの推進や循環型社会の構築

等、自然環境や地球温暖化に配慮した持続発展可能な都市づくり

に努めます。また、都市景観の形成、上下水道や公園・緑地等の

整備においては地域の生態系や地勢等を読みとり、都市的機能と

自然環境が調和した美しい都市づくりを目指します。 
 

１）次世代に誇れる持続発展可能な都市を形成する 

地球規模で異常気象が見られる近年、環境問題は身近な問題となっています。また、

我が国の経済情勢が複合的要因による停滞が続く中、これまでの資源消費型の開発から

持続発展可能な開発のあり方への転換が進展しています、このような状況を踏まえ、都

市における自然環境を保全するとともにごみの減量やリサイクルの推進など環境衛生

対策の強化及び循環型社会の形成に努めます。 
 

２）快適なくらしを支える美しい都市基盤整備をすすめる 

健康で文化的な生活を営んでいくためには都市基盤の整備が不可欠です。そして近年、

美しいまちづくりに対する市民ニーズは高まってきており、少子・高齢化、国際化、美

観、環境にも対応した良質な社会資本の整備が求められています。このような状況を踏

まえ、市街地整備、上下水道、都市公園等の基盤整備については、環境問題に配慮しつ

つ推進します。また、鉄軌道等の導入も視野に入れた総合的な交通体系の構築を目指し

ます。さらに、墓地霊園等の整備に努めます。 
 

基本目標（４）
 

持続発展 

可能な美しい 

都
ま

市
ち

 



第１編 基本構想編 

基本構想 第１章 宜野湾市のめざす姿 

 

 20

 

 

本市は、引き続き米軍普天間飛行場の閉鎖・返還に向けた取り

組みを行い基地問題の解決に向け、更なる取り組みを進めること

が、基地のない平和で発展する宜野湾市を実現することにつなが

ります。一日も早い基地の返還と市民のための跡地利用を進める

ことで、平和で発展する都市づくりを進めます。 
 
 

１）基地の返還と市民のための跡地利用を促進する 

市街地の中に基地が存在するという異常な現状を一日も早く取り除くために、基地問

題の解決は急がれます。米軍普天間飛行場の存在は、2004年の沖縄国際大学への米軍ヘ
リコプター墜落事故にみるように、重大事故がいつでも起こりうる状況にあり、住みよ

いまちづくりを計画的に進める上での大きな障害となっています。このような状況を踏

まえ、引き続き米軍普天間飛行場の返還実現に向けた取り組みを行っていきます。併せ

て、跡地利用の促進及び円滑化に向けた体制の確立のもと、公共公益施設用地の先行取

得の実施や国有財産の利活用に関する特例措置など、具体的な取り組みを推進します。

また、キャンプ瑞慶覧についても、策定した跡地利用基本計画に基づき、跡地利用の促

進に努めます。 

 

２）未来に向けた平和行政を推進する 

平和行政について、「ねたて」の都
ま

市
ち

から未来へ情報発信していくことは、大きな意義

があります。本市においては昭和 60年に「平和都市宣言」を行っており、宣言の趣旨を
基に世界の恒久平和を希求し、あらゆる行政分野や機関において平和行政の推進に努め

ます。 
 

基本目標（５）
 

平和で 

発展する 

都
ま

市
ち
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（１）目標年度 

この基本構想は、平成 18（2006）年度を初年度とし、平成 27（2015）年度を目標年度
とする 10年計画とします。 
 
 
（２）目標人口 

本市の目標年度における人口は、西海岸域の発展や区画整理事業等人口流入の要素も勘

案し、10万人と想定します。 
 

96,813

89,891

93,585
94,868

89,266

89,951

92,995

95,269

89,99889,347

87,995

91,483

88,961

89,319
88,526

87,252

80,000

85,000

90,000

95,000

100,000

105,000

110,000

2000（H12） 2005（H17） 2010（H22） 2015（H27） 2020（H32）

封鎖型推計人口（外国人含む） 開放型推計人口（外国人含む）

封鎖型推計人口 開放型人口

実績値 推計値

平成16年　住民基本台帳人口

88,680人（外国人含む）

平成16年　住民基本台帳人口

87,689人

平成26年　封鎖型人口

 94,814人（外国人含む）

平成26年　封鎖型人口

  93,165人

平成26年　開放型人口

89,868人（外国人含む）平成26年　開放型人口

 89,160人

※但し外国人数は
軍人・軍属を除く

86,744

85,821

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

コーホート推計グラフ 

96,813

94,86892,995

89,951

87,995

89,347
89,891

88,961

91,483

89,266

87,252
88,526

80,000

85,000

90,000

95,000

100,000

105,000

110,000

2000（H12） 2005（H17） 2010（H22） 2015（H27） 2020（H32）

封鎖型推計人口（外国人含む） 開放型推計人口（外国人含む）

封鎖型推計人口 開放型人口

実績値 推計値

平成27年　封鎖型人口

95,269人（外国人含む）

※但し外国人数は
軍人・軍属を除く

86,744
（外国人含む）

85,821

平成16年（９月末日現在）

住民基本台帳人口

88,680人（外国人含む）

平成16年（９月末日現在）

住民基本台帳人口　87,689人

平成27年　封鎖型人口

  93,585人

平成27年　開放型人口

89,998人（外国人含む）

平成27年　開放型人口
 89,319人

コーホート推計 

○開放型人口 

 将来の移動(転出、転入)と生死(出生、生残)等の個々の指標を仮定し、推計を行うものです。過去

の変化を基本とする点では同じですが、個々の指標に分けられているので、そのときの状況に応じて

個別修正が可能です。 

○封鎖型人口 

 移動率を０として計算する方法です。これは、当該区域への転出・転入がないもの(転入と転出がほ

ぼ同数と考える)とみなして、移動率を０と設定するものです。従って、当該区域人口の出生率と生残

率が変化の要因となります。 

３節  目標年度及び目標人口 
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土地は市民生活や生産活動の共通の基盤として、うるおいと活力をもたらす大切な資源で

す。土地利用にあたっては、本市の自然・歴史文化・社会特性を踏まえ、持続発展可能な

都市づくりの観点にたって、開発と保全の調和に努めます。 

 

（１）土地利用の基本方針 

土地が現在及び将来における市民のための限られた資源であり、生活及び生産を通ずる

諸活動の共通の基盤であるという基本的認識に立って、公共の福祉を優先させ、健康で文

化的な生活環境の確保と地域性豊かな本市の均衡ある発展を図ることとします。 

なお、土地利用を計画するにあたっては、土地の安全性や環境面への配慮など、長期的

な視点に立って自然を守り・活かす持続可能な利用を基本とします。 

 

（２）利用区分別の方針 

 

１）農用地 

本市の農地は、市街化区域内の農地であることから、生産性の高い都市型農業の確立

が求められています。栽培技術の高度化等による生産性の向上、加工技術の充実による

農業経営の安定など、本市の特性に応じた農用地の有効利用を図ります。また、農用地

の都市における緑地空間、防災空間としての多面的な機能に着目し、極力保全しつつ生

産性の向上を図ります。 

 

２）樹林 

樹林については、市土保全、水資源かん養、保健休養、自然環境の保全等の公益的機

能などに配慮し、必要な保全を図ります。特に本島中南部の緑の骨格を構成する本市の

斜面緑地においては、保全及び整備を図ります。また、今後新たに整備が行われる基地

の跡地利用においては、市民の憩いの場等として機能できるまとまった緑地の創出に努

めます。 

 

３）海浜・河川 

水面・河川・水路については、水害に対する都市居住の安全性確保や雨水排水路等の

整備に努めます。また、広大な沿岸域を構成する本市の西海岸地区にはビーチやマリー

ナが立地しサンゴ礁の生物が見られるなど、市民及び県民のレクリェーション活動のた

めのかけがえのない場となっています。沿岸域については、漁業、海上交通、レクリェ

ーション等各種利用への多面的な期待があることから、生態系の保全と水質の汚染防止

４節  土地利用の方向 
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を図るとともに、海域と陸域との一体性に配慮し長期的な視点に立った総合的な利用を

図ります。 

 

４）住宅用地 

住宅地については、本市が今後とも人口及び世帯数の緩やかな増加により住宅需要が

見込まれることから、無秩序な住宅の立地を抑制し、良好な居住環境の形成を図ります。

また、高齢化の進行や都市化の動向、災害に関する地域の自然的・社会的特性等に対応

しつつ、土地利用の高度化、低未利用地の有効利用、道路の整備など、安全性の向上や

ゆとりのある快適な環境の確保に努めます。 

 

５）商業・業務用地 

事務所、店舗等については、普天間中心市街地における商業の活性化と歴史的環境の

保全に配慮しつつ、専門的な技術・情報を付加したサービス業の進展等に対応した整備

を図ります。また、真栄原地区においては大学の近隣である立地特性を活かした環境整

備を図ります。さらに、西海岸地区についてはコンベンション・リゾート機能に重点を

置いた環境整備を推進するとともに、周辺の自然景観との調和に配慮します。 
 

６）工業用地 

本市の工業用地は西海岸に確保されていますが、利用度は低い状況にあります。今後

まとまった工業用地の需要は期待できないことや、隣接するウォーターフロントの一体

的利活用の価値を考慮すると、工業用地の一部については新たな利用の方向を検討する

必要があります。また、一部においては市街地内の混在工場の移転集約を促進するとと

もに、工場移転、業種転換等に伴って生ずる工場跡地については、良好な都市環境の整

備等のために積極的に有効利用を図ります。 

 

７）公共・公益用地 

公共・公益用地は市民生活を営む上で大切な機能を果たす用地です。今後発生する新

たな公共・公益用地の需要については、既存施設の活用も検討しながら、必要な用地の

確保を図ります。特に重点整備地区となる利用可能地については、先行的に用地の確保

を行う必要があります。 

 

８）道路 

陸上交通を道路のみに依存する本県においては、道路整備が県民生活や産業活動に与

える影響は極めて大きいといえます。特に本市においては、中央部を基地に占められて

いることから、増加する交通需要と高度化、多様化する利用者のニーズに対応するには、

なお一層の体系的な整備と質的な向上が必要です。街路をはじめ生活道路の多くは整備
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が遅れており、既成市街地や基地跡地の整備と併せて、住区ごとに地域の自然環境や文

化的景観の保全・形成に十分配慮した安全で快適な街路づくりを促進します。 

 

９）軍用地 

本市の中央部を占める広大な基地は、本市の良好な生活環境の確保、産業の振興、都

市の形成、体系的な道路網の整備など、社会・経済の面で大きな阻害要因となっていま

す。普天間飛行場の全面返還とキャンプ瑞慶覧の一部返還が合意されたものの、普天間

飛行場については返還の時期が明確になっていません。跡地利用計画に基づいて国・県

と一体となって基地の着実な返還と跡地利用を促進します。 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 第２編 前期基本計画編 
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次世代に誇れる
持続発展可能な
都市を形成する 

快適なくらしを
支える美しい都
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創意工夫に 
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安心して住み 
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持続発展可能
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平和で 
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将来都市像 施  策 基本目標 

①幼稚園教育の充実 
②義務教育の充実 
③高等教育機関との連携 
④生涯学習の充実 
⑤文化の振興 
⑥文化財の保護 
⑦スポーツ・レクリエーションの振興 

①地域福祉の拡充 
②児童福祉の拡充 
③児童虐待への対応 
④ひとり親家庭への自立支援の推進 
⑤ＤＶの防止と被害者対策の強化 
⑥障害者(児)福祉の充実 
⑦高齢者福祉の充実 
⑧低所得者福祉の充実 
⑨国民健康保険事業の充実 
⑩労働福祉の充実 
⑪地域保健の充実 
⑫国民年金無年金者対策の推進 

①自然環境の保全・活用 
②循環型社会の形成 
③環境衛生の向上 
④環境対策の強化 

①市街地の整備
②総合交通体系の整備 
③上下水道の整備 
④公園・緑地の整備 
⑤墓地霊園の整備 

①消防・救急体制の拡充 
②防災体制の強化 
③防犯対策の強化 
④交通安全対策強化 

①観光・リゾート産業の振興 
②コンベンション支援機能の充実 

①商業の振興
②工業の振興 
③情報産業の振興 
④企業立地の促進と雇用の拡大 

①都市型農業の振興 
②都市型漁業の振興 

①基地返還アクションプログラムの実施 
②跡地利用の推進 

①平和行政の推進 

①住民自治の確立 
②市民との協働のまちづくりの推進 
③広報・広聴活動の拡充 
④ふれあいのある地域づくり 
⑤男女共同参画の推進 
⑥国際・国内交流の推進 

計画推進のために 

前期基本計画施策体系 （計画期間 平成 18 年度～22 年度） 
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序章 計画推進のために 
 

第三次宜野湾市総合計画基本構想では、本市の将来都市像を『市民が主役の「ねたて」の

都市
ま ち

・ぎのわん』として掲げ、その実現に向け５つの基本目標を設定するとともに、施策

の体系を示しました。 
地方分権や行財政改革が進むなかで、市民、市民の代表である議会、行政のそれぞれの役

割分担のもとに地方自治を進めることが求められています。 
また、前期基本計画ではあらゆる分野での市民の参画を目指し、住民自治の確立や市民の

積極的な行政への参加の仕組みづくりに取り組んでいきます。 
市民と行政が協働のまちづくりを推進していくためには、電子自治体の推進、効果的・効

率的な行財政の確立、広域行政の推進を柱に行政内部の体力の強化を図る必要があります。 
 
 

 
 
 
現状と課題 ...............................................................................................................................................................................  

 本市では、これまで「情報化」に関する全庁的な計画を策定することなく、情報政策課

が管轄する限定された範囲での情報化と各部、各課での情報化が個別に計画化され進めら

れてきました。そのため、政府が示す「e－Japan 戦略」※のなかで重点取組課題としてあ
げられる様々な課題に対して満たされていない問題や、多くの非効率な情報化による問題

が庁内に散在しています。 
 その対策として平成 16年度より「行政情報化整備事業」に着手し、「平成 17年 1月付 行
政情報化整備事業 実施計画」として『庁内の情報化』においては計画を定め、「電子自治

体の基盤整備」に向けて着手しているところです。今後の情報化においては、常に「全庁

的な計画体系の整備」を段階的に進める必要があります。 
また、市内の「IT教育」に関わる、NPO、IT講習（市主催、他主催）、企業、教育機関
などが連携する仕組みが現在の本市には無く、市民の情報格差是正（デジタルデバイドの解

消）と、IT による市民の行政参加を推進していくうえで各種団体との連携強化は必須の項
目となっています。従って、行政情報化・地域情報化計画等を策定し体系的に情報化の推

進を図る必要があります。 

さらに、IT先進地においては、市が連携のための土台を提供し、「市民力」の活用を図っ
ていることが多いことから、本市においても取り組みが必要となっています。 

 
 
 
 

１節 電子自治体の推進 
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方針 ..............................................................................................................................................................................................  

 電子自治体の実現に向け、「平成 16 年度 行政情報化整備事業 実施計画」に則り推進
していきます。また、第三次総合計画における「IT化」が必要とされる施策については「宜
野湾市地域情報化計画（仮称）」として、包括的に取りまとめて地域の情報化を計画的、総

合的に推進します。 
 地方分権時代における市民力活用を推進するために、電子自治体の実現に向けたインタ

ーネットによる届け出・申請の推進やワンストップサービスの提供に向け庁内システムの

再構築と最適化を進めます。さらに、市が保有する個人情報等の取扱についてはセキュリ

ティポリシー※の普及・啓発を進めるとともにデータセンターを活用したセキュリティの確

保に努めます。 
さらに、市民の情報化委員会（仮称）の立ち上げと活動を支援するとともに、IT を活用
した人材育成及び協働作業を可能とするような IT環境を構築し、高度な情報技術を誰でも
いつでも何処ででも活用できる IT都市の実現を目指します。 

 
 
 

「e－Ｊapan 戦略」 
 2005年までに日本を世界最先端の IT国家にという目標が打ち出され、全ての国民が情報通信技術を活用できる
日本型 IT社会を実現するための構想です。具体的な目標としては、2001年に全ての国民が安価にインターネット
に常時接続することを可能にする、2002年までに電子商取引の制度基盤と市場ルールを整備する、2003年までに
電子政府を実現する、2005年までに米国水準を上回る IT技術者の確保ができるよう人材育成を強化し、同時に超
高速アクセスが可能なインターネット網を整備する、などがあります。 
 

「セキュリティ/セキュリティポリシー」 

 セキュリティとは第三者が自分のコンピュータシステムへの進入を防ぐことを言います。また、セキュリティポ

リシーとは、どの情報を誰が読み取れるようにするか、どの操作を誰に対して許可するか、どのデータを暗号化す

るかなど、情報の目的外利用や外部からの侵入、機密漏洩などを防止するための方針を定めたものを指します。 

用語解説



 第２編 前期基本計画編  

序説 計画推進のために 

 29

 
 
 

現状と課題 ...............................................................................................................................................................................  

（１）行政改革の推進 

 昭和 61 年６月に本市初の行財政改革大綱を策定して以来、平成 10 年５月には第二次
行財政改革大綱、さらには平成 15 年８月 28 日には、第三次行財政改革大綱を策定し、
社会経済情勢の変化と地方分権の推進など、時代の変化に対応した効率的な行政運営を

目指して取り組んできました。 
 第三次行財政改革大綱においては、行政評価制度を活用した効果重視の行政運営、事

務事業の見直し、組織機構の効率運営、人事・給与制度の改革、人材の育成、財政の健

全化、公共施設の運営、電子自治体の構築、行政委員会等の改革の９つの実施項目のも

と、具体的な推進項目として 59項目を設定し、全庁的に推進体制をとり目標達成に向け
適宜実施してきました。 
 しかし、平成 17年度に、第三次行財政改革大綱が最終年度を迎えるにあたり、電子自
治体の構築に向け進められている行政情報化整備事業と連動した組織の最適化、あわせ

て地方分権社会の本格的な到来を受け、民間活力の導入検討及び行政ニーズへの的確な

対応など自らの責任、自らの工夫による行財政運営をさらに推し進める組織体制が求め

られています。 
 また、組織体制の効率化を進めながら、市民の行政需要に積極的に対応し、市民福祉

の向上と行政の効率的な運営充実を図るためには、事務室および窓口の改善が課題とな

っています。 
 一方、厳しい財政状況、少子・高齢化、高度情報化、価値観の多様化と職員には従来

にも増して、高度な能力と資質が要求されるようになってきました。高度化する行政需

要に的確に対応していくためには、職員ひとり一人の意識改革が不可欠であり、自らの

問題として広い視野にたって取組むことが望まれることから、職員の意識を高め主体的

な創意工夫を引き出す人材育成の必要があります。本市は各機関の研修に職員を派遣し、

人材育成を行ってきましたが、人事との整合が弱く、研修の成果を十分に発揮できない

状況も少なくありません。従って、長期的・体系的に人材育成を進める指針等について

早急に策定することが必要となっています。 

 
（２）自主性・自立性の高い財政運営の確保 

１）課税業務 

 市民税については公平・適正課税を実現するため、関係機関と連携を図って適正申告、

期限内申告の推進、課税客体の把握等に努めています。 
また、課税業務を円滑に遂行する観点から、特別徴収事業所指定及び給与支払報告書

の期限内提出の指導強化を図っています。 

２節 効率的・効果的な行財政の確立 
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 特に、平成 17 年度の法改正に伴い平成 11 年度より実施しております定率減税の見直
し、人的非課税の見直し等で市民からは増税の感がぬぐえないものと思われます。今後、

住民の理解を得るための幅広い広報活動が必要となります。 
 固定資産税は、課税客体の評価に基づいて賦課されることから、公正で公平な課税を

行うためには、より適正な評価が求められます。そのためには、評価の基本である現況

調査が欠かせませんが、調査を補完する地籍データシステムや航空写真等の積極的な活

用も必要とされます。 
 家屋については、滅失や新築・増改築の無届け（未登記）等による還付や課税漏れが

いまだに発生しており、土地の現況調査と併せて一斉調査の実施が必要とされています。 
 一方、相続未了等で納税義務者が不確定であったり課税免除等が旧弊温存で取り扱わ

れたりしており、納税義務者の適正把握も重要な課題とされます。 
 償却資産については、申告の遅れや国税申告との整合が課題となっており、適正申告

の督励と実地調査の促進が求められております。 
 また、広大な米軍基地内にある土地の固定資産税は、その特殊事情から一般の土地と

異なる取扱いがされています。キャンプ瑞慶覧の一部が平成 19年度返還で確定している
ことや、普天間飛行場についても SACO の合意がなされていることから基地返還後の膨
大な土地評価・課税業務は重要な組織的課題です。 
 軽自動税については、登録台数が急激に増加している状況にあり、平成 11年度決算額
と平成 16 年度決算額を比較すると 61,397 千円増（72.9％増）となっています。登録台
数の増加に伴い、賦課業務量も年々増加している状況にありますが、更に、軽自動車税

申告手続きが市窓口と軽自動車協会に分かれていることによる複雑さや、軽自動車税に

対する意識が浸透していないことにより譲渡や廃棄を行っても届出義務を失念する等の

軽自動車税特有の問題もあり、所有者からの電話問合わせや窓口相談等により業務量が

増加している状況です。 
自動車税については、ワンストップサービス（検査・登録、保管場所証明、自動車諸

税の納税等の手続きオンライン化）が試験運用している段階にあり、軽自動車税につい

ても市民サービス向上の観点から手続きの一元化が課題となっています。また、軽自動

車税の申告義務について周知する広報活動が必要となっています。 
所得関係、資産関係証明については、現在窓口交付を行っていますが、市民サービス

の向上のために、昼窓や時間外交付が可能な自動交付機の設置が課題となっています。

また、諸証明手数料について、行政サービスの公平性や受益者負担の観点から、見直し

が必要となっています。 
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２）納税業務 

長引く不況の影響もあり、税の徴収は全国的に厳しい状況にあります。宜野湾市にお

ける市税の収納率は、バブル景気時の 90％台から、バブル崩壊後の平成 10 年度には
86.0％と低下しています。その後の収納率も年平均 1.1％ずつ下がる傾向が続き、平成 15
年度には 80.4%まで落ち込んでいます。滞納額も、平成 10年度に 979,873千円であった
のが、平成 16年度には 1,552,362千円と増え続け、年々滞納残高が累増する傾向にあり
ます。旺盛な財政需要に応えるためにも自主財源を確保する観点から、より一層の徴収

努力や対応策が課題となっています。 
 そのような中、効果的な滞納整理を進めるべく、平成 16年度に｢滞納整理班｣を設置し
ました。豊富な知識と経験を持つ県税徴収職員の OB を嘱託職員として採用し、徴収業
務・滞納整理の進め方が改善されつつあります。また、「滞納整理・収納支援システム」

の導入により徴収事務の効率化が図られました。同システムの充実活用を図りながら、

これからの徴収事務の改善に努める必要があります。 
 依然として徴収業務は厳しい状況ではありますが、市報等を活用した啓蒙活動を図り

つつ自主納付の推進強化、適切な滞納処分を基本方針とした市税徴収対策を進める必要

があります。 
 
 
 
 

□市税決算額調（単位：千円）

平成11年度 平成12年度 平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度

市民税 2,922,671 2,825,227 2,853,100 2,955,598 2,950,988 2,871,773

固定資産税 3,217,578 3,263,841 3,359,019 3,487,402 3,442,728 3,709,062

軽自動車税 84,214 92,450 103,472 116,266 129,071 145,611

たばこ税 552,763 533,215 488,304 485,253 498,435 497,893

特別土地保有税 69,256 51,280 35,704 30,509 30,471 0

入湯税 4,327 4,093 4,293 3,821 4,075 4,378

市税合計 6,850,809 6,770,106 6,843,891 7,078,849 7,055,767 7,228,716

金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比

市税 6,850,809 28.2 6,770,106 26.9 6,843,891 26.2 7,078,849 29.1 7,055,767 29.9 7,228,716 30.2

地方交付税 6,546,374 27.0 6,749,500 26.8 6,324,112 24.2 5,678,079 23.3 4,659,165 19.7 4,402,738 18.4

国庫支出金 5,688,654 23.4 5,441,255 21.6 5,561,365 21.3 4,270,921 17.6 4,368,813 18.5 4,076,675 17.0

市債 875,200 3.6 1,279,100 5.1 1,754,100 6.7 2,447,100 10.1 2,694,100 11.4 3,002,100 12.5

その他 4,304,678 17.7 4,917,448 19.5 5,628,659 21.6 4,851,834 19.9 4,851,834 20.5 5,227,596 21.8

歳入合計 24,265,715 100.0 25,157,409 100.0 26,112,127 100.0 24,326,783 100.0 23,629,679 100.0 23,937,825 100.0

※表示単位未満は四捨五入です。

□一般会計歳入決算額調（単位：千円、％）

平成11年度 平成12年度 平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度
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方針 ..............................................................................................................................................................................................  

（１）行政が担うべき役割の重点化及び民間活力の導入検討 
 行政サービスのあり方については、各種機関も含めたサービス供給体制の整理・統合

等を検討し、行政が担う役割の重点化、効率化を図ります。あわせて行政サービスの市

民・企業・NPO等への委託の推進、公共施設管理における指定管理者制度の活用、地方
独立行政法人制度の検討や PFI※の適切な活用等、民間活力の導入並びに地域協働の推進
に努め、サービスの多元化を目指します。 

 
（２）行政ニーズへの迅速かつ適切な対応 
 効率的かつ効果的に事務・事業が行えるよう、政策課題や地域のまとまり等に対応し

た組織体制の構築を目指すとともに、快適な執行体制環境を整え市民の福祉の向上に努

めます。 
 また、行政組織運営全般について、計画策定・実施・検証・見直しのサイクル（PCDA）
※に基づいた点検・評価を行い、市民ニーズに対応した適切な行政サービスの提供につい

て全庁的な推進と執行体制を整備していきます。 
 
（３）人材育成の推進 
将来の組織及び職員がどうあるべきかを踏まえ、新たな時代の要請に応えうる職員を

育成していくために「宜野湾市人材育成基本方針」を策定し、職員の資質向上を図ると

ともに人事との連携による積極的な運用と公正かつ客観的な人事評価システムの構築を

目指します。 
 
（４）定員管理及び給与の適正化 
 抜本的な業務の整理、組織の合理化を図りながら、民間委託の推進などによる職員の

適性配置に努めます。あわせて社会状況を勘案しながら給与体系を見直し、職員給与の

適正化に努めます。 

 

□年度別滞納分徴収率

単位：千円

年度別 調停額 収入額 徴収率（％）

平成10年度 979,873 194,555 19.9%

平成11年度 1,077,188 173,575 16.1%

平成12年度 1,169,653 199,705 17.1%

平成13年度 1,209,062 135,389 11.2%

平成14年度 1,353,487 192,512 14.2%

平成15年度 1,522,347 214,261 14.1%

平成16年度 1,552,362 333,104 21.5%

□年度別徴収率調べ（現年・過年含む）

単位：千円

年度別 調停額 収入額 徴収率（％）

平成10年度 7,913,882 6,798,551 85.9%

平成11年度 8,111,724 6,850,809 84.5%

平成12年度 8,121,476 6,770,106 83.4%

平成13年度 8,300,706 6,843,891 82.4%

平成14年度 8,696,048 7,078,849 81.4%

平成15年度 8,772,632 7,055,767 80.4%

平成16年度 8,831,151 7,228,716 81.9%
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（５）自主性・自立性の高い財政運営の確保 

 課税業務については市民税の非課税・課税免除等の対象及び要件の再点検や適正申告

の指導に努め、申告体制の強化に取り組みます。また、固定資産税の適正評価及び適正

課税に努めるとともに、データ管理による業務の簡素化・迅速化を図ります。さらに軽

自動車税等についても実態調査や、関連機関との連携を強化し課税客体の把握に努め、

公平・適正な課税業務を進めます。 

納税業務については滞納整理・収納支援システムを有効に活用しながら計画的に徴収

業務を推進します。また、高額滞納者については、専門職員による適切な滞納処理を進

めます。 

 さらに、金融機関以外での市税納付を検討し、自主納付の推進強化に努めます。 

 

「PFI（Private Finance Initiative：プライベート・ファイナンス・イニシアティブ）」 
 公共施設等の建設、維持管理、運営等を民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用して行う新しい手法です。

 

「PDCA  （マネジメントサイクル）」 
 管理サイクル、効果的な管理を行う為の段階のことです。一般的には２つのマネジメントサイクルが有名です。

①企画立案(Plan)→実施(Do)→評価(See) 

②計画(Plan)→実施(Do)→確認(Check)→対策実行(Act) 

ISO でマネジメントサイクルと言った場合には後者を指します。 

用語解説
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現状と課題 ...............................................................................................................................................................................  

今日、私たちの日常生活や経済活動はますます広域化し、那覇市広域都市計画区域の指

定、中部広域市町村圏事務組合での広域的な取り組み等、まちづくりの範囲も広がりつつ

あります。また、市民の価値観は多様化し、地方自治体へのニーズも高く、行政サービス

の一層の専門化や高度化が求められます。  
このような状況に地方自治体が適切に対応するためには、広域的な視点から連携・調整

し、行政を進めていくことが必要です。 宜野湾市は、近隣市町村との救急・消防協定、ご
み処理施設やし尿処理施設の共同設置、交流事業の共同開催等、業務の効率化を進めてき

ましたが、尚一層の連携による効率化を図るとともに、グレードの高いサービスの提供や

まちづくりを進めていくことが重要となっています。  
また、広域的な取り組みを進める方法としては、複数の市町村が合併して一つの市町村

となり、行政区にとらわれることなく広域的な視点から行政サービスのあり方を検討でき

る市町村合併と、個々の市町村はそのままで連携・調整により取り組む広域行政があり、

それぞれのメリット・デメリット※を把握し、より効率的な広域行政のあり方について引き

続き検討していく必要があります。 
 
方針 ..............................................................................................................................................................................................  

（１）広域行政の推進 
 行政の効率的・合理的な運営を図るために、市単独の施策だけでなく、広域市町村圏

事務組合等による近隣の行政機関との共同事業を進めます。 
その一方で時代の潮流を踏まえ、市町村合併について検討を進めます。 

 

３節 広域行政の推進 

「メリット/デメリット」 
 メリット：利点、長所。⇔デメリット：欠点、短所。 

用語解説



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１節 情報の共有化と多彩

な参加による市民力

を育成する 

 

２節 響きあい、ともに育つ

心身豊かな社会の実

現をすすめる 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

市民と共に歩み

響きあう都市
ま ち

 

 

第 １ 章 
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□ 施 策 体 系 

④ふれあいのある地域づくり 
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参

加
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よ

る

市

民

力

を

育

成

す
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③広報・広聴活動の拡充 

⑤男女共同参画の推進 

⑥国際・国内交流の推進 

・外国人が安心して暮らせる環境づくり 
・共に築きあげる国際コンベンションシティづくり 
・生活交流情報の発信 
・広域的な国際交流拠点の形成 

・国際交流協会の活動支援 
・市内在住外国人及び留学生等との交流促進 
・市内高等教育機関と連携した交流機会の促進 
・海外移住者子弟等との協力活動を通した交流の充実 
・姉妹都市・友好都市を契機とした交流・協力機会の創出 
・市民活動の支援強化 

・国際感覚を身につけた市民の育成 
・市民文化を通した青少年の交流 
・学校教育と連携した国際性のかん養 
・国際コンベンションシティを支える人材の育成 

国際化に対
応したまち
づくり 

多 彩 な 交
流・協力機会
の創出 

創造性豊か
な市民等の
育成 

・男女共同参画型のコミュニティの創出 
・リプロダクティブ・ヘルス／ライツの確立 
・男女共同参画社会に向けた自立支援 
・少子高齢社会における男女共同参画 

・女性の政策・方針決定の場での参画推進 
・地域社会での男女共同参画の推進 
・男女共同参画社会に向けた就労環境の整備 
・文化継承決定の場への男女共同参画 

・固定的な役割分担に基づく慣習・制度の見直し 
・行政・市民・事業者の意識変革の確立 
・男女共同参画に関する拠点施設の拡充と環境整備 
・女性に対する暴力の根絶 
・多様な性の尊重 

・進行管理体制の確立 
・人材育成交流センターめぶきの機能の充実 

多様な生き方と
自立を促進する
ための条件整備

あらゆる分
野での男女
共同参画 

人権の尊重
と男女平等
社会の構築 

はごろもプ
ランの推進 

・市民活動団体の活動及び支援制度の強化 
・市民活動団体との連携強化 
・NPO活動支援センター（機能）の設置検討 

・自治会の育成及び活動の支援 ・連絡・連携体制の強化 
・自治会施設整備の充実  ・自治会会員の加入促進 

市民活動団
体の支援 

自治会の育
成 

・「ふれあい市長室」の推進及び「移動ふれあい市長室」の設置 
・各種相談の充実 

・市民参加による「市報ぎのわん」の充実 
・市政情報の電子化（ホームページによる情報発信）の推進 
・行政情報メディアの活用 
・障害者への情報の提供 

市民の声を市
政に生かす広
聴の充実 

市民にわかり
やすい広報活
動の推進 

・情報公開の推進 
・説明責任の強化 

・審議会、検討会等への市民参加の促進 

市民に開かれた
行政運営の推進

市民の積極的な
行政への参画

・市民と協働による講演会や勉強会の開催 
・自治基本条例の検討・制定 

自治基本条
例の制定

②市民との協働のまちづくりの推進 

①住民自治の確立 
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②義務教育の充実 

・生涯学習施設の活用 
・教育関係図書・資料のデジタル化及び共有システム化 

・学校規模の適正化 
・老朽化した校舎の増改築 
・余裕教室の活用 
・屋内・屋外施設の整備 
・設備・備品の整備 
・学校図書館の充実 

生涯学習施
設の提供 

・２年保育の推進 
・預かり保育の充実 
・私立幼稚園就園奨励費の充実検討 

①幼稚園教育の充実 

・調和のとれた教育課程の編成 
・教材、教具の整備 
・教員の資質・専門性の向上 

・適正就学指導委員会の充実 
・障害児担当教職員の加配 

障害児教育
の充実 

教育内容の
充実 

幼稚園教育
の拡充 

・「宜野湾市立青少年サポートセンター」設置の検討 
・スクールカウンセラーの活用促進 

教育相談室
の充実 

・適応指導教室の充実 適応指導教
室の充実 

・長期研究教員研修の充実 
・調査研究の実施 
・管理職研修の実施 
・臨時的任用教職員研修の実施 
・教職員メンタルヘルス研修の実施 
・教育情報通信ネットワーク整備の充実 
・コンピュータやインターネットを活用した授業の推進 

教育研究所
の充実 

・食に対する指導体制の整備 
・食に対する指導の充実 
・３給食センター施設整備の充実 

学校給食の
充実 

・安全教育の充実 
・通学環境の整備 
・安全管理の強化 
・校内の安全確保のための意識啓発、施設・整備の点検強化 
・防災計画 

学校安全指
導の推進 

・健康診断、健康相談の充実 
・学校保健委員会の充実 
・体育指導の充実 
・派遣事業の推進 

学校保健・体
育の充実 

・教職員研修の充実 
・教材、教具の整備 
・就学援助の充実 
・特別支援教育の推進 
・個別の教育支援計画の作成 
・適正就学指導委員会の強化 
・校内委員会による組織的な体制づくり 
・障害のある児童、生徒への理解 

障害児教育
の充実 

・地域の特性を活かす教育課程の編成 
・学校週５日制への対応 
・二学期制の検討 
・国際交流教育事業の推進 
・外国人教師招聘事業の推進 
・教職員研修の充実 
・文部科学省、県、市指定研究校の推進 
・教材、教具の整備 
・生徒指導及び進路相談等の充実 
・道徳教育の充実 
・学力向上の事業の推進 

教育内容の
充実 

教育環境の
整備 
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・芸術、文化活動の推進
・創作市民劇の制作・上演 
・地域伝統文化と連動した演劇などの創造 
・文化の国内・国際交流の拡大 

・文化交流の「場」の提供 
・音楽、演劇などの発表、鑑賞の「場」の提供 
・市民文化活動を支えるスタッフの確保 
・施設設備の強化 

市民会館の
充実 

・文化団体、グループの育成
・芸術文化の担い手および指導者の育成 

組織活動の
育成 

文化事業の
推進 

④生涯学習の充実 

市民図書館
の充実 

・図書館資料及びサービスの充実 
・図書館貸出・返却サービスの向上 
・各種図書館とのネットワーク化の推進 
・移動図書館の充実 
・図書館ボランティアの養成 

中央公民館
の充実 

・公民館施設・設備の整備 
・各種講座の充実 
・社会教育学級の推進 
・学社連携・学社融合の検討 
・サークル支援事業と自主運営の推進 
・自治公民館講座の推進 

・学社連携・学社融合の推進 
・退職教員の活用 
・青少年団体の育成 
・環境浄化活動の推進 
・非行（犯罪）の防止に関係する部署との連携強化 

青少年教育
の充実 

・研修や講座、教室などの統廃合の検討 
・市民の学習要求や生活課題等意見収集の充実 
・ボランティア講師育成及び活用促進 
・地域人材の発掘及び人材バンクの活用 
・公共施設や地区公民館、学校教育施設等の利活用 
・市民との協働による施設管理の検討 

効率的な講
座の開催及
び活動場所
の充実 

・「宜野湾市生涯学習推進計画」の策定 
・生涯学習推進本部及び生涯学習まちづくり推進会議の活 
動促進 
・庁内推進体制の強化 

生涯学習推
進基盤の整
備 

③高等教育機関との連携 

・中学校、高等学校の連携強化
・県関係機関との連携 

・育英制度の充実強化
・大学・専修学校等との交流、連携強化 

大学・専修学
校等との連
携 

高等学校教
育との連携 

⑤文化の振興 
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・生涯スポーツ推進体制の確立 
・総合型スポーツクラブの組織化と育成の強化 
・スポーツ・レクリエーションの充実・発展 
・スポーツ情報の提供 
・障害者スポーツの普及 
・教科体育の充実 
・運動部活動の充実 
・学校体育施設の充実 

⑦スポーツ・レクリエーションの振興 

・競技力向上推進本部（仮称）の設置 
・県民体育大会の対策強化 
・指導者の養成・確保 
・競技者を育てる環境の整備 
・指導者の発掘及び養成・確保と有効活用 
・競技力向上対策費の充実 

・老朽スポーツ施設の整備 
・学校体育施設の開放の推進 
・未設置競技施設の整備 

スポーツ施
設の整備・充
実 

指 導 者 養
成・確保と競
技力向上 

生涯スポー
ツ、競技スポ
ーツ、学校体
育 と の 連
携・充実 

・館報の発行 
・資料収集の充実 
・企画展・特別展の開催 
・自主事業の推進 
・学芸員の強化充実 
・博物館の友の会の結成 
・博物館施設・設備の整備 

博物館の充
実 

・市史編集事業 
・「市史」の市民への普及・活用 

史資料の収
集・編纂 

・普天間飛行場返還予定地の文化財保護の促進 
・瑞慶覧地区返還予定地の文化財保護の促進 
・跡地利用計画との連携 

基地内文化
財の保護・活
用の推進

・文化財詳細分布調査の実施 
・「市指定文化財」指定の推進 
・文化財の保存整備と育成・助成等の推進 
・文化財の公開・活用の推進 

文化財の保
護・活用の推
進 

・文化財保存整備マスタープランの策定 
・文化財保護関係機関との連携 
・文化財保護体制の確立 
・文化財の地域活用体制の推進 
・埋蔵文化財の整備・収蔵・公開施設の確保 

文化財保護
体制の確立 

⑥文化財の保護 
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１節 情報の共有化と多彩な参加による市民力を育
成する 

 
①自治基本条例の制定 
 
 
現状と課題 ...............................................................................................................................................................................  

 宜野湾市は昭和 37 年に市政を施行後、昭和 54 年には最初の総合計画を策定し、２期の
計画期間中において経済の自立、生活・居住の自立、文化の自立を目指し、計画的にまち

づくりを進めてきました。その結果、都市基盤、生活基盤整備が進み、成長都市から成熟

都市として成長してきましたが、近年においてはライフスタイルの変化や価値観の変化に

伴った新たな課題が出てきています。しかし、多様化する住民ニーズに対応して、素早く

対処できないケースが増えてきています。したがって、独自で運用されている条例や施策

を束ね、自治体の基本的な考え方・方針を明確にするルールが必要となってきています。 
さらに、平成 12年の「地方分権一括法」の施行により、地域のことは地域が責任を持っ
て決めることが明確に示されました。将来的に厳しい行財政が見込まれる中で、これから

の市政運営のあり方について、行政と市民の役割分担や市民参加への仕組みづくり、市民

の権利（情報公開、計画・審議会等への市民参加や住民投票など自治を推進する制度）や

責任を明確にした自治基本条例の制定が求められています。 
また、自治基本条例制定にあたっては、市民との協働による検討・制定が必要不可欠で

あることから、条例制定に向けた勉強会の開催等による意識の高揚、情報提供を図る必要

があります。 
 
方針 ..............................................................................................................................................................................................  

（１）自治基本条例の制定 
講演会や勉強会等を開催し、自治基本条例制定に向けた市民の意識の高揚を図ります。

また、市民会議や審議会などの市政への市民参加への取り組み状況、市民条例等を把握

し、具体的な内容について検討を進めます。 
 
施策一覧 ....................................................................................................................................................................................  

 

施策 計画項目 施策名 

・市民と協働による講演会や勉強会の開催 ①住民自治の

確立 

○自治基本条例の制定

・自治基本条例の検討・制定 

①住民自治の確立 
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②市民との協働のまちづくりの推進 

 

現状と課題 ...............................................................................................................................................................................  

地方分権の推進により、自己責任と自己決定に基づいた自治体運営を強力に進めて行く

ことが必要となっています。本市はこれまで市民の理解と協力を得ながら市政を進めるた

めに、公募による審議会、検討会、市民会議の開催など、市民の市政参加に力を注いでき

ました。 
また、開かれた市政を目指し、行政内部の情報共有化推進と平行して、情報公開の第 1
段階として、行政手続条例を施行し、行政の手順や審査基準等を明確にしてきました。引

き続き、行政情報の IT 化※による業務の効率化を推進し、行政機関の保有する情報の公開
に努め、市民の理解と批判の下に公正で民主的な行政を推進する必要があります。 
 
方針 ..............................................................................................................................................................................................  

（１）市民の積極的な行政への参画 
市民が主役のねたての都市

ま ち

を実現するために、自治の主役である市民の意識の高揚を

図るため、政策立案段階での市民参加を推進します。 
 
（２）市民に開かれた行政運営の推進 
文書管理システムを早期に確立し、効率的な情報提供に努めます。さらに、個人情報

の取り扱いに配慮しつつ宜野湾市情報公開条例に則り、現在進められている事業をはじ

め、保有する市政情報の開示に向けた積極的な取り組みを推進します。 
 
 
施策一覧 ....................................................................................................................................................................................  

 

施策 計画項目 施策名 

○市民の積極的な行政

への参画 
・審議会、検討会等への市民参加の促進 

・情報公開の推進 

②市民との協

働のまちづく

りの推進 ○市民に開かれた行政

運営の推進 ・説明責任の強化 

②市民との協働のまちづくりの推進 

「行政情報の IT 化」 
 IT（情報技術）を使って行政内部事務のペーパーレス化（電子化）やコンピューターによる申請・届出等ができ

る環境を整えることなどを指します。行政の質の高度化、サービスの質の向上が図られます。 

用語解説
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現状と課題 ...............................................................................................................................................................................  

広報・広聴活動は、市民と行政の対話と情報交換を補い、民主的な行政を実現する行政

活動として重要な役割を果たします。本市においても広報・広聴活動の充実によって市民

と行政が一体となったまちづくりを進めてきました。 
広報活動は、市民と行政のパイプ役となる市報ぎのわんや市政要覧の発行をはじめ、市

報のホームページへの掲載や点訳による広報誌発行、市民ギャラリーやコミュニティラジ

オ局※（FM２１・FM ちゃたん）などを活用し情報を提供しています。今後は、広報への
市民参加の強化とテープ等音声で聴ける広報誌づくりが課題となっています。 
広聴活動は、市民相談、行政相談等、市民のご意見箱の設置やホームページ等を通じて

行っています。近年は、市民生活の変化や価値観の多様化により多くの相談・ご意見が寄

せられており、的確・迅速に対応することが重要となっています。 
『市民が主役の「ねたて」の都市

ま ち

・ぎのわん』の構築を目指し、市民が主体的に地域づ

くりに取り組むことができるよう、市政の現状、施策などの情報をわかりやすく提供する

とともに、市民との対話による連帯感を培い、住み良いまちづくりの実現に向けて取り組

むことが重要となっています。 
 
方針 ..............................................................................................................................................................................................  

（１） 市民にわかりやすい広報活動の推進 
市報については市民の生活に密着した視点と身近な情報発信に心がけ、わかりやすい

紙面作りを目指します。また、ホームページやコミュニティラジオ局を活用した情報提

供や各報道機関と情報交換を行いマルチメディア※の効果的活用を図ります。さらに、聴

覚障害者のための聴ける広報誌の作成に取り組みます。 
 
（２） 市民の声を市政に生かす広聴の充実 
市民と市長が意見交換のできる「ふれあい市長室」を推進するとともに「移動ふれあ

い市長室」を設置し、市民に開かれた明るく、親しみやすい「市民参画型」市政の推進

に努めます。また、相談内容の多様化に対応するため、ホームページや市民のご意見箱

を通して、市民の声や意見への迅速な対応を進めながら、市政運営に活かします。 
 
 
 

 
 
 

③広報・広聴活動の拡充 

「コミュニティラジオ局」 
 放送範囲を限定し、その地域に特化した番組をつくっているラジオ局のことです。 

 

「マルチメディア（multi media）」 
 コンピューターで、デジタル化された情報を基礎として文字、音声、静止画、動画などの複数のメディア（情報

の表現形態）を統合して行う方式のことです。 

用語解説
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施策一覧 ....................................................................................................................................................................................  

 

施策 計画項目 施策名 

・市民参加による「市報ぎのわん」の充実 

・市政情報の電子化（ホームページによる情報

発信）の推進 

・行政情報メディアの活用 

○市民にわかりやすい

広報活動の推進 

・障害者への情報の提供 

・「ふれあい市長室」の推進及び「移動ふれあい

市長室」の設置 

③広報・広聴

活動の拡充 

○市民の声を市政に生

かす広聴の充実 

・各種相談の充実 

 

市報「ぎのわん」 
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④ふれあいのある地域づくり 

 

現状と課題 ...............................................................................................................................................................................  

市内には 23自治会があり、住民相互の協力のもと環境の整備、伝統行事、地域行事など
住みよい地域づくりに向けた活動を行っています。 
自治会は、地域全体の共通の課題を解決する話し合いの場であり心のふれ合いの場です。 
また、自治会活動は青年会、老人クラブ、婦人会及び子ども会が中心となっており、様々

な地域活動を展開しています。 
さらに、行政側から見ると、自治会は市民の意志や要望を取りまとめ市政に反映させる

最も身近な地域団体として重要な役割を担っていることから、各自治会に対して育成補助

金を交付し、自治会活動を育成・支援してきました。 
しかし、近年の急激な人口流入による都市化や過密化によって人びとの心のふれあいや

共同意識は薄れており、自治会の加入率の低下が問題となってきています。また、活動の

場所である公民館の老朽化も課題となっています。 
一方、社会的課題に対して、自ら取り組み解決していこうと活発に活動する市民団体、

NPO※が増えています。本市においても、多数の市民活動団体、NPO、ボランティアグル
ープがあり、特に福祉や教育の分野での活動が目立っています。本市が目指す地域コミュ

ニティに支えられたチュイシージー※のまちづくりの実現には、市民活動団体、NPO、ボラ
ンティア等との連携強化が重要となっています。 
しかしこれらの団体は、財政規模や会員数とも小規模なものが多く、また、行政との連

携も充分でないなど、組織的な体制の確保及び連携の強化、活動拠点の整備等が課題とな

っています。 
 
□市民団体数（平成 17 年６月 24 日現在） 

関係部署 企画部 市民経済部 福祉保健部 教育委員会 合計 

団体数 ３ ８ 44 17 72 

※資料：宜野湾市企画部 

※NPO 法人を含む 

方針 ..............................................................................................................................................................................................  

 総合計画で定める５つの基本目標の実現のためには、各分野において市民、自治会、

市民活動団体、NPO等の参画が必要不可欠であることから、これらの団体との連携、協
働による都市

ま ち

づくりを進めていきます。 
 
(１) 自治会の育成 
地域コミュニティ及び活動の充実を目指し、自治会活動の担い手となる青年会、老人

クラブ、婦人会、子ども会等の育成及び活動支援に努めます。あわせて、老朽化した公

④ふれあいのある地域づくり 
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民館の改修等を進めます。また、相互扶助による地域福祉力の向上を促進するため、自

治会との連携強化に努めます。 
 その一方で、自治会加入世帯との協力関係を強化するとともに自治会加入世帯増につ

ながる啓発活動を実施します。 
 
（２）市民活動団体（NPO等）の支援 
市民の自主的な活動を牽引する市民活動団体や NPO、ボランティア等の活動を促進す
るため、技術支援や団体間交流機会の創出に努めます。 
また、NPO活動支援センター（機能）の設置を検討します。 

 
施策一覧 ....................................................................................................................................................................................  

 

施策 計画項目 施策名 

・自治会の育成及び活動の支援 

・自治会施設整備の充実 

・連絡・連携体制の強化 

○自治会の育成 

・自治会会員の加入促進 

・市民活動団体の活動及び支援制度の強化 

・市民活動団体との連携強化 

④ふれあいの

ある地域づく

り 

○市民活動団体の支援

・ＮＰＯ活動支援センター（機能）の設置検討 

 
 
 

「NPO（Nonprofit Organization）」 
通常"民間非営利組織"と呼ばれています。単に営利を目的としないだけでなく、社会のさまざまな課題に対して、

見過ごすことができない、待ってはいられないという思いや志を持った個人が集まり、自らやるべきことを発見し

て行動し、実現しようとする組織や団体のことを指します。 

 
「チュイシージー」 
 沖縄方言でお互いに助け合い、支え合うという意味です。 

用語解説
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⑤男女共同参画の推進 
 

現状と課題 ...............................................................................................................................................................................  

宜野湾市においては、女性行動計画「はごろもぷらん 21」（平成６～15 年度）の後継計
画として、男女共同参画社会基本法に基づいた「第 2 次宜野湾市男女共同参画計画～はご
ろもぷらん～」を平成 16年度に策定し、男女共同参画社会の実現に向けた施策を体系化し
て全庁横断的に進めています。 
現在、改正男女雇用機会均等法、育児・介

護休業法等の法律・制度の整備が進んではい

るものの、現実的には社会通念や慣習などに

固定的な性別役割分担意識に起因する問題が

いまだ多く存在し、個々の自由な選択を阻む

要因となっています。また、本市における男

女の不平等感は、平成５年度、14年度に行な
われた市民意識実態調査を比較すると、一定

程度改善されたものの今なお「男性優位」と

いう意識が強く、今後も引き続き意識の改革

や慣習・制度の見直しが必要です。 
政策・方針決定の場では、各種委員会への

女性登用は除々に増加しつつあるものの女性

が一人もいない委員会もいまだに見られます。

男女がともにその意思を社会づくりに対等に

反映させることができるよう、各種審議会を

はじめ、職場、地域活動などあらゆる分野に

おいて女性の登用促進が必要です。 
また、家事・育児・介護など家庭内の仕事

が女性の労働とされ偏っている状況はあまり 
変わっていません。一人ひとりが多様な生き方を選択し自立できるような労働環境の整備

が必要です。 
 
方針 ..............................................................................................................................................................................................  

（１）「第 2次宜野湾市男女共同参画計画~はごろもぷらん~」の推進 
 ①基本的人権の尊重、②男女共同参画社会の実現、③女性のエンパワーメント※、④平

和な社会への貢献を基本理念として体系化された施策に基づき、全庁的な体制で横断的、

効果的に推進できるよう進行管理体制を確立します。 
また、市民、団体及び事業者等が自主的に男女共同参画を推進するための拠点として、
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□社会全体における男女の平等感 
（「市民意識実態調査」より） 

□各種審議会等における女性登用率の推移 
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人材育成交流センターめぶきの機能の充実を図ります。 
 
（２）人権の尊重と男女平等社会の構築 
 真の男女平等社会を構築するために、男女平等や人権尊重の周知徹底、差別や暴力の

被害者に対する救済・支援を早急に施すことができるよう取り組みます。 
 
（３）あらゆる分野での男女共同参画 
 あらゆる分野での男女共同参画を実現していくために、女性の人材育成や地位向上に

関する格差是正措置など具体的な施策に積極的に取り組みます。 
 
（４）多様な生き方と自立を促進するための条件整備 
 固定的な性別役割観を取り除きながら、市民一人ひとりが自らの意思で生き方、生活、

体や健康のあり方などを主体的、自立的に選択し、実現することができる具体的な支援

策を整備し実行します。 
 
施策一覧 .................................................................................................................................................................................  

 

施策 計画項目 施策名 

・進行管理体制の確立 ○はごろもプランの推

進 ・人材育成交流センターめぶきの機能の充実 

・固定的な役割分担に基づく慣習・制度の見直し 

・行政・市民・事業者の意識変革の確立 

・男女共同参画に関する拠点施設の拡充と環境整備 

・女性に対する暴力の根絶 

○人権の尊重と男女平

等社会の構築 

・多様な性の尊重 

・女性の政策・方針決定の場での参画推進 

・地域社会での男女共同参画の推進 

・男女共同参画社会に向けた就労環境の整備 

○あらゆる分野での男

女共同参画 

・文化継承決定の場への男女共同参画 

・男女共同参画型のコミュニティの創出 

・リプロダクティブ・ヘルス／ライツ※の確立 

・男女共同参画社会に向けた自立支援 

⑤男女共同参

画の推進 

○多様な生き方と自立

を促進するための条件

整備 

・少子高齢社会における男女共同参画 

 
「エンパワーメント（empowerment）」 
力をつけること、自己決定の力、仕事の技術や能力、経済力、意志決定の場での発進力を意味します。 

 

「リプロダクティブ・ヘルス/ライツ」 
1994 年にカイロで開催された国際人口・開発会議において提唱された概念で、重要な人権のひとつとして認識さ

れています。リプロダクティブ・ヘルス/ライツの中心的課題は、いつ何人子どもを産むか産まないかを選ぶ自由、

安全で満足のいく性関係、安全な妊娠・出産、子どもが健康に生まれ育つことなどが含まれています。 

用語解説
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⑥国際・国内交流の推進 
 

現状と課題 ...............................................................................................................................................................................  

宜野湾市ではコンベンションセンタ－、沖縄国際大学、各種体育施設、宿泊施設、海洋

レジャー施設、公園施設などが整備されており、これらの資源をもとに、先進国首脳会議・

サミット、世界のウチナーンチュ大会をはじめスポ－ツ大会など多種多様なイベントが開

催され、県内外・国外から数百万人が本市を訪れています。 
本市の国際交流事業は、平成７年に中国福建省廈門

あ も い

市との友好都市提携によりスタート

し、文化・技術・経済での訪問交流を行ってきました。この間、商取引・交易事業が実現

に向けて動いており、経済の活性化につなげていくことが、重要な課題となっています。 
また、平成 10年度には「宜野湾市国際交流基本構想」を策定し、体系的に国際交流に取
り組んできました。また、平成 16年には英語教育特区に指定され、学校教育と連携した国
際性豊かな人材の育成に努めています。 
市内には約 1,000人の外国人が居住し、市の総人口に占める割合は 1.08％（平成 17年３
月末現在）と県内でも高い割合となっているものの、外国人が安心して暮らせる情報提供、

体制が十分ではありません。さらに、多彩なイベントで訪れる来訪者が滞留し、交流する

仕組みも不十分な状況にあります。来訪者に対するもてなしや相互の文化理解、身近な市

内在住外国人との積極的な交流といった、市民個々のレベルにおける多様な交流と国際的

ネットワークを支援・促進できる体制づくりが課題となっています。 
一方で、宜野湾市国際交流協会が、平成 13年６月に設立され、積極的に語学講座・交流
親睦会など、多くの市民、在住外国人との交流活動を展開しています。今後も本市の国際

交流の積極的な推進には、市民・団体の自主的な国際交流活動が重要であり、今後も協会

に対して支援していく必要があります。 
国内交流については学童疎開先となった、宮崎県東郷町と昭和 60年に姉妹都市を締結し
ましたが、東郷町の合併により姉妹都市の協定は解消することになりました。しかし、児

童交流をはじめ文化、経済などの交流事業については、今後も継続していきます。新しい

動きとして、平成 14年度より高知県、三重県の中学校の修学旅行・平和学習を市内自治会
で受け入れています。公民館の集会施設を利用した老人クラブ・婦人会と平和・文化交流

を進めており、このような市民が中心となった交流への支援強化に努める必要があります。 
 

方針 ..............................................................................................................................................................................................  

（１）創造性豊かな市民等の育成 
  市民文化を通した青少年の交流をはじめ、英語教育特区の指定を活かした英語教育の
充実により、国際性のかん養を図ります。また、国際コンベンションシティを支える国

際感覚を身につけた市民の育成を推進します。 
 

⑥国際・国内交流の推進 
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（２）多彩な交流・協力機会の創出 
 交流活動の拠点となる組織や施設等の整備を進め、市内在住外国人や留学生との身近

な国際交流の機会の創出に努めます。また、友好都市をきっかけとしたネットワークの

充実・強化に努めます。 
  さらに修学旅行の受け入れなど、市民の自主的な交流活動の支援強化に努めます。 
  
（３）国際化に対応したまちづくり 
 外国人が安心して暮らせる環境づくりや国際化に対応した環境整備を推進するととも

に、市民等と行政において英語・外国語等で表示した生活交流情報を発信していく体制

を強化します。また、市民をはじめ、国際交流団体、市内在住外国人の参加と連携のも

と国際性豊かな宜野湾市のまちづくりを推進し、国際コンベンションシティの形成に向

けた環境整備を積極的に推進していきます。 
 
施策一覧 ....................................................................................................................................................................................  

 

施策 計画項目 施策名 

・国際感覚を身につけた市民の育成 

・市民文化を通した青少年の交流 

・学校教育と連携した国際性のかん養 

○創造性豊かな市民等

の育成 

・国際コンベンションシティを支える人材の育

成 

・国際交流協会の活動支援 

・市内在住外国人及び留学生等との交流促進 

・市内高等教育機関と連携した交流機会の促進 

・海外移住者子弟等との協力活動を通した交流

の充実 

・友好都市を契機とした交流・協力機会の創出 

○多彩な交流・協力機

会の創出 

・市民活動の支援強化 

・外国人が安心して暮らせる環境づくり 

・共に築きあげる国際コンベンションシティづ

くり 

・生活交流情報の発信 

⑥国際・国内

交流の推進 

○国際化に対応したま

ちづくり 

・広域的な国際交流拠点の形成 
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２節 響きあい、共に育つ心身豊かな社会の実現をす
すめる 

①幼稚園教育の充実 
 

 

現状と課題 ...............................................................................................................................................................................  

幼児期は、心情、意欲、態度、基本的生活習慣など、生涯にわたる人間形成の基礎が培

われる重要な時期です。この時期に幼児は、生活や遊びといった直接的・具体的な体験を

通して、情緒的・知的な発達、あるいは社会性を養い、人間として、社会の一員として、

より良く生きるための基礎を獲得していきます。しかし、近年の核家族化や少子化、都市

化、情報化等幼児を取り巻く環境の変化は幼児の生活にも影響を与え、家庭や地域社会で

異年齢集団の遊びや自然との触れ合いを始めとする直接体験等、幼児期の大切な学習の機

会や場が得にくくなってきています。このような社会状況の中で、幼稚園教育に対する期

待が高まり、４歳から幼稚園に就園させたいと要望する保護者も多くなっています。こう

した保護者の要望への対応と幼児教育の重要性に鑑み、４歳児の就園を促進する必要があ

ります。なお、平成３年度に、国は幼稚園教育振興計画を策定し、平成 13年度までに入園
を希望するすべての３～５歳児の就園を目標とした振興計画についての通知が各市町村に

なされているところです。 
 
□市立幼稚園の状況                         平成 17 年 5月 1 日 

幼稚園名 園児数 学級数 就園率 教職員数 

普 天 間 幼 稚 園 ８２ ３ 60.29 ５（１） 

普天間第二幼稚園 ６５ ２ 58.04 ４（１） 

大 山 幼 稚 園 １２０ ４ 51.50 ６（１） 

大 謝 名 幼 稚 園 ７９ ３ 68.70 ４（１） 

嘉 数 幼 稚 園 １１１ ４ 63.68 ５（１） 

志 真 志 幼 稚 園 ６２ ２ 54.39 ５（１） 

宜 野 湾 幼 稚 園 ７７ ３ 50.66 ５（１） 

長 田 幼 稚 園 ５８ ２ 59.79 ３（１） 

計 ６５４ ２３ 57.62 ３７（８） 

  ※ 園長は、小学校の校長が兼務し外数（ ）に示す。           （資料：教育委員会） 

 

 

 

 

①幼稚園教育の充実 
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□認可幼稚園の状況                           平成 17 年 5 月 1日 

園   児   数 
園 名 

3 歳 4 歳 5 歳 計 
学級数 教職員数 

真栄原ｶﾄﾘｯｸ幼稚園 65 (25) 90 (35) 82 (36) 237 (96) ９ １５ 

シ オ ン 幼 稚 園 17 (13) 18 (17) 21 (19) 56 (49) ３ ７ 

慈 愛 幼 稚 園 22 (13) 18 (11) 21 (15) 61 (39) ４ ９ 

    計 104 (51) 126 (63) 124 (70) 354 (184) １６ ３１ 

  ※（ ）は宜野湾市在住の園児数                    （資料：学校基本調査） 

 

宜野湾市における幼稚園教育は、平成 17年５月現在、各市立小学校に併設されている市
立幼稚園（園児数 654 人、就園率 57.6％）の他、認可私立幼稚園（園児数 70 人、就園率
6.2％）、その他無認可幼稚園および保育所など（園児数 411 人、就園率 36.2％）で行われ
ています。 
 また心身に障害を持つ園児の教育も、健常児と同様、市立幼稚園で行われており、この

ため教職員の特別加配などによって適正な就園ができるよう努めています。 

 平成 16年度から実施されている預かり保育については、引き続き実施できるよう、環境
整備や設備の充実を図る必要があります。さらに教育内容の充実と教職員の資質の向上に

努めることも重要です。 

 

 

方針 ..............................................................................................................................................................................................  

（１）幼稚園教育の拡充 
幼稚園教育については、３年保育を志向しながら当面希望する２年保育の促進に努め

ます。さらに地域のニーズに応じ、預かり保育を推進します。また、私立幼稚園の就園

奨励に関しては対象年齢の拡大を検討します。 
 
（２）教育内容の充実 
子どもたちに集団生活の中で、対人関係のあり方や自然とのふれあい、地域文化の学

習が図れるよう、調和のとれた教育課程の編成に努めます。併せて、教材・教具の整備

を進めます。また、職員研修等の実施による職員の資質の向上を図ります。 
 
（３）障害児教育の充実 
 障害の早期発見に努めその程度や状況に応じた適切な対応を図り、障害児教育の充実

に努めます。 
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施策一覧 ....................................................................................................................................................................................  

 

施策 計画項目 施策名 

・2年保育の推進 

・預かり保育の充実 

○幼稚園教育の拡充 

・私立幼稚園就園奨励費の充実検討 

・調和のとれた教育課程の編成 

・教材、教具の整備 

○教育内容の充実 

・教員の資質・専門性の向上 

・適正就学指導委員会の充実 

①幼稚園教育

の充実 

○障害児教育の充実 

・障害児担当教職員の加配 
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②義務教育の充実 
 

現状と課題 ...............................................................................................................................................................................  

（１）教育環境の整備 

 １）学校規模、施設・設備等 

平成 17年５月１日現在における宜野湾市の学校および学級数、児童・生徒数は、小学
校が 8校で 200学級、6,335人、中学校が４校で 80学級、2,872人となっています。な
お、学校教育法に基づく、小・中学校の適正規模は、一校あたり概ね 12～18学級が標準
とされています。 
 宜野湾市では児童生徒の増加による過大規模校の分離新設を最重点施策として進めて

きました。昭和 49年度から昭和 60年度までに小学校２校、中学校２校を、また平成 11
年度に小学校１校を分離新設して学校規模の適正化を推進してきました。それでも、ほ

とんどの小・中学校が適正規模を上回る学校規模となっています。そのなかでも小学校

２校はそれぞれ 34学級、36学級を擁する過大規模校となっています。今後とも、児童数
の動向を踏まえ、規模の適正化と潤いとゆとりのある教育環境づくりに取り組む必要が

あります。 

□小中学校児童・生徒数の推移

１学年 ２学年 ３学年 ４学年 ５学年 ６学年 計 学級数 １学年 ２学年 ３学年 計 学級数

平成　８年度 992 1,078 1,069 1,100 1,077 1,098 6,414 189 平成　８年度 1,026 1,029 1,048 3,103 88

平成　９年度 994 980 1,064 1,057 1,097 1,076 6,268 183 平成　９年度 1,028 1,021 1,028 3,077 85

平成１０年度 1,082 979 981 1,075 1,048 1,094 6,259 185 平成１０年度 1,012 1,022 1,017 3,051 85

平成１１年度 1,089 1,070 985 978 1,082 1,057 6,261 184 平成１１年度 1,044 1,009 1,032 3,085 88

平成１２年度 1,035 1,083 1,059 977 985 1,080 6,219 186 平成１２年度 994 1,039 1,004 3,037 86

平成１３年度 1,123 1,025 1,079 1,048 973 990 6,238 185 平成１３年度 1,013 990 1,042 3,045 86

平成１４年度 1,012 1,115 1,013 1,082 1,044 969 6,235 187 平成１４年度 935 1,007 990 2,932 83

平成１５年度 1,083 1,006 1,126 1,022 1,079 1,048 6,364 194 平成１５年度 921 932 999 2,852 80

平成１６年度 1,026 1,074 1,014 1,131 1,027 1,076 6,348 198 平成１６年度 977 913 930 2,820 80

平成１７年度 1,081 1,022 1,069 1,021 1,119 1,023 6,335 200 平成１７年度 991 968 913 2,872 80

（資料：教育委員会）

各年５月１日現在

年　度
小学校

年　度
中学校

 

□小中学校児童・生徒数及び学級数 平成17年5月1日

小学校 児童数 学級数 中学校 生徒数 学級数

普 天 間 小 学 校 735 22 普 天 間 中 学 校 637 17

普天間第二小学校 663 21 真 志 喜 中 学 校 785 22

大 山 小 学 校 1,183 36 嘉 数 中 学 校 839 23

大 謝 名 小 学 校 622 20 宜 野 湾 中 学 校 611 18

嘉 数 小 学 校 1,045 34

志 真 志 小 学 校 667 21

宜 野 湾 小 学 校 819 27

長 田 小 学 校 601 19

計 6,335 200 計 2,872 80

（資料：教育委員会）  

 

 

 

 

②義務教育の充実 
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校舎については、老朽校舎の全面改築などにより年々整備されつつあります。改築さ

れた学校では新しい学力観に沿った教育内容、指導方法などに対応できる多目的スペ－

スを導入した施設づくりを推進しています。また、平成 3 年度以降は、大山小学校など
校舎の中にクラブハウス※を設置して地域に開かれた学校および生涯学習の場としての

学校づくりを推進し、学校と地域が連携を容易にし、心豊かな次代を担う子供たちの健

全育成に努めています。 
しかし一方では、老朽化してきている空調設備の再整備について早急に取り組む必要

があります。 
 平成 17年 5月 1日現在、小・中学校における校舎などの保有面積は、小学校 3校、中
学校 3 校が基準面積を達成しております。しかし、一部の学校においては特別教室の不
足があり、解消の手立てとして余裕教室の転用等、有効な活用方法を検討する必要があ

ります。屋内運動場（体育館）については、すべての小・中学校に設置されているもの

の老朽化した建物があり、改築や大規模な改修などの対策が今後の課題となります。 
 学校用地の保有状況は、小・中学校ともに文部科学省基準に合致する学校は皆無の状

況にあります。また、小学校敷地には、幼稚園敷地も含まれているため、保有率はさら

に低率となっています。用地取得においては問題もありますが、学校の新設にあたって

は基準面積に近づけるよう努力する必要があります。校地についてはまだ借用地がある

ため、今後、各種制度を活用し借用校地の解消を図ります。また、学校緑化などにより

潤いのある教育環境の醸成に努め、地域の環境と調和のとれた学校づくりを推進する必

要があります。 
 学校体育施設については、現在すべての小・中学校に水泳プ－ルが設置されています。

また、屋外運動場照明施設については、３校の中学校と１校の小学校に整備しています。

□学校校舎の基準面積と保有状況 平成17年5月1日現在

基準面積 保有面積 不足面積 達成率 基準面積 保有面積 不足面積 達成率

（㎡） （㎡） （㎡） （%） （㎡） （㎡） （㎡） （%）

普 天 間 小 学 校 5,687 5,976 - 105.08 1,215 1,215 0 100 400

普 天 間 第 二 小 学 校 6,302 6,293 -9 99.86 1,215 1,164 -51 95.8 400

大 山 小 学 校 9,359 6,586 -2,773 70.37 1,215 1,173 -42 96.54 400

宜 野 湾 小 学 校 7,521 7,219 -302 95.98 1,215 1,295 - 106.58 400

嘉 数 小 学 校 7,407 7,196 -211 97.15 1,215 1,000 -215 82.3 400

大 謝 名 小 学 校 6,296 6,393 - 101.54 1,215 1,000 -215 82.3 400

志 真 志 小 学 校 5,168 6,582 - 127.36 1,215 1,000 -215 82.3 400

長 田 小 学 校 6,098 5,667 -431 92.93 1,215 930 -285 76.54 400

計 53,838 51,912 -3,726 96.42 9,720 8,777 -1,023 90.3 3,200

基準面積 保有面積 不足面積 達成率 基準面積 保有面積 不足面積 達成率

（㎡） （㎡） （㎡） （%） （㎡） （㎡） （㎡） （%）

普 天 間 中 学 校 5,929 7,239 - 122.09 1,138 1,335 - 117.31 400

嘉 数 中 学 校 7,124 8,613 - 120.9 1,476 1,241 -235 84.08 400

真 志 喜 中 学 校 6,907 7,486 - 108.38 1,476 1,287 -189 87.2 400

宜 野 湾 中 学 校 6,097 6,038 -59 99.03 1,476 1,078 -398 73.04 400

計 26,057 29,376 -59 112.74 5,566 4,941 -822 88.77 1,600

（資料：教育委員会）

　　　　                            区分
学校名

校　　　　舎 屋　内　運　動　場 水泳
プール
〈㎡）

　　　　                            区分
学校名

校　　　　舎 屋　内　運　動　場 水泳
プール
〈㎡）
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中学校における柔剣道場の整備については､ 体育館改築事業と並行して整備してきまし
た。本提供校については、計画的に整備する必要があります。 
 このような状況の中で、市民体育の振興の面から開始された体育施設の市民への開放

事業は順調に進んでいます。今後の課題として学校体育施設を整備し､ 学校体育の円滑
な実施による児童・生徒の体力の向上やスポーツの振興を図り、併せて市民への開放な

どサービスの向上に努める必要があります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 わが国の情報化の進展には目を見張るものがあり、学校教育においてもこのような社

会の変化に対応していくことが重要な課題となっています。新しい学習指導要領では、

情報化への対応が大きな柱として位置づけられています。 
 宜野湾市における教育用コンピュータ導入については、昭和 62年から平成３年にかけ
て整備され一定の成果を上げています。コンピュータ導入については、技術革新が目覚

ましく、過去に導入された機種では教育現場で充分に対応できない面が多く、CAI（コン
ピュータ・エイディド・インストラクション）※教育に支障をきたしています。平成 11
年度から、全小・中学校にコンピュータを導入し、各学校間のネットワーク化とコンピ

ュータを利用した教科の学習を実施していることから、各種学習指導の目標達成のため、

効果的な活用に努めていく必要があります。 
 

 

 

 

 

□校地の保有及び借用状況 平成17年5月1日現在　

基準面積 現有率 基準面積 現有率 基準面積 現有率

（㎡） 保有面積 借用面積 （㎡） 保有面積 借用面積 （㎡） 保有面積 借用面積

（㎡） （㎡） （%） （㎡） （㎡） （%） （㎡） （㎡） （%）

普 天 間 小 学 校 14,664 - 14,600 99.56 9,266 - 7,300 78.78 23,930 - 21,900 91.52

普 天 間 第 二 小 学 校 13,758 8,593 - 62.46 8,910 8,826 1,104 111.45 22,668 17,419 1,104 81.71

大 山 小 学 校 21,213 5,829 - 27.48 11,583 8,829 - 76.22 32,796 14,658 - 44.69

宜 野 湾 小 学 校 17,136 10,001 - 58.36 9,979 8,466 63 85.47 27,115 18,467 63 68.34

嘉 数 小 学 校 19,854 16,490 - 83.06 11,048 7,027 - 63.6 30,902 23,517 - 76.1

大 謝 名 小 学 校 13,785 15,937 - 115.84 8,910 7,770 - 87.21 22,668 23,707 - 104.58

志 真 志 小 学 校 13,305 8,651 - 65.02 8,732 12,292 - 140.77 22,037 20,943 - 95.04

長 田 小 学 校 13,305 9,243 - 69.47 8,732 8,720 - 99.86 22,037 17,963 - 81.51

計 126,993 74,744 14,600 70.35 77,160 61,930 8,467 91.24 204,153 136,674 23,067 78.25

基準面積 現有率 基準面積 現有率 基準面積 現有率

（㎡） 保有面積 借用面積 （㎡） 保有面積 借用面積 （㎡） 保有面積 借用面積

（㎡） （㎡） （%） （㎡） （㎡） （%） （㎡） （㎡） （%）

普 天 間 中 学 校 15,348 14,210 - 92.59 10,187 9,015 - 88.5 25,535 23,225 - 90.95

嘉 数 中 学 校 19,044 8,656 - 45.45 11,791 8,189 - 69.45 30,835 16,845 - 54.63

真 志 喜 中 学 校 18,573 16,242 - 87.45 11,524 11,332 - 98.33 30,097 27,574 - 91.62

宜 野 湾 中 学 校 15,819 12,006 - 75.9 10,454 10,427 - 99.74 26,273 22,433 - 85.38

計 68,784 51,114 - 74.31 43,956 38,963 - 88.64 112,740 90,077 - 79.9

（資料：教育委員会）

　　　                  　　区分

　　学校名

建　物　敷　地 運　動　場　敷　地 合　　　　計

現有面積 現有面積 現有面積

　　　　                  　区分

　　学校名

建　物　敷　地 運　動　場　敷　地 合　　　　計

現有面積 現有面積 現有面積

「クラブハウス」 
 クラブハウスは、地域の方々がサークル活動やミーティングなど活動の場として、気軽に利用できる施設です。

近年は学校現場においても、地域に開かれた学校づくりを目指してクラブハウスの設置を行っています。保護者や

地域住民との連携協力の場として活用されています。 

 

「CAI（コンピュータ・エイディド・インストラクション）」 
「コンピュータ支援教育」の略で、子どもの教育(主として学校教育)にコンピュータを活用することです。 

用語解説
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２）学校図書館 

学校教育において欠くこと

のできない学校図書館は、図

書、視聴覚教育の資料、その

他学校教育に必要な資料を収

集整理、保存し、これを児童・

生徒および教員の利用に供す

ることによって学校の教育課

題の展開に寄与しています。 
 宜野湾市の学校には図書館

が設置され平成 17 年５月１
日現在の蔵書率は、小学校の

平均が 105.9％で目標を達成
していますが、中学校の平均が 82.0％と全体的にやや低く、資料センターとしての機能
を十分に果たしていない状況にあります。今後も引き続き、学校図書館の設備・蔵書備

品などの整備に努める必要があります。 
 
方針 ..............................................................................................................................................................................................  

（１）教育環境の整備 
潤いとゆとりのある教育環境づくりをめざし、学校規模・校舎学校用地などの保有面

積の適正化に努めます。また、老朽化した校舎、屋内運動場、設備については、自然環

境保護への視点を踏まえた改築・更新を進めます。 
クラブハウスをはじめ、多目的スペースの整備など、個々に応じた指導が展開できる

よう進めるとともに、高度情報化社会の進展を踏まえ、情報ネットワーク機器の整備や

学校図書館等の充実を図ります。 
 

施策一覧 ....................................................................................................................................................................................  

 

施策 計画項目 施策名 

・学校規模の適正化 

・老朽化した校舎の増改築 

・余裕教室の活用 

・屋内・屋外施設の整備 

・設備・備品の整備 

②義務教育の

充実 

○教育環境の整備 

・学校図書館の充実 

□市内各学校図書館の蔵書状況 平成17年５月１日

在籍 学級数 標準冊数
蔵書冊数
(平成17年3
月末）

蔵書達成率

普 天 間 小 学 校 735 22 11,160 14,056 125.9%

普天間第二小学校 663 21 10,960 12,046 109.9%

大 山 小 学 校 1,183 36 13,480 12,775 94.8%

大 謝 名 小 学 校 622 20 10,760 12,081 112.3%

嘉 数 小 学 校 1,045 34 13,240 13,253 100.1%

志 真 志 小 学 校 667 21 10,960 12,554 114.5%

宜 野 湾 小 学 校 819 27 12,160 11,138 91.6%

長 田 小 学 校 601 19 10,560 10,380 98.3%

平　均 792 25 11,660 12,285 105.9%

普 天 間 中 学 校 637 17 13,120 11,109 84.7%

真 志 喜 中 学 校 785 22 14,880 11,990 80.6%

嘉 数 中 学 校 839 23 15,200 11,524 75.8%

宜 野 湾 中 学 校 611 18 13,600 11,829 87.0%

平　均 718 20 14,200 11,613 82.0%

（資料：教育委員会）

小学校

小
学
校

中
学
校
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（２）教育内容の充実 

学校教育は戦後、子どもの能力に応じて等しく教育の機会を保障するという施策を進

め、わが国の発展に大きな役割を果たしてきました。しかしながら一方で、受験戦争の

過熱化やいじめ・不登校などの様々な教育上の課題に直面しています。さらに、21 世紀

を迎え、国際化、情報化がますます進展する中で、国際理解教育、情報教育、環境教育

等を推進していくことが重要な課題となっています。さらに、「生きる力」の育成や「心

の教育」への要望が高まっていることから、「総合的な学習の時間」の充実等を図ってい

く必要があります。 

学力向上対策については、「市学力向上推進協議会」の活動強化を図りながら、新学力

向上施策「夢・にぬふぁ星プラン」に基づき、学校・家庭・地域社会が連携を密に推進

しているところです。 

特に、平成 16 年度からは、各学校において重点目標及び数値目標の設定によるマネジ

メントサイクルを確立し、公約・評価・公表による一層の推進に努めています。 

 中でも、コミュニケーションの能力の育成については、平成 16 年度から「英語教育特

区」の指定を受け、国際的な視点を持った人材育成を推進しています。 

一方、都市化の進展に伴い、子どもたちを取り巻く環境は好ましい状況とは言えず、

児童生徒の深夜徘徊、不登校・問題行動など多くの課題が残っています。そのため、「遊

び非行型不登校」や「問題行動」を抱えた児童生徒への対応として、国・県・市指定の

多くの事業を行っています。子どもの学校や家庭・地域における「居場所づくり」を目

指したこれらの取り組みについては、はごろも学習センターなどの関係機関と連携し、

引き続き推進していくとともに内容の充実が求められています。 

さらに、教職員の資質・能力の向上のための諸研修会の充実及び高等教育機関との密

な連携・活用についても引き続き推進することが重要となっています。 

 

方針 ..............................................................................................................................................................................................  

（２）教育内容の充実 
 国際化、情報化社会や時代の変化に適切に対応し、児童生徒が「生きる力」を備えた

人間として成長出来るよう、地域の特性を活かしたゆとりのある教育課程の編成に努め

ます。特に英語教育特区として英語教育の充実を図り、国際性豊かな人材の育成に努め

ます。このような、時代の潮流に対応した新しい教育内容の推進にむけ、職員研修の充

実や教育実践上の諸問題を中心に研究を進めつつ、施設整備や教材、教具の整備に努め

ます。 
また、生徒一人ひとりの心身の発達段階や個性を尊重し、心の教育と基本的な生活習

慣の形成につなげるとともに、自己実現できるよう指導の充実に努めます。 
学校・家庭・地域社会の連携のもと、それぞれの持つ教育資源や豊かな知識・経験を

活かし、児童生徒の学力向上を目指すとともに子どもも大人も学び育ちあうことが出来

る学校開放を促進します。 
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施策一覧 ....................................................................................................................................................................................  

 

施策 計画項目 施策名 

・地域の特性を活かす教育課程の編成 

・学校週５日制への対応 

・二学期制の検討 

・国際交流教育事業の推進 

・外国人教師招聘事業の推進 

・教職員研修の充実 

・文部科学省、県、市指定研究校の推進 

・教材、教具の整備 

・生徒指導及び進路相談等の充実 

・道徳教育の充実 

②義務教育の

充実 

○教育内容の充実 

・学力向上の事業の推進 

 

（３）障害児教育の充実 

 これまでの特殊教育は、障害の種類や程度に応じて盲・聾・養護学校や特殊学級など

特別な場で行われてきましたが、今後は特別支援教育として通常の学級に在籍する障害

のある児童・生徒一人ひとりの教育的ニーズを的確に把握し、関係機関との連携による

適切な教育や指導を通じ、必要な支援を行う必要があります。 
宜野湾市では適正就学指導委員会を設置し、就学予定者の就学時健康診断による調査

検討を行い、適正な就学指導に努めています。ひきつづき障害児教育を学校教育活動の

中に正しく位置づけ、障害のある児童生徒の実態把握に努めるとともに、医療、福祉、

教育機関などとの連携を強化し、障害児教育の充実改善に努める必要があります。 
さらに、他の児童生徒に対しては障害に対する正しい理解と認識を深めるため、積極

的に交流機会等をつくり、相互理解を深め、正しい仲間意識の育成を図ることが必要で

す。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

□特殊学級の概況

児童数 学級数 生徒数 学級数 児童生徒数 学級数

知的障害 28 8 11 3 39 11

言語障害 6 2 0 0 6 2

情緒障害 7 3 0 0 7 3

41 13 11 3 52 16

内
訳

計

（資料：教育委員会）

平成17年5月1日

種類
小学校 中学校 計
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方針 ..............................................................................................................................................................................................  

（３）障害児教育の充実 
通常学級に在籍する障害のある児童生徒の一人ひとりの教育的ニーズを的確に把握し、

関係機関との連携による適切な教育や指導など必要な支援を行います。また、障害児の

能力・適性に応じた教育を保障するため、医療・福祉・教育機関等の連携を密にし、適

正就学指導委員会を強化します。また、障害のある児童生徒を学校全体で支援していく

ため、校内委員会を中心とした校内体制づくりを進めます。 
障害に対する正しい知識と理解を深め、ふれあいのある環境づくりと正しい仲間意識

を育成するため、交流教育の促進に努めます。 
 

施策一覧 ....................................................................................................................................................................................  

 

施策 計画項目 施策名 

・教職員研修の充実 

・教材、教具の整備 

・就学援助の充実 

・特別支援教育の推進 

・個別の教育支援計画の作成 

・適正就学指導委員会の強化 

・校内委員会による組織的な体制づくり 

②義務教育の

充実 

 

○障害児教育の充実 

 

 

 

 

 

 

 ・障害のある児童、生徒への理解 

 

 

（４）学校保健・体育の充実 

学校における健康教育は、肥満予防、むし歯予防・治療指導を重点的に進めており、

検診等の実施による実態の把握に努め、適切な指導・相談を行ってきました。本市の疾

病、異常の被患率の状況を見ると、肥満傾向の児童生徒は少ないものの、視力の低下や

う歯（むし歯）を保有している児童・生徒の割合が高く、継続した指導が必要となって

います。 
また、近年においては、望ましい食事や生活リズムの定着だけでなく、飲酒や喫煙、

薬物乱用防止、性（エイズ）教育についても、教育活動全体を通じて指導に努めること

が必要となっています。 
このような児童生徒の健康課題は学校だけでなく、保護者及び医師や薬剤師等の連携

が必要不可欠となっています。そのため学校、保護者、関係機関で組織する学校保健委

員会の活動を充実強化し、計画的・組織的に課題解決に向けた取り組みを進める必要が

あります。 
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体育・スポーツ活動に関する指導については、心と体を一体としてとらえ、積極的に

運動に親しむ資質や能力を育てるとともに、豊かなスポーツライフの基礎を培う観点に

立ち、児童・生徒の基礎的な体力の向上を図っています。 
 
 

□疾病・異常の被患率の状況

宜野湾市 沖縄県 全国 宜野湾市 沖縄県 全国

裸眼視力１．０未満 29.72 29.71 23.00 35.25 36.52 28.22

う歯（虫歯）のある者 85.12 86.69 71.48 82.31 85.48 69.33

蛋 白 検 出 者 0.12 0.23 0.41 0.35 0.43 0.82

寄生虫卵保有者 3.02 2.62 0.75 1.67 1.92 0.06

肥 満 傾 向 の 者 1.14 1.92 3.10 1.63 1.30 1.80

裸眼視力１．０未満 47.10 43.81 43.59 54.67 52.87 51.96

う歯（虫歯）のある者 82.79 85.28 62.39 83.92 87.89 66.93

蛋 白 検 出 者 1.35 1.22 2.27 0.42 0.68 1.62

寄生虫卵保有者 - - - - - -

肥 満 傾 向 の 者 0.14 1.07 2.18 0.28 1.07 1.80

（資料：教育委員会）

　　　種別

小
学
校

中
学
校

平成１６年度　　（単位：％）

　　　　　　　　　　　　区分 男　子 女　子

 
□小・中学校児童生徒の体位（平成１６年度）

年齢
身長・体重・座高 ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １３ １４

宜野湾市 115.4 121.3 126.3 131.9 137.6 143.7 151.5 158.8 163.9

男 沖 縄 県 115.5 121.2 126.5 132.0 137.5 143.8 151.6 158.9 164.1
全 国 116.8 122.6 128.1 133.5 138.9 145.1 152.6 159.9 165.3
宜野湾市 114.8 120.7 125.9 133.1 139.9 145.7 150.5 153.1 154.3

女 沖 縄 県 115.0 120.6 126.6 132.9 139.8 146.3 151.0 153.8 154.9
全 国 115.8 121.6 127.5 133.5 140.2 146.9 152.1 155.2 156.7
宜野湾市 21.1 23.7 26.6 30.2 34.1 38.3 44.1 48.9 54.2

男 沖 縄 県 21.2 23.8 26.8 30.4 34.5 38.7 44.4 49.5 54.6
全 国 21.6 24.3 27.5 31.0 34.7 39.0 44.9 50.1 55.2
宜野湾市 20.8 23.2 26.2 30.2 35.0 39.2 43.8 47.2 49.0

女 沖 縄 県 20.9 23.4 26.6 30.3 35.3 40.0 44.8 47.8 49.7
全 国 21.1 23.6 26.7 30.3 34.5 39.6 44.5 48.0 50.7
宜野湾市 64.6 67.2 69.5 72.1 74.4 77.1 80.8 84.4 87.3

男 沖 縄 県 64.5 67.2 69.5 71.9 74.3 77.1 80.8 84.6 87.7
全 国 65.0 67.8 70.3 72.2 75.1 77.8 81.3 85.0 88.0
宜野湾市 64.2 66.9 69.3 72.6 76.0 78.6 81.1 82.6 83.8

女 沖 縄 県 64.2 66.9 69.8 72.5 75.8 79.2 81.6 83.4 84.2
全 国 64.6 67.3 70.1 72.8 75.9 79.4 82.2 83.9 84.8

座
高

（
c
m

）

小　　学　　校 中　学　校

身
長

（
ｃ
ｍ

）

体
重

（
k
g

）

 
 
方針 ..............................................................................................................................................................................................  

（４）学校保健・体育の充実 
児童生徒の疫病予防、健康増進を図るため、健康診断および健康相談の充実に努めま

す。また、保健指導体制の強化と家庭における保健指導など適切な指導の充実を図るた

め、学校保健委員会の充実に努めます。 
体力の向上をめざし、日常生活に結びつく体育指導の強化に努めるとともに、市内陸

上競技大会の更なる推進を図ります。 
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施策一覧 ....................................................................................................................................................................................  

 

施策 計画項目 施策名 

・健康診断、健康相談の充実 

・学校保健委員会の充実 

・体育指導の充実 

②義務教育の

充実 

○学校保健・体育の充

実 

 

・派遣事業の推進 

 
 

（５）学校安全指導の推進  

近年、登下校時の児童・生徒が事件や事故に巻き込まれるケースや学校への不審者の

進入による事件が増加し、学校及び通学路での安全の確保が重要な課題となっています。 
本市はこれまでに、学校安全基本計画に基づき、児童への安全教育、パンフレット等

による意識の啓発をはじめ、自治会・教育委員会職員による市内巡回や緊急安全対策会

議、ＰＴＡ・警察との連絡会の開催による安全管理の体制を構築し、登下校時の安全確

保に努めてきました。 
通学路の安全の確保は学校だけではなく地域との協力が必要不可欠であり、引き続き

地域との連携による通学環境の向上に取り組む必要があります。 
また、校内への不審者進入防止対策として学校危機管理マニュアルの作成、警察との

連携による不審者を想定した訓練の実施、学校危険箇所の点検等、校内安全の確保に向

け取り組んできました。今後はマニュアルに基づいた意識啓発や施設・環境整備の推進

に努める必要があります。 
一方、事件・事故だけでなく地震等の自然災害への対応も求められており、防災訓練

の実施や防災体制の強化が課題となっています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□こどもの交通事故発生状況表

沖縄県 平成６年 平成７年 平成８年 平成９年 平成１０年 平成１１年 平成１２年 平成１３年 平成１４年 平成１５年

発生件数 600 571 497 497 528 501 563 556 680 708

（指数） (100) (95) (83) (83) (88) (84) (94) (93) (113) (118)

死者数 1 5 3 4 2 1 3 1 1 2

（指数） (100) (500) (300) (400) (200) (100) (300) (100) (100) (200)

負傷者数 652 625 520 523 574 530 590 599 759 776

（指数） (100) (96) (80) (80) (88) (81) (90) (92) (116) (119)

小学校 中学校 小学校 中学校 小学校 中学校 小学校 中学校 小学校 中学校 小学校 中学校

発生件数 2 2 15 1 6 0 12 1 13 1 18 0

（指数） (100) (100) (750) (50) (300) (0) (600) (50) (650) (50) (900) (0)

死者数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

（指数） (100) (100) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

負傷者数 2 2 15 1 6 0 12 1 13 1 18 0

（指数） (100) (100) (750) (50) (300) (0) (600) (50) (650) (50) (900) (0)

宜野湾市
平成１１年 平成１２年 平成１３年

（資料：教育委員会）

（　）内はＨ6年を基準とした発生率

（資料：平成１5年版沖縄県交通白書）

（　）内はＨ１１年を基準とした発生率

平成１４年 平成１５年 平成１６年
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方針 ..............................................................................................................................................................................................  

（５）学校安全指導の推進 
 登下校時の安全教育を推進し、危険を回避できる能力や態度を培い、交通安全・防犯

意識の高揚と交通マナーの向上に努めます。また、地域との連携を強化し巡回パトロー

ルの充実や通学路の点検活動の推進による安全な通学環境の整備に努めます。 
 学校内での事件・事故防止を図るため、学校危機管理マニュアルに基づいた、教職員

及び児童生徒への安全意識の啓発に努めます。また、学校の施設、設備の点検を強化し

ます。 
さらに、災害に即応できる「防災避難訓練」を定期的に実施するとともに、防災体制

の充実強化を図ります。 
 

施策一覧 ....................................................................................................................................................................................  

 

施策 計画項目 施策名 

・安全教育の充実 

・通学環境の整備 

・安全管理の強化 

・校内の安全確保のための意識啓発、施設・設

備の点検強化 

②義務教育の

充実 

○学校安全の推進 

  

 

・防災計画 

 

 

（６）学校給食の充実 

人々が生涯にわたってその心身の健康を保持していくためには、食事や運動、睡眠

などにおける望ましい生活習慣の確立が不可欠となっています。中でも食習慣は、子

供の頃の習慣による影響を特に受けるものです。よって、子供の頃からの望ましい食

習慣の確立は、極めて重要な社会的課題であり、「望ましい食習慣の形成」は国民的課

題となっています。 
本市はこれまでに給食献立表の作成や試食会等を実施し、家庭・地域と連携した望

ましい食事、食習慣等の意識啓発を行ってきました。今後も偏食や肥満などの課題解

決にむけ、望ましい食生活について指導を行う必要があります。 
また、給食センターも平成 15 年度から平成 16 年度にかけて最も老朽化が激しい１施
設について、ドライシステム※をとりいれた新しい施設に建て替え、より衛生的で安全な

給食を提供しています。 
今後も老朽化施設の建て替えや備品・設備等の更新を行い、学校給食の充実を図る必

要があります。 
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方針 .........................................................................................................................................................................................  

（６）学校給食の充実 
 偏食や肥満、朝食を食べない、一人で食事を取る等、児童生徒の食への課題に対し、

給食献立表や給食カレンダーの配布による意識啓発を図るとともに、家庭や地域社会と

の連携による児童生徒への食に関する指導体制の強化を図ります。あわせて指導内容の

充実に努めます。 
 給食センターにおいては安全な給食の提供に努めます。特に、老朽化が進んでいる施

設については建て替えによるドライシステムへの切り替えや新しい調理機器の導入等に

よる効率面での向上及び衛生面の強化に努めます。 
 
 施策一覧 ...............................................................................................................................................................................  

 

施策 計画項目 施策名 

・食に対する指導体制の整備 

・食に対する指導の充実 

②義務教育の

充実 

○学校給食の充実 

  

  ・３給食センター施設整備の充実 

 
 
（７）はごろも学習センター 

宜野湾市はごろも学習センターは、市民の生涯学習の推進及び青少年の社会参加活

動健全育成を図り、並びに教育に関する研修、研究等を行うため平成 14 年９月に開
設されました。センターは、教育研究所や適応指導教室、青少年教育相談室、生涯学

習施設の４つの機能を有しています。 
１）教育研究所 

 宜野湾市立教育研究所は平成２年に設置され、平成 17 年度までに 104 人の長期研
究教員を受け入れてきました。研究テーマも教育課程全般にわたり、理論研究や検証

授業等を通して教師の資質や指導力の向上を図ってきました。また、教育研究所の重

要な役割である教育に関する専門的、技術的調査研究がこれまで行われていないこと

が課題であり、教職員及び保護者、児童生徒を対象とした本市の抱える教育課題への

対応と方策を明らかにするための調査研究を実施する必要があります。 
情報教育においては市内各小中学校へ約 40台のコンピュータを整備するとともに、
校内 LAN※の整備やインターネットへの接続、教職員へのコンピュータ研修会等を進
め県内でも先進的役割を果たしてきました。 
しかし、学校・教育委員会・教育研究所のネットワーク整備が遅れており、また、

教育用ソフトの整備も不十分であることから、今後も教職員や児童生徒の情報活用能

力の育成を図るためにもネットワーク整備を継続・拡充する必要があります。 
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２）適応指導教室 

 心因的な要因で学校に行けない不登校児童生徒の自立支援や居場所としての役割を

担っており、カウンセリングマインド※を中心とした相談や、宿泊体験学習、交流活

動を通して集団適応能力及び社会性・自主性を育んできました。その結果、児童生徒

が各種学校行事に参加できるようになったり、数名の生徒が高等学校へ進学するよう

になりました。今後は、指導の継続を図り、適応指導教室担当の研究教員の研修期間

を１年から複数年に延長し指導・支援をより深めて行くことが課題となっています。 
 
３）青少年教育相談室 

青少年の健全育成を推進するために、事件・事故の防止や電話相談、来所相談、訪

問相談の業務を行っています。しかし、本市の最も大きな教育課題である青少年の非

行防止や不登校児童生徒への具体的対応は不十分となっています。また、適応指導教

室を利用する児童生徒と遊び型の不登校児童生徒が同一場所で教育相談や学習支援を

受けることは適切でないことから、この課題解決のために教育相談の充実とともに、

日常的な街頭指導や他機関との連携を図るための「宜野湾市立青少年サポートセンタ

ー」の設置が必要となっています。 
 
４）生涯学習施設 

生涯学習施設としてはコンピュータ教室、多目的ホール、教育関係図書・資料室等

を有しています。これらは教職員の情報技術の向上のための研修をはじめ、各種サー

クル活動の場として一般市民に提供されています。今後、教育関係図書・資料のデジ

タル化を図り、インターネットで検索し活用が図れるように整備する必要があります。 
 
方針 ..............................................................................................................................................................................................  

（７）はごろも学習センター 
１）教育研究所の充実 
長期研究教員の受け入れを継続し、内容の充実を図るとともに、研究の経過を還元し

ていく仕組みづくりを構築します。さらに、教職員または保護者、児童生徒への意識調

査を行い、本市の教育課題解決の方策を明らかにします。 
また、校長及び教頭等の研修会を実施し、経営力と運営力、リーダーとしての資質の

向上を図ります。あわせて、臨時的任用教職員への実践的指導力の向上を図ります。 
心因的理由で休職する教員が毎年増えていく傾向にあり、ストレスマネージメント力

を高めるための研修を実施し、教職員のメンタルヘルス※を強化します。 
教育情報通信ネットワークの整備を進め、コンピュータやインターネット等を活用し

ての授業づくりを促進し、児童生徒のコンピュータ操作・活用能力を高めます。 
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２）適応指導教室の充実 
心因的な要因による不登校児童生徒の適応指導に係わる調査研究、資料の提供及び教

育相談や学習支援を実施し、不登校児童生徒の自立を図り学校適応を促進します。 
 
３）教育相談室の充実 
青少年による事件・事故未然防止のための昼夜街頭指導体制や青少年健全育成関係団

体や関係機関との連携を図るとともに、教育相談体制の充実に向け「宜野湾市立青少年

サポートセンター」の設置を進めます。 
さらに、不登校やいじめ等児童生徒の問題行動に対する相談や保護者、教職員のメン

タルヘルス等専門的カウンセリングを強化します。 
 
４）生涯学習施設の提供 
コンピュータ教室や多目的ホールを各種研修やサークル活動の場として一般市民に

提供し、生涯学習の推進を図ります。また、教育関係図書・資料のデジタル化を図り、

一般市民及び教職員への活用を促進します。 
 
施策一覧 ....................................................................................................................................................................................  

 

施策 計画項目 施策名 

・長期研究教員研修の充実 

・調査研究の実施 

・管理職研修の実施 

・臨時的任用教職員研修の実施 

・教職員メンタルヘルス研修の実施 

・教育情報通信ネットワーク整備の充実 

○教育研究所の充実 

 

 

・コンピュータやインターネットを活用した授

業の推進 

○適応指導教室の充実 ・適応指導教室の充実 

・「宜野湾市立青少年サポートセンター」設置の

検討 

○教育相談室の充実 

  

・スクールカウンセラー※の活用促進 

・生涯学習施設の活用 

②義務教育の

充実 

○生涯学習施設の提供

  ・教育関係図書・資料のデジタル化及び共有シ

ステム化 
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「ドライシステム」 
 ドライシステムとは、今までのような床が水浸しになっている環境（＝ウェットシステム）ではなく、床に水を

流さずに乾いた状態で調理や洗浄作業を行う方式です。高温多湿や細菌やカビの繁殖を抑制し、害虫の発生防止に

も効果的です。また、床の跳ね水や食材による二次汚染も防ぐことができます。さらに、調理員も高温多湿の環境

でないため、作業に集中でき、より安全で衛生的に調理を行うことができます。 

 
「LAN（ラン：Local Area Network）」 
 小規模な範囲で複数のコンピュータ同士を接続し、データを共有できるようにしたネットワークのことです。 

 

「カウンセリングマインド」 

 カウンセリングマインドとは、相談者の直面する悩みを相手の視点に立って解決しようとする気持ち及び心構え

のことです。 

 

「メンタルヘルス」 
「メンタルヘルス」のメンタルとは“心の・精神の”、ヘルスは、“健康・保健”という意味で、一般的には「心

の健康」と訳されています。 

 

「スクールカウンセラー」 
 いじめや不登校などの心の悩みに専門的立場から助言・援助を行うために小・中・高の学校に配置された、臨床

心理士、精神科医、大学教授などカウンセリングの専門家のことです。 

用語解説
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③生涯学習の充実 
 

現状と課題 ...............................................................................................................................................................................  

 市内には、普天間高等学校、宜野湾高等学校、中部商業高等学校の３つの高等学校

の他、沖縄国際大学及び専修学校・各種学校が立地しています。また、隣接する西原

町には琉球大学が立地しており、他市町村と比較しても高等教育機関が集積する特色

ある市となっています。 

また、昭和 40 年代の高度成長期以来、高校や大学へ進学する生徒の数は増加傾向に

あり、平成 17 年３月の市内４中学校の進学率は 91.2％となっています。価値観が多様

化する中で、生徒一人ひとりの個性に応じた適切な進路選択ができるよう、関係機関

との密接な連携による情報提供や進路相談等の充実に努める必要があります。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 また、本市の高等学校における進学率は 57.8％となっており、半数以上の生徒が進学し
ている状況です。そのような中、育英会との連携による大学生への奨学制度を設けており、

多くの市民が高等教育の機会に恵まれる状況にあります。 
 さらに、高等教育機関は学問を習得し、高度な知識や技術者を養成する機関です。これ

までは、地域への知識や技術の還元として公開講座等が行われていましたが、近年では産

官学の連携による情報産業でのサテライト誘致の検討や大学生インターンの受け入れ、フ

ォーラムの開催など、市民・企業・行政との連携がより強化され、地域の文化的、経済的

発展に大きく貢献している状況も見られます。このような、人的・物的資源の交流・活用

による地域の活性化が重要であり、更なる連携強化が求められています。 
 

③高等教育機関との連携 

□市内在高等学校の現況 平成17年5月1日

生徒数 教諭数

普 天 間 高 等 学 校 1,325 77

宜 野 湾 高 等 学 校 727 51

中部商業高等学校 792 67

（資料：教育委員会）

全日制
学校名

卒業者 高等学校 専修学校等 進学率 就職率
総数 等進学者 進・入学者 （％） （％）

平成13年3月卒 4 1,015 908 13 2 92 89.5 0.2

平成14年3月卒 4 1,047 960 2 10 75 91.7 1.0

平成15年3月卒 4 995 944 4 3 44 94.9 0.3

平成16年3月卒 4 1,007 960 9 7 31 95.3 0.7

平成17年3月卒 4 932 850 12 20 50 91.2 2.1

　（資料：学校基本調査報告書）

□中学校卒業後の進路状況
左記以外
の者

年 度 学校数 就職者
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□市内在の高等学校卒業後の進路状況

普天間
高等学校

宜野湾
高等学校

中部商業
高等学校

合計

総 数 440 288 281 1,009

進 学 者 305 167 111 583

就 職 者 5 33 87 125

就 職 進 学 者 － － 3 3

上 記 以 外 の 者 130 88 80 298

進 学 率 （ ％ ） 69.3 58.0 39.5 57.8

就 職 率 （ ％ ） 1.1 11.5 31.0 12.4

（資料：各高等学校）

平成17年5月1日

 
□大学の現状 平成17年5月1日

区分

学校名

琉 球 大 学 8,290 1,771

沖 縄 国 際 大 学 5,692 214

（資料：教育委員会）

学生数 教員及び事務職員数

 
 

各年5月1日現在

総 数 1,808 1,807 1,789 1,763 1,771

学長及び役員 1 1 1 8 8

教 授 302 304 297 296 299

助 教 授 228 246 252 250 250

講 師 91 85 70 67 68

助 手 217 205 213 212 202

教 諭 47 47 47 49 47

事務･技術職員 922 919 909 881 897

総 数 8,539 8,348 8,363 8,329 8,290

男 5,226 5,024 4,980 4,998 5,019

女 3,313 3,324 3,383 3,331 3,271

男 4,843 4,651 4,612 4,630 4,673

女 3,027 3,018 3,070 3,048 3,007

男 383 373 368 368 346

女 286 306 313 283 264

1,738 1,745 1,647 1,832 1,851

（資料：琉球大学）

平成15年

□琉球大学教員、事務職員及び学生数

平成13年 平成14年 平成17年平成16年

奨 学 金 受 給 学 生

教
員
・
事
務
職
員
数

学
生
数

総
数

昼
間

夜
間

年次
区分
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各年5月1日現在

総        数 197 201 205 212 214

教        授 69 77 78 80 78

助   教   授 32 26 27 29 36

講        師 17 19 20 23 19

助        手 － － － － －

事 務 職 員 76 76 77 77 78

そ 　の 　他 3 3 3 3 3

総 数 5,132 5,198 5,399 5,586 5,692

男 2,665 2,637 2,711 2,744 2,791

女 2,467 2,561 2,688 2,842 2,901

男 1,762 1,828 1,990 2,240 2,511

女 2,178 2,333 2,506 2,723 2,847

男 903 809 721 504 280

女 289 228 182 119 54

562 648 582 717 754

平成17年平成15年平成13年 平成16年

□沖縄国際大学教育職員、事務職員及び学生数

（資料：沖縄国際大学）

奨 学 金 受 給 学 生

教
育
職
員
・
事
務
職
員

数

学

生

数

総

数

昼

間

夜

間

平成14年
年次

区分

 
 
方針 ..............................................................................................................................................................................................  

（１）高等学校教育との連携 
 高等学校教育については、進学希望者の個性に応じた進路指導の充実を目指し、中学

校、高等学校の連携強化に努めます。また、県関係機関との連携による教育条件の整備、

教育活動の充実を図ります。 
 
（２）大学・専修学校等との連携 
 大学・専修学校教育については、人材育成の場として多くの市民がその機会に恵まれ

るよう育英制度の枠の拡大と組織の強化を図ると共に、市民の学習機会の参加促進、交

流・連携強化による地域の活性化に資する機会の充実に努めます。 
 
施策一覧 ....................................................................................................................................................................................  

 

施策 計画項目 施策名 

・中学校、高等学校の連携強化 ○高等学校教育との連

携 ・県関係機関との連携 

・育英制度の充実強化 

③高等教育機

関との連携 

○大学・専修学校等と

の連携 ・大学・専修学校等との交流・連携強化 
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③生涯学習の充実 
 

現状と課題 ...............................................................................................................................................................................  

（１）生涯学習推進基盤の整備 

本市は市民の学習ニーズに応えるべく、地域人材の発掘や人材バンクの整備、ボラン

ティア講師などの指導者の情報をはじめ、学習メニューや学習活動施設などの情報提供

を行い、市民が学習しやすい環境づくりに努めてきました。 
この間、多様化する学習ニーズに応え、中央公民館をはじめとして各部・各課で様々

な研修会や教室などが開催されましたが、内容の重複する講座も見られます。今後、活

動場所の不足が懸念されていることから、活動場所の確保に努めるとともに、市民ニー

ズを把握し、類似した研修、講座、教室などの見直しによる効果的な講座の開催が必要

となっています。 
一方、平成 10年に「宜野湾市生涯学習まちづくり推進協議会」を立ち上げました。今
後は具体的に活動を推し進めるため、市民が参画できる推進体制の再構築と体系的な計

画づくりを図っていく必要があります。 
 
（２）青少年教育 

今日の青少年を取り巻く社会環境は厳しく、物の豊かさや核家族化の進行など複雑に

変化する社会の中で、青少年の健全育成は社会全体の課題となっています。 
本市においては、家庭、学校、地域社会の連携による青少年健全育成活動の推進や各

種講座、学級などの開催、子ども会活動や青年団体活動の促進とリーダーの育成を図る

など、地域活動の活性化の視点も踏まえた、青少年の健全育成に取り組んできました。 
しかし、青少年の社会性を養うための自主的な団体、グループの参加活動の低迷が続

くなど多くの課題も抱えています。 
青少年は、家庭、学校、地域の三つの場で生活し、それぞれの場から重要な教育作用

を受けて成長していくため、市民一人ひとりが青少年の健全育成の担い手であるという

意識と非行化防止体制の確立に努め、子ども会、青年会、婦人会等地域活動団体と学校

との連携を密にした社会教育活動を強力に推し進める必要があります。 
 
（３）中央公民館の充実 

中央公民館では、地域の人々が「集い・学び・憩いの場」として、いつでも、どこで

も生涯学習に取り組むことができるよう、あらゆるニーズに応えるべく各種の講座や学

級、教室、講演会、展示会、コンサート等の学習機会を提供してきました。また、生涯

学習の底辺拡大を図るために、地域における自治公民館と連携し、お互いが協力できる

ようにネットワーク化の条件整備を行い、時代に即した幅広い活動を展開してきました。 
現在、67 サークルが自発的に活動をしており、市民の利用も着実に増加しています。

④生涯学習の充実 
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市民の多様な学習意欲に応えるべく、ボランティア講師の育成と受け皿づくりをはじめ、

発表の場となる中央公民館まつりの支援と充実に努めてきました。しかし、学習ニーズ

が多様化している現在、それに応える主催事業やサークル活動の場が近い将来足りなく

なると思われることから、関係施設の充実が望まれます。現在、地域における自治公民

館連携事業は８自治会で講座を実施していますが、将来的には 23自治会が実施できる条
件整備が急務となっています。 
青少年講座においては、大学との協働による「親子自然観察教室」等を継続して実施

しています。さらに、高齢者を講師として、幼少時代の自然との関わりを子ども達に伝

え、次世代の育成を兼ねた学習を推進してきました。より一層の学社融合事業を推進す

るために、学校との調整及び連携の強化が必要となっています。 
自治公民館との連携については、公民館連絡協議会（仮称）の結成等、推進体制の構

築に向けた意識の醸成、ネットワークづくりを図る必要があります。 
 
（４）市民図書館の充実 

 図書館の基本的機能は、各種の図書及びその他の資料（図書館資料）を備え、利用者

の要求に応じて提供すること、市民の生涯にわたる学習活動を支援していくことです。

そのためには、豊富な資料を備えることが必要です。開館以来かかげてきた蔵書３０万

冊を目標に、毎年増冊を図り、平成 17 年現在 27 万５千冊を超え目標に近づきつつあり
ます。 
また、いつでも、どこでも、どこに住んでいても図書館のサービスが受けられる状況を

つくり出すことが必要です。しかし、本市は、市域の中央部に広大な米軍基地がありそ

れをドーナツ状に取り巻くように市街地が形成されているため、すべての公共施設は、

市域の端に位置しています。本館も同様、本市の南端に位置し、全ての市民が利用しや

すい地理的状況ではありません。そこで、図書館サービスの空白地域を解消するため、

平成 14年３月に移動図書館を導入しました。現在、18のステーションを設置し、２週間
に一回の巡回によるサービスの提供を行っており、図書館サービスの空白地帯を補うた

めに一定の役割を果たしています。 
 しかし、２週間に一回という短い利用時間の制約の中で、サービス提供は十分とは言

えず、利用者登録率は、市民図書館に近い我如古区が 85.0％、長田区が 75.8％に対し、
図書館から離れた普天間一区は 42.0％、喜友名区は 43.2％となっています。また、一人
当たりの貸出冊数も、我如古、長田地域が６～７冊に対し、普天間地域は２～３冊と少

なくなっています。これは、図書館から遠い地域ほど図書館のサービスが充分行き届い

てないことを示すものと思われます。 
また、市民が生活の一部として図書館を利用するためには、歩いて 10分、距離で 800
～1,000メートルにひとつのサービス拠点が必要とされています。 
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方針 ..............................................................................................................................................................................................  

（１）生涯学習推進基盤の整備 
 市民が生涯にわたり生きがいづくりや地域づくりに取り組めるよう「宜野湾市生涯学

習推進計画」を策定し、学習活動の促進に努めます。また、市民、庁内における推進体

制の強化を図ります。 
 
（２）効果的な講座の開催及び活動場所の確保 
 各部署で実施している講座内容の見直しや、求められている講座内容を把握し、効果

的な講座の開催を進めます。引き続き、講師として地域人材やボランティア等を活用し、

効率的な運営を進めます。 
また、学校施設、社会体育施設、はごろも学習センター等の公共施設を活用した活動

場所の確保・充実に努めます。さらに、地域との協働による施設管理の検討を進めます。 
 

□平成１６年度自治会別利用状況

自治会名 人口 登録者数
登録率
（％）
貸出冊数

貸出比率
（％）

一人当
貸出冊数

A B C(B/A) D Dの合計／D D/A

野嵩一区 5,587 2,681 47.99 24,872 5.91 4.5

野嵩二区 892 449 50.34 3,438 0.82 3.9

野嵩三区 1,468 648 44.14 5,371 1.28 3.7

普天間一区 1,356 570 42.04 4,046 0.96 3

普天間二区 744 379 50.94 1,981 0.47 2.7

普天間三区 2,179 1,027 47.13 8,006 1.9 3.7

新城 4,336 2,072 47.79 13,933 3.31 3.2

喜友名 3,061 1,323 43.22 10,425 2.48 3.4

伊佐 3,968 2,020 50.91 14,947 3.55 3.8

大山 6,549 3,436 52.47 30,998 7.37 4.7

真志喜 5,659 3,425 60.52 37,152 8.84 6.6

宇地泊 2,583 1,289 49.9 9,215 2.19 3.6

大謝名 2,800 1,880 67.14 14,157 3.37 5.1

嘉数 3,160 1,733 58.84 16,396 3.9 5.2

真栄原 8,410 5,035 59.87 40,989 9.75 4.9

我如古 7,325 6,227 85.01 51,216 12.18 7

長田 8,011 6,070 75.77 49,102 11.68 6.1

宜野湾 5,208 3,432 65.9 26,208 6.23 5

１ ９ 区 6,266 3,737 59.64 26,570 6.32 4.2

中原 4,873 2,471 50.71 18,102 4.3 3.7

大謝名団地 1,037 636 61.33 2,665 0.63 2.6

嘉数ハイツ 1,331 739 55.52 3,366 0.8 2.5

上大謝名 1,654 853 51.57 6,999 1.66 4.2

自治会不明 29 342 0.08

合　計 88,457 52,161 58.97 420,496 100 4.8

（資料：教育委員会）
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（３）青少年教育 
青少年教育については、関係団体（子供会・青年会・婦人会・学校等）との協働によ

る、青少年の自主的な団体・グループの組織化の推進、地域活動、社会参加活動の奨励、

指導者の育成に努めます。 
  
（４）中央公民館の充実 
市民が、生涯学習を通して、心身ともに健康で明るく豊かな生活を送ることができる

よう公民館を地域の中核的学習施設として位置づけ、多様な学習機会と学習活動の機能

を拡充します。 
 特に、学校完全週５日制の実施に伴う事業の推進や、地域との連携を図るための自治

公民館連携事業として自治公民館講座・社会教育学級（女性学級・青年学級・高齢者学

級・家庭教育学級）・学校と一体となった学社融合事業の充実を図ります。 
 さらに、平成 18年以降は子どもの情操教育と若い父母の育児教育を目的に実施してき
た『子ども映写会』や『母親学級』等、映像機器を使用した講座の充実をめざし、視聴

覚室の映像機器及び集会場の音響機器の整備を図ります。 
 
（５）市民図書館の充実 
市民の広範囲にわたる学習を支援するため、質・量ともに豊富で新鮮な資料の収集と

提供を行い、生涯学習の拠点として施設機能の充実に努めます。 
また、市民が身近な地域でサービスが受けられるよう、移動図書館の充実に努めます。 

移動図書館 「ちゅらゆめ号」 
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施策一覧 ....................................................................................................................................................................................  

 

施策 計画項目 施策名 

・「宜野湾市生涯学習推進計画」の策定 

・生涯学習推進本部及び生涯学習まちづくり推

進会議の活動促進 

○生涯学習推進基盤の

整備 

・庁内推進体制の強化 

・研修や講座、教室などの統廃合の検討 

・市民の学習要求や生活課題等意見収集の充実 

・ボランティア講師育成及び活用促進 

・地域人材の発掘及び人材バンクの活用 

・公共施設や地区公民館、学校教育施設等の利

活用 

○効率的な講座の開催

及び活動場所の充実 

 

・市民との協働による施設管理の検討 

・学社連携・学社融合の推進 

・退職教員の活用 

・青少年団体の育成 

・環境浄化活動の推進 

○青少年教育の充実 

  

  

  

  

  

・非行（犯罪）の防止に関係する部署との連携

強化 

・公民館施設・設備の整備 

・各種講座の充実 

・社会教育学級の推進 

・学社連携・学社融合の検討 

・サークル支援事業と自主運営の推進 

○中央公民館の充実 

・自治公民館講座の推進 

・図書館資料及びサービスの充実 

・図書館貸出・返却サービスの向上 

・各種図書館とのネットワーク化の推進 

・移動図書館の充実 

④生涯学習の

充実 

○市民図書館の充実 

・図書館ボランティアの養成 
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④文化の振興 
 

現状と課題 ...............................................................................................................................................................................  

（１）文化事業の推進 

本市では沖縄の風土に根ざした音楽、演劇、舞踊などを企画実施し、多くの市民に鑑

賞の機会を提供してきました。また、県など他団体の事業も進んで誘致し、文化振興策

の充実に努めてきました。 
これらの活動を通して、市民が文化事業に対して高い関心を示すようになり、若手の

音楽家による創作、発表活動が盛んに行われています。また、近年では沖縄文化の個性

が評価され、広く日本国内や海外で関心が高くなっています。このような活発な文化活

動を基に、市の内外において交流を推進し、友好の輪を広げることが求められます。 
本市では伝統文化の保存に努めるとともに、子どもたちや若者に優れた舞台芸術を鑑

賞する機会を与えるなど、若手の育成支援に力を入れています。 
さらに、市の文化活動は伝統芸能をはじめ美術、華道、書道、絵画など多方面にわた

って活発であり、その中心的な役割を果たしているのが文化協会です。本市の文化協会

は昭和 59年に設立され、現在 24の専門部に 1,000人余の会員が加入し、各種活動を展
開しています。今後とも、各種文化活動団体の自立した活動と、組織の安定を図るため

の積極的な支援が求められます。 
 
（２）市民会館の充実 

文化振興の殿堂として建設された宜野湾市民会館は平成 17年で 22年目に入りました。
平成 16 年度の利用率は 48.1％と前年度 56.4％より落ち込んではいるものの、交通の利
便や駐車場が確保されているなど利用者からは依然人気が高く、今後も 50％以上の利用
率は維持できるものと思われます。 
ひきつづき本市の文化活動の拠点として、地域のアマチュア文化とプロの芸術、芸能

との出会いの場をつくり、総体的に文化水準を引き上げることや施設のメンテナンス、

改修を行い、会館の円滑な管理運営に努め文化の活性化に貢献する必要があります。 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

⑤文化の振興 

□市民会館大ホール年度別利用状況

平成７年度 平成８年度 平成９年度 平成10年度 平成11年度 平成12年度 平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度

開館日数 285 282 280 285 269 299 214 298 298 287

利用日数 163 166 172 144 151 164 142 157 168 138

利 用 率 57.2% 58.9% 61.4% 50.5% 56.1% 54.8% 66.4% 52.7% 56.4% 48.1%

※　開館日数＝総日数－休館日－保守点検日数＋休館日貸出をした日

※　開館日数（　）内数字は、利用日数のうち休館日貸出をした日数。

※　利用日数には、準備、リハーサルを含む。

(1) (2) (1) (1)(2) (2)
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方針 ..............................................................................................................................................................................................  

（１）文化事業の推進 
優れた舞台芸術や書道、絵画、音楽等の鑑賞をはじめ、文化祭への参加、市民芸術の

作品展、地域に根ざした文化イベントの開催など、市民と行政が一体となって文化事業

を推進します。 
伝統芸能の継承、発展に努めるとともに、市内外への交流活動を推進し文化交流に努

めます。さらに市内各地域にまつわる歴史や文化を掘り起し創作市民劇として製作し市

民とともに上演します。 
 
（２）組織活動の育成 
芸術文化の担い手および指導者の育成を図るとともに文化団体やグループの育成に努

めます。また、青少年が次代の担い手として活躍できるよう、優れた舞台芸術の鑑賞や

多様な体験活動機会の創出に努めます。 
 
（３）市民会館の充実 
文化交流活動の拠点として芸術・芸能の鑑賞機会の充実や多様なイベントを開催し、

市民文化活動の発表の場の提供に努めます。また、市民文化活動を支える総合的なスタ

ッフ（芸術監督）の確保に努め、総体的な文化水準の引き上げに努めます。 
老朽化等が進行している舞台照明設備、冷房設備などの改修を図り、施設・技術サー

ビスの充実に努めます。 
 

□平成16年度大ホール内容別利用状況 　　平成17年3月31日

内　容

洋楽 1 1 1 2 4 1 1 2 13

邦楽 2 1 4 5 1 1 2 16

1 1 1 2 2 7

洋舞 2 1 3

邦舞 1 1 2

1 1 2 4 1 4 1 14

1 1 2 2 1 1 1 9

1 1

1 1 1 1 1 1 1 2 9

0

3 3 2 1 3 4 1 3 1 3 24

5 3 7 5 6 5 12 13 15 9 7 11 98

25 24 24 26 25 20 25 25 23 23 22 25 287

7 4 9 7 6 6 15 19 21 15 10 19 138

利用率（％） 28.0% 16.7% 37.5% 26.9% 24.0% 30.0% 60.0% 76.0% 91.3% 65.2% 45.5% 76.0% 48.1%

利用人数 4,350 1,500 4,730 4,100 4,340 1,800 10,700 11,790 12,990 7,100 5,400 8,300 77,100

※　開館日数＝総日数-休館日-保守点検日数＋休館日貸出をした日

※　開館日数（　）内数字は、利用日数のうち休館日貸出をした日数。

※　利用日数には、準備、リハーサルを含む。

開館日数

利用日数

講演会

各種大会

その他

件数計

舞　踊

演　芸

映　画

式　典

音楽会

演　劇

１２月 １月８月 ９月 １０月 １１月４月 ５月 ２月 ３月 合計
　　　　　　　月

６月 ７月

(1)
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施策一覧 ....................................................................................................................................................................................  

 

施策 計画項目 施策名 

・芸術、文化活動の推進 

・創作市民劇の制作・上演 

・地域伝統文化と連動した演劇などの創造 

○文化事業の推進 

・文化の国内・国際交流の拡大 

・文化団体、グループの育成 ○組織活動の育成 

・芸術文化の担い手および指導者の育成 

・文化交流の「場」の提供 

・音楽、演劇などの発表、鑑賞の「場」の提供 

・市民文化活動を支えるスタッフの確保 

⑤文化の振興 

○市民会館の充実 

・施設設備の強化 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

創作市民劇 「じーのん産泉（ウブカー）」 

子どもフェスティバル 
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⑤文化財の保護 
 

現状と課題 ...............................................................................................................................................................................  

（１）文化財の保護 

 宜野湾市に所在する文化財は、市域の歴史的・地形的背景から埋蔵文化財が 297カ所、
洞穴が 80 カ所、湧泉が 51 カ所を数え、それらの周囲には沖縄でも貴重な部類の動植物
が生息しています。埋蔵文化財ひとつを例にとっても、その数の多さは県下屈指のもの

であり、「土地に根ざす文化財」の重要性が知られます。しかし、土地に根ざす埋蔵文化

財は、各種公共事業や市民の土地開発などと関連する場合が多く、事前の開発協議に向

けた連絡調整が必要とされます。 
また、戦前来の「旧村落に関わる文化財」も減少の一途をたどり、村落の旧拝所が 42
カ所、建造物が 17 カ所、石碑が 36 カ所を残すのみとなっています。加えて、宜野湾特
有の伝統的知識と技術を記憶に残す古老も、年を追うにつれ数少なくなりました。 
 それらの文化財のうち、国・県・市の関係法令により、市域の文化財に保護規制が加

えられたものは、上記の埋蔵文化財 297件と指定文化財 25件を合わせて、322件となっ
ています。 
普天間飛行場とキャンプ瑞慶覧の両米軍基地には、遺跡が 141 カ所、洞穴が 29 カ所､
湧泉が 14 カ所､旧拝所が 9 カ所など、数多くの文化財が所在しています。普天間飛行場
の全面返還とキャンプ瑞慶覧の一部返還が決定され、その跡地利用に向けた開発計画と

文化財保護の整合性が求められています。        
 さらに、平成 11年の「地方分権一括法」による法改正以降、埋蔵文化財に関して行政
は地方公共団体がほぼ全面的にその権限をもち、責任を負うこととされ、市町村による

埋蔵文化財保護行政を主体的に取り組む必要があります。 
  
（２）歴史資料の収集・編纂

へんさん

 

去る沖縄戦では、多数の犠牲者並びに文化遺産が破壊されました。本市においても多

くの戦没者が出るとともに、米軍の基地建設によって土地利用も変貌しました。また、

戦後 60 年が経過し、かつての宜野湾の風情や伝統、技術を知る古老も減少傾向にあり、
合わせて戦争体験者の高齢化も進み、風化が危惧されています。 
また、行政文書は歴史をまとめる上で必要な歴史資料です。本市では、平成 13～15年
度にかけて、これまで収集した行政文書の整理を行いました。また、その一部の保存と

活用を目的にマイクロフィルム※・ＣＤ化を行っており、引き続き取り組む必要がありま

す。 
近年、県内の地方自治体が編纂する市町村史は、活字主体の編集スタイルを主軸に、

ビジュアル面を重視した解説編やコンパクトな小冊子の刊行、映像・音声資料の制作も

みられます。それを基礎に、子ども達や教育現場で活用できるよう手軽で簡易な表現に

⑥文化財の保護 
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編集した普及版も合わせて刊行しています。 
 一方で、地域史の編纂が地方自治体から字、自治会、郷友会といった地域単位で調査・

執筆・編集を行って字誌を編纂する傾向がみられ、地域住民による地域の歴史・文化へ

の再認識が図られるようになりました。 
このようなことから、地方自治体の市町村史事務局は、字誌編纂を計画する自治会、

郷友会への史資料情報の提供、編集方法の助言などの技術的支援と市史刊行に伴う調査

成果の公開に務め、市民の文化意識を高めるとともに市民の生涯学習に寄与する活動が

必要です。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）博物館の充実 

市立博物館は文化遺産の適切な保存とその活用を通して、市民の郷土学習に供するこ

とを目的として、平成 11年 6月１日に開館しました。 
日本本土と海で隔てられた沖縄は独自の歴史を歩み、特色ある文化を形成してきまし

た。 
博物館では沖縄の歴史を大きく五つの時代に区分し、本市の情報を中心に展示してい

ます。 
また、資料収集や調査研究、整理保存、展示、教育普及等の機能はもとより、市民の

自主的学習活動や情報収集、交流拡大など、コミュニケ－ションの醸成、支援の場とし

ての機能を備えています。 
特に生涯学習の一環として教育普及事業は強力に推進することを目指しており、学校、

地域に開かれた魅力ある楽しめる施設となることが求められています。 

□宜野湾市史の売上げ傾向

書  名 13年度 14年度 15年度 16年度 合計

第１巻　通史編 　（Ｈ６刊行） 12 19 8 12 51

第２巻　新聞集成Ⅰ　（Ｓ55刊行） 3 4 0 3 10

第３巻　市民の戦争体験記録　（Ｓ57刊行） 3 8 3 6 20

第４巻　宜野湾関係資料Ⅰ　（Ｓ60刊行） 9 6 2 7 24

第５巻　民俗　（Ｓ60刊行） 8 11 6 9 34

第６巻　新聞集成Ⅱ　（Ｓ62刊行） 1 4 1 2 8

第７巻　新聞集成Ⅲ上　（Ｓ63刊行） 0 4 4 3 11

第７巻　新聞集成Ⅲ下　（Ｓ63刊行） 2 4 3 3 12

第９巻　資料編「自然」　（Ｈ12刊行） 39 40 11 11 101

第９巻　解説編「ぎのわん自然ガイド」　（Ｈ13刊行） ― 364 134 55 553

第９巻　追録編「自然とヒト」　（Ｈ15刊行） ― ― 111 7 118

写真集ぎのわん　（Ｈ３刊行） 34 15 27 20 96

桃原亀郎日記　（Ｈ９刊行） 6 8 7 4 25

ぎのわん市の戦跡　（Ｈ９刊行） 無償配布 無償配布 49 54 103

村芝居　（Ｈ13刊行） 無償配布 無償配布 19 15 34

村・市報縮刷版　第１集　（Ｓ58刊行） 1 0 1 1 3

市報縮刷版　第２集　（Ｓ58刊行） 0 0 1 1 2

市報縮刷版　第３・４集　（Ｈ４刊行） 0 0 0 2 2
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また、本施設はコンベンションセンター等、本市で最も集客力の高い西海岸エリアに

立地しており、アフタ－コンベンションをはじめ、多くの市内外来館者が気軽に利用で

きるよう、魅力ある博物館づくりが求められています。 
 

方針 ..............................................................................................................................................................................................  

（１）文化財保護体制の確立 

 埋蔵文化財や有形・無形文化財の保護に向け、文化財保存整備マスタープランを策定

し、文化財の保全整備、広域的なネットワークづくりを進め、文化財保護体制の確立と

地域活用体制の推進に努めます。また、「埋蔵文化財センター」機能の設置について検討

を行い、発掘調査された出土品の整理・収蔵・公開を推進します。さらに、市民への文

化財の利活用を図るために、市立博物館との連携に努めます。 

 

（２）文化財の保護・活用の推進 

市内における各種文化財の実態（分布状況）を明らかにし、重要度の高い文化財を逐

次「市指定文化財」として指定、保護に努めます。 
文化財の保存整備と伝統民俗芸能の保護・助成および文化財保護団体の育成･助成・顕

彰を進め、保護・継承に向けた取り組みを強化します。 
さらに、文化財に対する市民の正しい理解と認識を深めるため、文化財の公開・展示

と保護啓発および地域教材化の取り組みを強化します。 

 

（３）基地内文化財の保護・活用の推進 

普天間飛行場とキヤンプ瑞慶覧区域内の文化財保護と跡地利用計画の整合性を図るた

めに、埋蔵文化財の実態（分布状況）を明らかにします。あわせて、跡地利用計画に活

かされる「重要文化財保存整備計画」を策定します。 

 

（４）史資料の収集・編纂
へんさん

 

いにしえの宜野湾の様相、伝統文化を記憶する伝承者からの聞き取り調査や、宜野湾

関係資料の収集、編纂に努め、宜野湾の歴史・文化の記録・保存に努めます。 

また、市民の生涯学習と学校教材への活用を目的とした解説編（普及版）の刊行を進

めます。あわせて、調査成果の市民公開を目的とした企画展を市立博物館と連携のもと

推進します。 

 
（５）博物館の充実 
施設の個性を鮮明にするため、学芸員の強化を図ります。 
また、だれもが気軽に訪れ、交流が図れる場として、地域に開かれた施設となる運営

を目指し市民ボランテイア団体の育成に努め、博物館友の会の結成に向けて取り組みま

す。 
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さらに、コンベンションセンターなどの来訪者への宣伝誘客に努め、本市の文化施設

のひとつとして、再来訪を誘う魅力ある館を目指します。 
 

施策一覧 ....................................................................................................................................................................................  

 

施策 計画項目 施策名 

・文化財保存整備マスタープランの策定 

・文化財保護関係機関との連携 

・文化財保護体制の確立 

・文化財の地域活用体制の推進 

○文化財保護体制の確

立 

・埋蔵文化財の整理・収蔵・公開施設の確保 

・文化財詳細分布調査の実施 

・「市指定文化財」指定の推進 

・文化財の保存整備と育成・助成等の推進 

○文化財の保護・活用

の推進 

・文化財の公開・活用の推進 

・普天間飛行場返還予定地の文化財保護の促進 

・瑞慶覧地区返還予定地の文化財保護の促進 

○基地内文化財の保

護・活用の推進 

・跡地利用計画との連携 

・市史編集事業 ○史資料の収集・編纂
へんさん

・「市史」の市民への普及・活用 

・館報の発行 

・資料収集の充実 

・企画展・特別展の開催 

・自主事業の推進 

・学芸員の強化充実 

・博物館の友の会の結成 

⑥文化財の保

護 

○博物館の充実 

  

・博物館施設・設備の整備 

「マイクロフィルム」 
 紙などの原情報を肉眼で読めないほど極度に縮小して作成された微小写真画像のことをいいます。マイクロフィ

ルムの利点は、一度作成されたら変造しにくいこと、紙に比べて保存スペースが大幅に小さいこと、検索等のコス

トが小さいこと、データの劣化等を防ぐことができること、機械化・自動化が図られること等があげられます。 

用語解説
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⑥スポーツ・レクリエーションの振興 
 

現状と課題 ...............................................................................................................................................................................  

 近年、都市化や生活の利便化、高度情報化社会等により身体活動の減少やストレスの増

大等を起因とする様々な健康問題が課題となっています。市民の健康・体力を増進する社

会体育は、心身の健全な発達を促すとともに、健康で文化的な生活を営む上で極めて重要

となっています。 
 このような中で、地域や職場などを中心にスポーツ愛好者、グループが育つ機運にあり、

積極的にスポーツ教室・大会等の開催に努めてきました。その結果、社会教育団体をはじ

め社会福祉団体においても、その活動の一環としてスポーツ・レクリエーションをとり入

れる動きが見られます。さらに、市民のスポーツライフが形成されるよう、総合運動場、

庭球場、多目的広場、人工ビーチ等の整備、学校施設の開放を進めており、引き続き市民

の誰もが、生涯において各自の興味、目的、年齢、体力に応じて、「いつでも、どこでも、

いつまでも」親しむことのできるスポーツ環境の整備が求められています。 
また、トップアスリートの活躍は、青少年へ夢や希望を与えるとともに感動と希望をも

たらすものであり、指導者の養成確保が求められています。 
健康都市を宣言した我が市は、今後ともすべての市民がスポーツに親しめる生涯スポー

ツ社会の実現、競技力向上、スポーツ施設の充実を推進し、市民の健康づくりを図る必要

があります。 
 
□主なスポーツ施設 

施設名称 
宜野湾市立 
グラウンド 

宜野湾市立 
野 球 場 

宜野湾市立 
体 育 館 

宜野湾市立 
屋内運動場 

所在地 
真志喜３丁目 
25－１ 

真志喜４丁目２－１ 真志喜４丁目２－１ 真志喜４丁目２－１ 

面積（㎡） 敷地面積 39.108 ㎡ 
敷地面積 25,233 ㎡ 
運動面積 12,620 ㎡ 

建築面積 4,409 ㎡ 
のべ面積 5,905 ㎡ 

建築面積 1,809 ㎡ 
延床面積 1,805 ㎡ 

収容人員 スタンド 1,200 人 

メインスタンド 
3,000 人 

内野スタンド  
2,800 人 

外野スタンド  
6,000 人 

 
計：  11,800 人 

固定席 1,212 席 
移動席  288 席 
 

計：  1,500 席 

 

建設 
年月日 

Ｓ56 年１～８月 
Ｓ60 年１月４日 ～ 
Ｓ62３月 13 日 

Ｓ60 年１月４日 ～
Ｓ62 年３月 15 日 

Ｓ62 年９月 12 日～ 
Ｓ63 年１月 11 日 

構  造 
400ｍトラック 
（全天候型） 
（８コース） 

鉄筋コンクリート造
地上３階建 
ブルペン併設 

鉄筋コンクリート造
（屋根・鉄骨造） 
冷房完備 
地上３階建 

鉄骨造・平屋建 
規模 1,620 ㎡ 
（40ｍ×40.5ｍ） 

（資料：教育委員会） 

 

⑦スポーツ・レクリエーションの振興 
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方針 ..............................................................................................................................................................................................  

（１）生涯スポーツ、競技スポーツ、学校体育との連携・充実 
「宜野湾市スポーツ振興基本計画」に基づき、市民がいつでも、どこでも、いつまで

も、スポーツに親しむことが出来るよう、子どもから高齢者まで各段階に合った各種教

室や健康づくりとして運動を意識し実行できるイベント等を開催し、スポーツ・レクリ

エーションの充実・発展に努めます。 
また、総合型地域スポーツクラブを結成し、個人の特性や各年齢時期における発達の

特徴に応じた適切な指導により、優れたアスリートを組織的、計画的に育成し、競技力

向上に努めます。 
就学期において、体力の向上や健康の保持増進に資する体育学習や運動部活動等の取

り組みを強化します。併せて、完全学校週５日制の実施に伴い、体育的行事や運動部活

動のあり方を検討するとともに、学校と家庭・地域社会との連携に努めます。 
 
（２）指導者養成・確保と競技力向上 
 スポーツ活動の機会の拡大に対応し、障害のある人のスポーツを支える指導者やより

高度な専門性を有した資質の高い指導者の養成・確保を図り、スポーツ指導者が指導を

円滑に行うことのできる環境の整備に努めます。 
 特に、優れた素質を有する競技者を、小・中・高等学校、競技団体及び地域が連携・

協力し、一貫指導システムの確立を図り、競技力の向上を目指します。 
 
（３）スポーツ施設の整備・充実 
 市民の誰もが日常生活の中で気軽にスポーツに親しむことができるよう、既存体育施

設の維持管理と新たな施設整備を推進します。 
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施策一覧 ....................................................................................................................................................................................  

 

施策 計画項目 施策名 

・生涯スポーツ推進体制の確立 

・総合型スポーツクラブの組織化と育成の強

化 

・スポーツ・レクリエーションの充実・発展 

・スポーツ情報の提供 

・障害者スポーツの普及 

・教科体育の充実 

・運動部活動の充実 

○生涯スポーツ、競技

スポーツ、学校体育と

の連携・充実 

・学校体育施設の充実 

・競技力向上推進本部（仮称）の設置 

・県民体育大会の対策強化 

・指導者の養成・確保 

・競技者を育てる環境の整備 

・指導者の発掘及び養成・確保と有効活用 

○指導者養成・確保と

競技力向上 

・競技力向上対策費の充実 

・老朽スポーツ施設の整備 

・学校体育施設の開放の推進 

⑦スポーツ・

レクリエーシ

ョンの振興 

○スポーツ施設の整

備・充実 

・未設置競技施設の整備 

 
 

車いすマラソン大会 



 



0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１節 出会いと交流を大切

に観光・コンベンショ

ン機能を充実する 

 

２節 地域の活力につなが

る商工業を振興する 

 

３節 個性ある都市型農漁

業や創造的な活動を

展開する 

 

 
 
 
 
 

創意工夫に満ち

た元気な都市
ま ち

 

 

第 ２ 章 
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□ 施 策 体 系 
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１

節

 

出

会

い

と

交

流

を

大

切

に

観

光

・

コ

ン

ベ

ン

シ

ョ

ン

機

能

を

充

実

す

る 

②コンベンション支援機能の充実 

・宿泊施設の整備
・観光振興地域制度の活用による企業誘致の推進 

・多彩なイベント等の振興 
・観光関連基盤整備の推進 
・市内観光資源の確保と拡充 
・民間活力を活かした観光資源の有効活用 
・市産品の開発促進 
・第一次産業、第二次産業と連携した観光産業の展開 

①観光・リゾート産業の振興 

・西海岸地域における商業・リゾート施設の誘致 
・観光振興地域制度の活用による企業誘致の推進 

・市観光ビデオ動画の配信 
・市ホームページ観光情報の充実 
・市産品等の販路拡大・普及促進 
・観光振興協会の強化 
・国や県、コンベンションビューロー等、各種関係団体との連
携強化 
・市内観光周遊コースの作成・発信 
・観光案内看板の充実 

観光情報の
発信 

観光・リゾー
ト産業の立
地促進 

観光資源の
創出と拡充 

・国や県、コンベンションビューロー等、各種関係団体との連
携強化 
・展示会、商談会等への参加促進 
・関係団体ホームページの充実 

セールスプ
ロモーショ
ン活動の充
実 

・各種学校及び関係機関等の連携強化による受入態勢（語学ス
タッフ・英字案内等）の充実促進 

コンベンシ
ョン受入態
勢の充実 

・コンベンションリゾート基盤の整備・拡充 
・案内誘導表示の充実 

コンベンシ
ョン・リゾー
ト基盤の整
備・拡充 

コンベンシ
ョン関連サ
ービス産業
の立地促進 

アフターコ
ンベンショ
ン機能の充
実 

・マリン支援センターの整備・利用の推進 
・仮設避難港の利用促進に向けた検討 
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人材育成の
推進 

創業等への
支援 

将

来

都

市

像 

市

民

が

主

役

の

「

ね

た

て

」

の

都

市

ま

ち

・

ぎ

の

わ

ん 

基

本

目

標 

創

意

工

夫

に

満

ち

た

元

気

な

都

市

ま

ち

 

２

節

 

地

域

の

活

力

に
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が

る

商

工

業

を

振

興

す
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②工業の振興 

・工業系企業の誘致

・商店街の振興 
・中心市街地（普天間地域）活性化事業の推進 
・西海岸地域への新たな商業立地の推進 
・学園地域における特色ある商業等の導入 
・ロードサイド商業地域における駐車場対策の推進 

①商業の振興 

・啓発セミナーを通した経営革新の推進 
・異業種間交流・共同事業の促進 
・各種融資制度、補助制度の活用促進 

・創業環境の整備 

経営革新の
促進 

商店街活性
化の推進 

・各種就業支援の推進 
・シルバー人材センターの拡充 
・地域雇用創造支援事業の検討 

中高年齢者、
心身障害者、
女性などの
雇用促進 

・都市機能用地への企業立地の推進 
・情報産業の誘致 
・西海岸地域（準工業地域）への企業誘致 
・ふるさと融資の活用による企業支援 
・仮設避難港整備の推進 

企業立地の
促進 

・人材の育成支援 人材の育成
支援 

・連携交流の促進 
・産業における情報化の促進 

情報通信関
連企業の育
成 

・インキュベーション施設における操業環境の提供 
・情報関連事業者の立地促進 
・事業創出のための支援体制およびサービスの構築 
・協業、共同研究、販路とのマッチングの支援 

情報産業関
連事業者の
立地促進 

・啓発事業を通した人材育成の支援 
・産学官連携を通した人材育成の促進 
・研修・派遣事業による人材育成の支援 

産業人材の
育成推進 

・経営革新に向けた意識の啓発 
・産学官連携による新事業の創出支援 
・起業への支援 
・協業化の促進 

経営革新・新
事業の創出
支援 

戦略的産業
の立地促進 

③情報産業の振興 

・啓発セミナーを通した人材育成の支援 

④企業立地の促進と雇用の拡大 
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②都市型漁業の振興 

・漁港および関連施設の整備推進
・直売施設および海産物レストランの設置 
・漁場の開発（パヤオの設置） 

・大山田いも栽培地区の振興に向けた取り組みの推進 
・農地の保全と高度利用 

①都市型農業の振興 

・融資制度、補助制度等を活用した経営安定化への支援 
・生産技術の指導 
・生産組織の育成強化 
・特産品の奨励 
・流通対策の整備支援 
・学校教育や観光産業と連携した新たな農業の展開促進 
・畜産農家に対する環境保全対策の指導、強化 
・環境にやさしい農業の推進 
・多様な担い手の育成・確保 

継続的・安定
的な都市型
農業の確立 

都市型農業
を支える基
盤の確保・整
備 

・融資制度、補助制度等を活用した経営安定化への支援
・養殖事業の推進 
・漁業協同組合の支援 
・観光産業と連携した新たな漁業の展開促進 
・後継者の育成・確保 

継続的・安定
的な都市型
漁業の確立 

都市型漁業
を支える基
盤の整備 
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平成10年 平成11年 平成12年 平成13年 平成14年 平成15年 平成16年

市の施設 1,010,274 941,015 799,809 1,012,837 988,403 1,081,609 1,021,226

ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝｾﾝﾀｰ 839,229 722,016 669,049 626,225 597,835 888,918 540,489

まつり･ｲﾍﾞﾝﾄ 193,000 213,000 158,000 213,000 243,000 263,000 333,000

観光客 140,982 152,336 149,152 140,896 197,348 219,817 201,025

合　計 2,183,485 2,028,367 1,776,010 1,992,988 2,026,586 2,453,344 2,095,780

１節 出会いと交流を大切に観光・コンベンション機
能を充実する 

 

①自治基本条例の制定 
 

現状と課題 ...............................................................................................................................................................................  

宜野湾市は、平成６年コンベンション振興法の制度発足に伴い国際会議観光都市に指定

され、さらに西海岸地域においては沖縄振興特別措置法により平成 12年８月に「観光振興
地域」に指定され、経済自立の発展地域として位置づけています。 
平成 12年国勢調査によると、産業別就業者数は第３次産業が最も多く 28,766人（80.5％）、
次いで第２次産業が 6,205人（17.4％）、第１次産業が 262人（0.7％）となっています。 
また、純生産額でみると、第３次産業は 103,597百万円で、総生産額（112,440百万円、
平成 12 年）の 92.1％、第２次産業は 11.5％（15,125 百万円）、第１次産業は 0.3％（342
百万円）であり、就業者数、純生産額ともに第３次産業の占める割合が高くなっています。 
現在、西海岸地域においては沖縄コンベンションセンターを中心に、宜野湾海浜公園（多

目的広場・噴水広場・屋外劇場・体育館・野球場・屋内運動場・庭球場）やぎのわんトロ

ピカルビーチ、宜野湾港マリーナ、リゾートホテル、温泉保養施設などが立地し、県内で

も有数のコンベンション・リゾートエリアを形成しています。 
また、はごろも祭りや琉球海炎祭等、多彩なイベントの主会場としても利用され年間 200
万人前後の集客機能があります。 

 
 

 

 

 

 

 

平成元年 12月には、本市の観光振興全般（産業・祭り・環境美化・各種イベント）を担
う「宜野湾市観光振興協会」が設立され、観光の情報発信はもちろん、はごろも祭りを中

心に各種イベントの開催やプロ野球キャンプ受け入れ等、本市の観光振興を促進していま

す。 
しかしながら、さらなる観光情報の発信や市産品の普及活動等の充実、また「観光振興

地域制度」の優遇措置等も活用したリゾート産業の立地促進等が課題としてあげられます。 
このため、今後とも国・県・コンベンションビューロー及び観光振興協会等、各関係機

関との連携を強化しながら、市内観光資源の確保と拡充、新たな観光資源の開発、多彩な

イベント等の振興や市産品等の普及活動等に取り組んでいく必要があります。 

①観光・リゾート産業の振興 

□西海岸への入客状況 
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方針 ..............................................................................................................................................................................................  

（１）観光資源の創出と拡充 
魅力あるコンベンション・リゾート機能の充実のため、多彩なイベントの開催や観光

関連基盤・施設の整備、観光資源の創出・拡充を図るとともに、指定管理者制度等民間

活力の導入によるビーチ等観光資源の有効活用に取り組んでいきます。 
 また、観光振興による波及効果を高めるため、市産品の開発を促進するとともに、観

光産業と第１次・２次産業との連携を進めます。 
 
（２）観光・リゾート産業の立地促進 
本市の経済自立の拠点として位置づけられている西海岸地域においては、観光振興地

域制度の優遇措置等も活用しながら、既存集客施設の拡充やそれらと連動した施設の企

業誘致を推進し、観光産業の振興を推進します。 
今後とも本市はもとより、県のコンベンション・リゾート機能と都市型産業を牽引し

ていく場として、機能強化を図っていきます。 
 
（３）観光情報の発信 
本市の魅力や多様な観光資源を広く知ってもらうため、市内観光周遊コース等の作

成・発信、市観光ビデオ動画の配信、観光ホームページの充実等、情報発信に取り組ん

でいきます。また、物産展やイベント出展等を通して市産品等の販路拡大・普及にも取

り組んでいきます。 
  その一方で、魅力ある観光地域の形成を図るため、観光振興協会の強化をはじめ、国・

県・コンベンションビューロー等、各種関係組織・団体との連携強化を進めます。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
トロピカルビーチ 



 第２編 前期基本計画編 

第２章 創意工夫に満ちた元気な都市 

１節 出会いと交流を大切に観光・コンベンション機能を充実する 

 

 90

施策一覧 ....................................................................................................................................................................................  

 

施策 計画項目 施策名 

・多彩なイベント等の振興 

・観光関連基盤整備の推進 

・市内観光資源の確保と拡充 

・民間活力を活かした観光資源の有効活用 

・市産品の開発促進 

○観光資源の創出と拡

充 

・第一次産業、第二次産業と連携した観光産業の展開

・西海岸地域における商業・リゾート施設の誘致 ○観光・リゾート産業

の立地促進 ・観光振興地域制度の活用による企業誘致の推進 

・市観光ビデオ動画の配信 

・市ホームページ観光情報の充実 

・市産品等の販路拡大・普及促進 

・観光振興協会の強化 

・国や県、コンベンションビューロー等、各種

関係団体との連携強化 

・市内観光周遊コースの作成・発信 

①観光・リゾ

ート産業の振

興 

○観光情報の発信 

・観光案内看板の充実 

 
 

マリン支援センターイメージパース
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現状と課題 ...............................................................................................................................................................................  

コンベンションの誘致、開催の最大のメリットは経済波及効果であり、コンベンション

が産業・商業の集積や地域活性化に与える影響・効果は計り知れないものがあります。 

本市は平成６年に「国際会議観光都市」に指定され、平成 12 年の「九州・沖縄サミット」、

平成 17 年の「米州開発銀行（IDB）年次総会」開催でコンベンション開催地として国内外

に広く認知され、国際・国内会議件数は年々増加傾向にあります。 

現在、本市西海岸地域においては、沖縄コンベンションセンターを中心に、宜野湾海浜

公園、トロピカルビーチ、宿泊施設、商業施設、温泉保養施設など多くの集客施設が集積

し、コンベンション・リゾートの基盤となる施設整備は進展しつつあります。しかし、ア

フターコンベンション※機能を担う施設が十分でないため、西海岸における集客力を経済的

インパクトとして受け止めるまでには至っていないのが現状です。 
 

□沖縄コンベンションセンター利用実績の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現在、「マリン支援センター」の

整備に向けた取り組みや仮設避難

港の有効活用の検討を進めている

ところですが、今後、さらにアフ

ターコンベンション機能を担う施

設の誘致活動を推進し、コンベン

ションリゾート集積のメリットを

生み出すことに努める必要があり

ます。併せて、コンベンション開

②コンベンション支援機能の充実 

平成10年度 平成11年度 平成12年度 平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度
ｺﾝｻｰﾄ･演劇 79 56 54 61 48 56 56
展示会 36 45 41 27 34 47 45
フェスティバル 7 13 3 5 1 7 5
国際会議 7 6 19 8 20 15
研修・会議 174 66 204 165 107 152
大会・講演会 91 71 92 116 86 88 40
シンポジウム 4 13 10 11 10 3 121
その他 4 93 78 127 167 254 11
計 402 363 501 520 473 622 378
県内入場者数 792,897 660,329 616,619 584,690 538,741 826,705 495,608
県外入場者数 43,824 59,742 49,097 37,732 58,223 60,133 41,342
外国人入場者数 2,508 1,945 3,333 3,833 871 2,080 3,539
計 839,229 722,016 669,049 626,255 597,835 888,918 540,489
全体 89.2% 90.3% 92.5% 93.3% 95.3% 95.9% 75.5%
劇場 54.1% 51.3% 45.5% 51.6% 52.3% 52.4% 42.6%
会議室(大) 59.3% 51.9% 56.8% 46.9% 57.9% 54.4% 49.3%
展示場 59.3% 47.8% 49.0% 50.4% 44.2% 41.8% 35.1%

稼
働
率

100
催
別
件
数

入
場
者
数

□観光客宿泊状況の推移

　　施設
 年

ラグナ
ガーデン

フェス
トーネ

セミナー
ハウス

合計

平成10年 126,555 9,609 4,818 140,982

平成11年 136,761 10,767 4,808 152,336

平成12年 129,764 13,207 6,181 149,152

平成13年 127,292 8,604 5,000 140,896

平成14年 182,594 9,754 5,000 197,348

平成15年 209,941 9,876 宿泊施設閉鎖 219,817

平成16年 190,714 10,311 201,025

※フェストーネ、平成15年までは沖縄ハイツデータ
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催に向けた受け入れ態勢の強化・セールスプロモーション※活動の充実等も課題としてあげ

られます。 

また、プロ・アマキャンプ等、スポーツコンベンションの振興や多彩なイベント等を積

極的に行い、更なる集客力の向上に努めることも重要です。 

こうした基盤整備の拡充、運動施設の整備、集客力の向上を進めるため、関係機関の組

織強化、連携強化を通じてコンベンション開催支援に努めていく必要があります。 

 

方針 ..............................................................................................................................................................................................  

（１）コンベンション関連サービス産業の立地促進 
コンベンション支援機能の充実を図るため、本市西海岸地域を訪れる入域客を対象に

したリゾートホテルを誘致するとともに、西海岸地域を訪れる約 200 万人の広範な来訪
者のニーズを満たすようなリゾート産業施設の充実を目指します。観光振興地域制度の

優遇措置等を積極的に活用し、アフターコンベンション機能を担う施設の導入を図るこ

とで、企業の進出を促進するとともに、周辺地域における新たな観光資源の開発整備に

努め、宜野湾市の個性の形成を図ります。 

 

（２）アフターコンベンション機能の充実 

リゾート産業や観光産業、レクリエーション機能などとの連携によるアフターコンベ

ンション機能の充実に努めます。 

特に、「マリン支援センター」の整備及び活用に向けた取り組みの推進とともに、仮設

避難港の利活用の促進に努めていきます。 

 

（３）コンベンション・リゾート基盤の整備・拡充 

コンベンション参加者へのサービスの向上を目指すうえで、県との連携により親水性

護岸整備や交通の利便性向上等、コンベンション・リゾート基盤の整備・拡充を図ると

ともに、案内誘導表示の充実等にも取り組んでいきます。 

 

（４）コンベンション受入態勢の充実 

国や県・コンベンションビューロー等、各種関係団体との連携を強化し、コンベンシ

ョン受け入れ態勢の充実・強化に努めます。 

 

（５）セールスプロモーション活動の充実 

引き続き展示会・商談会を通したセールスプロモーション活動の充実を図ります。 

 

今後とも各種関係団体と連携し、会議主催者や参加者に魅力あるコンベンション地域

づくりに努めます。 
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施策一覧 ....................................................................................................................................................................................  

 

施策 計画項目 施策名 

・宿泊施設の整備 ○コンベンション関連

サービス産業の立地促

進 

・観光振興地域制度の活用による企業誘致の推

進 

・マリン支援センターの整備・利用の推進 ○アフターコンベンシ

ョン機能の充実 ・仮設避難港の利用促進に向けた検討 

・コンベンション・リゾート基盤の整備・拡充○コンベンション・リ

ゾート基盤の整備・拡

充 
・案内誘導表示の充実 

○コンベンション受入

態勢の充実 

・各種学校及び関係機関等との連携強化による

受入態勢（語学スタッフ・英字案内等）の充実

促進 

・国や県、コンベンションビューロー等、各種

関係団体との連携強化 

・展示会、商談会等への参加促進 

②コンベンシ

ョン支援機能

の充実 

○セールスプロモーシ

ョン活動の充実 

・関係団体ホームページの充実 

 

「アフターコンベンション」 
 コンベンション（会議・大会等）終了後に引き続いて計画されている各種の行事や自由行動としての周辺地域の

ショッピング、娯楽などの活動のことです。 

 

「セールスプロモーション」 
 販売、知名度向上促進活動のことです。 

用語解説
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２節 地域の活力につながる商工業を振興する 
 

①自治基本条例の制定 
 

現状と課題 ...............................................................................................................................................................................  

本市の商業は普天

間飛行場を囲む幹線

道路沿いにロ－ドサ

イド型集積を主とし

て発達してきたため、

集積ごとの特色を明

確に打ち出せないま

ま漫然と広がる傾向

にあります。 
また、本市の人口構造は比較的若く、購買需要の旺盛な商業人口を抱えています。しか

しながら、地元購買率は平成 16年度で 47.8％と、購買需要の半分以上は市外へ流出してい
るのが実状であり、商業の活性化を図る上で大変懸念されます。これはライフスタイル※の

変化やモータリゼーション※の進展、周辺市町村の大型店進出等の影響と思われ、地元購買

率の向上を図るための取組みが課題となっています。 
本市西海岸地区ではコンベンションセンターを核に、都市機能用地や国道 58号宜野湾バ
イパスが整備され、大型商業施設「はにんす宜野湾」、「サンエー大山シティ」が立地する

など、アフターコンベンション機能として新たな商業が展開されつつあります。 
一方で、空洞化が深刻な問題となっている普天間地区は、那覇市や北谷町の広域商圏に

挟まれ、かつ市内においても西海岸地区に商業や集客機能が集積するなど厳しい環境にあ

ります。さらに市役所など公共的機関が地区外に移転し、中心性が急速に低下しています。

このような中、TMO※計画により中核商業施設「サンフティーマ」を整備するとともに、
空き店舗対策にも取り組んできましたが、現状ではこのような取り組みが周辺のにぎわい

につながっていないことから、中心市街地の基盤整備や駐車場対策、商業団体の組織強化、

関連団体等との連携強化など、商業の活性化に向けて強力に取り組む必要があります。 
沖縄国際大学や琉球大学を核とする学園地区においては、地区内に市民図書館などの文

化機能があり、住宅地を背景に、地元住民や来街者の行き交うコミュニティ商業への期待

が高まっております。 
また、普天間飛行場及びキャンプ瑞慶覧の跡地利用は、将来の本市の商業環境を大きく

変貌させることが予想されます。広域幹線道路の整備とそれに伴う商業・業務機能の集積

が進み、本市は中部と南部を結ぶ商業の拠点として大きな発展が期待されます。 
 

①商業の振興 

□市町村別地元購買率 （単位：％）

地元 地元外 地元 地元外 地元 地元外 地元 地元外

宜野湾市 31.1 68.9 27.4 72.6 70.8 29.2 75.1 24.9

那 覇 市 86.2 13.8 89.8 10.2 90.5 9.5 93.2 6.8

浦 添 市 59.9 40.1 49.1 50.9 91.7 8.3 80.6 19.4

沖 縄 市 55.5 44.5 39.8 60.2 81.4 18.6 71.2 28.8

具志川市 74.8 25.2 78.5 21.5 81.7 18.3 83.9 16.1

北 谷 町 79.4 20.6 65.3 34.7 76.1 23.9 71.0 29.0

市 町 村

買回品（婦人服） 最寄品（一般食料品）

前回調査(H13) 今回調査(H16) 前回調査(H13) 今回調査(H16)
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方針 ..............................................................................................................................................................................................  

商業の振興については、国や県、商工会などの関係機関等との連携を図りつつ、住民ニ

ーズの高いワンストップショッピング（モール化※）及び専門性の高い商業・サ―ビスの導

入、また地域の特色を打ち出せる商機能の創出を目指します。 
 
（１）商店街活性化の推進 
商店街については、消費者・地域住民のニーズを的確に捉えて、必要とされる商品・

サービスを提供していくために、既存商業等の経営のイノベーション※を実践します。ま

た、商店街の活性化を推進する組織体制の強化、そのほか景観の形成等の環境整備を一

体的に推進します。 
普天間地域については、基地跡地利用計画との整合性に配慮しつつ、中心市街地活性

化事業の推進やまちづくりの組織体制の整備等を推進していきます。また、商業機能の

回復、社会の成熟化による多様化したニーズへ対応するため、多様なサービスを提供す

る地域経済の創出、生活者の利便性の向上のための環境整備などを促進します。 
西海岸地域については、都市型リゾートやアフターコンベンションの補完のための商

業の導入を推進します。 
学園地域では、若者の街としての特色を打ち出していけるような、ファッションや雑

貨、音楽、カフェなど商業機能の創出を促進します。 
大山地域等、ロードサイドの商業地域については、駐車場対策を推進し、地域の個性

的な商業の展開を支援します。 
 
（２）経営革新の促進 
社会の多様化したニーズに対応するため、新事業・新サービスの創出や経営の革新を

促進します。 
このため、ITの活用やマーケティング※の強化、物流の効率化など、異業種間交流や共
同事業の促進等を図るとともに、様々な制度等の活用を促進します。 
 
（３）創業等への支援 
持続的な地域経済を確立していくために、事業の創出・育成に資する環境整備を図り

ます。 
 
（４）人材育成の推進 
複雑化した商業環境に対応するため、経営力等を伴った人材の育成・支援に努めます。 



 第２編 前期基本計画編 

第２章 創意工夫に満ちた元気な都市 

２節 地域の活力につながる商工業を振興する 

 

 96

施策一覧 ...............................................................................................................................................................................  

 

施策 計画項目 施策名 

・商店街の振興 

・中心市街地（普天間地域）活性化事業の推進

・西海岸地域への新たな商業立地の推進 

・学園地域における特色ある商業等の導入 

○商店街活性化の推進

・ロードサイド商業地域における駐車場対策の

推進 

・啓発セミナーを通した経営革新の推進 

・異業種間交流・共同事業の促進 

○経営革新の促進 

・各種融資制度、補助制度の活用促進 

○創業等への支援 ・創業環境の整備 

①商業の振興 

○人材育成の推進 ・啓発セミナーを通した人材育成の支援 

 
 
 
 
 

「ライフスタイル」 
 生活行動の様式、生活に対する価値観の型のことです。 

 

「モータリゼーション」 
 自動車の普及または大衆化、自動車が生活の中に深く入り込むことを指します。 

 

「ＴＭＯ」 
 タウン・マネージメント・オーガニゼーション（Town Management Organization）の略で、中心市街地における商
業集積を一体として捉え、業種構成、店舗配置などのテナント配置、基盤整備及びソフト事業を総合的に推進し、

中心市街地における商業集積の一体的かつ計画的な整備を運営・管理する機関のことをいいます。 

 

「モール化」 
 商店街の活性化を図るため、一般車両の利用制限や、道路・歩道のカラー舗装化、ベンチ、緑などの設置等によ

り、歩行者が安全で快適に買い物できる場をつくることです。 

 

「イノベーション」 
 技術革新、変革のことです。 

 

「マーケティング」 
 商品の販売やサービスなどを促進するための活動、市場活動のことです。 

 

用語解説



 第２編 前期基本計画編 

第２章 創意工夫に満ちた元気な都市 

２節 地域の活力につながる商工業を振興する 

 

 97

 
 
 
現状と課題 ...............................................................................................................................................................................  

平成 15年の工業統計によると、本市
の工業（産業中分類）は、事業所総数

90 件で、うち食料品製造 20 件、金属
製品製造 16件、衣類・その他の繊維製
品製造が 10件と続いており、割合にするとこの３業種で全体の過半数（46件、51.1％）を
占めています。本県の市部で比較すると、事業所総数は最下位となっています。従業者総

数は 886人で、うち最も多い業種は、食料品製造の 380人となっており、以下、印刷・同
関連産業の 157人、衣類・その他の縫製製品製造 92人、金属製品製造 65人と続いていま
す。 
本市の工業系地域（準工業地域）は、昨今商業施設やホテル等の立地により飽和状態に

なり、大規模に利用可能な土地が乏しい状況にあります。ほとんどの工場が制約の厳しい

住居系用途地域等に立地しており、今後の立地対策が検討課題となっています。 
また、長引く景気低迷や経済のグローバル化※など、我が国の工業を取巻く環境は厳しい

状況が続いています。特に、本県は島嶼県であることから、市場からの遠隔性など、製造

業等の立地条件が不十分な状況がみられます。本市の工業についても、事業所数は増減を

繰り返していますが、製造品出荷額については、年々減少傾向にあり、工業の振興を図る

ための取り組みが必要となっています。 
 
 

②工業の振興 

□工業の推移

平成６年 平成９年 平成14年

事業所数 66 107 90

製造品出荷額 941,597万円 714,136万円 486,963万円

□実績等（大山工場適地に立地した工業関連の企業一覧）

番号 企　業　名 立地年月日 業　　種 敷地面積（㎡）

1 沖縄県ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品協同組
合

S59.4.1 ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品製造・出荷 609.57

2 (有)大山コンクリート工業 S59.4.1 ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品製造 47,525.74

3 浦添工業 S60.3.10 鉄工 211.5

4 ㈱白水堂 H元.10.1 家具製造販売 1,761.49

5 ㈱シンセイ H2.3.29 ｱﾙﾐ加工販売 2,645.85

6 ㈱ジミー H2.5.10 菓子・パン製造小売 9,711.81

7 丸井産業㈱ H2.6.1 建築金物製造販売 1,207.17

8 トステム㈱ H3.4.1 ｱﾙﾐ建具の製造販売 8,925.77

9 国和建材㈱ H8.4.1 建築資材輸入・製造販売 約2,042.06

10 マリンフーズ㈱ H14.1.2 水産加工販売 2,177.06

 ＊㈱沖縄ｳｺﾝ堂・沖縄ﾀﾞｲｽﾞ産業㈱　→H18立地予定（土地売買契約済み）→健康食品製造販売等　→各825㎡

「グローバル化」 
 「モノ」や「カネ」の取引が世界的な規模で行われるようになってきた流れを指します。 

用語解説
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方針 ..............................................................................................................................................................................................  

工業（製造業等）の振興については、雇用機会の確保や流通・サービス・農林水産等他

の産業への波及効果が高い産業であるため、国や県との連携を図りつつ、本市の重点産業

として支援・育成を促進します。 
 
（１）戦略的産業の立地促進 
企業誘致については、民間事業者とも連携を図りながら、既存の工場等が転出した場合

に跡地を斡旋するなどにより、企業立地を促進します。 
また、国又は県の方向性や施策展開と連携を図りながら、戦略的な産業の立地促進に取

り組みます。 
 
（２）経営革新・新事業の創出支援 
既存工業については、経営基盤の強化や経済のグローバル化、多様化した社会ニー

ズに対応するため、経営革新に向けた支援に努めます。 

また、地域経済の発展を図るため、新規創業等の支援・育成および周辺関連産業（サ

ービス産業等）の支援などの取り組みも推進していきます。 

 

（３）産業人材の育成推進 

多様化した経済社会の環境に対応可能な経営力および技術力を備えた人材の育成・

支援に努めます。 

 
施策一覧 ....................................................................................................................................................................................  

 

施策 計画項目 施策名 

○戦略的産業の立地促

進 
・工業系企業の誘致 

・経営革新に向けた意識の啓発 

・産学官連携による新事業の創出支援 

・起業への支援 

○経営革新・新事業の

創出支援 

・協業化の促進 

・啓発事業を通した人材育成の支援 

・産学官連携を通した人材育成の促進 

②工業の振興 

○産業人材の育成推進

・研修・派遣事業による人材育成の支援 
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現状と課題 ...............................................................................................................................................................................  

県内の情報産業市場は非常に狭く、事業者の行政への依存も高いものがあります。従っ

て、情報産業のみならず、情報産業の技術やサービスを活用する他産業への啓発も同時に

行い、情報産業市場の拡大を図ることが重要です。 
情報産業関連業界では、優秀な人材の確保が恒常的な課題となっており、Ｕターン、Ｉ

ターン※人材の活用など即戦力型人材活用の他、技術力向上のための継続的な人材育成が求

められています。同時に企業における人材育成の認識向上や従業員のモチベーション※向上

といった取り組みが課題となっています。 
さらに、この業界特有の課題として、継続的に業務が受注できる機会を創出することが

あげられます。また、大手企業からの下請発注が多くを占めており、マンパワー※やコスト

面での競争が激しいことや、東京等中央への派遣などが多く、若年従事者が地域で働くこ

とが困難な場合が多いため、県内で受注できる機会の創出が課題となっています。 
IT業界やコンテンツ※業界では、市場が東京一極に集中し、地方の企業は営業活動に苦戦
している状況もあり、中央市場とのマッチング支援や県内における協同開発機会の創出が

望まれています。また、プログラム開発業やコンテンツ制作業などについては、小規模業

者が乱立し低価格競争などにつながっており、適正な競争を促す事業者意識の啓発などに

努める必要があります。 
こうした状況の中、本市では、平成 15年に「宜野湾ベイサイド情報センター」を建設し、
現在、情報産業関連企業 10社が入居しており、県内での業務の他、本土からの受注も数多
く受けています。しかし、今後の市域への集積を図るためには、現入居企業について市域

への立地を促進すると同時に、新しい企業を育成することが課題となっています。 
また、同センターでは「沖縄 IT－IM養成事業」により、インキュベーション※・マネー
ジャーを２名養成し、企業からの相談や県内インキュベーション施設との連携に取り組ん

でいますが、創業を志す事業者への支援体制、特にソフト支援の充実を図ることが急務と

なっています。同時に、市域に同等のサービスを提供できる体制を構築することが必要で

す。 
さらに、同センターでは、産官学連携事業として「沖縄 TLO※（技術移転機関）」のサテ
ライト※誘致検討の他、大学生インターンを受け入れていますが、今後も人材育成や企業の

経営支援などの分野で大学との連携を進めることが必要です。 
その他、市民の情報リテラシー※の向上のため、同センター内に市民向けパソコンコーナ

ーを設置しており、平成 16年度からは、市民向けパソコン教室などを実施しています。 
今後は、情報技術に対応した市民の底上げを図る事業、特に就業に結びつく市民の情報

技術の向上を支援する施策が必要です。 
 

③情報産業の振興 
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方針 ..............................................................................................................................................................................................  

（１）情報産業関連事業者の立地促進 

「宜野湾ベイサイド情報センター」を情報産業立地のためのインキュベーション

施設と位置づけ、新規創業を志す情報産業中核・周辺事業者への操業環境を提供し

ます。地域的な政策としては西海岸地域を中心に高度あるいは比較的大規模な立地

を促進し、その他の市域に情報サービス業や個人事業者等の立地を促進します。 

一方で、インキュベーション・マネージャー及び関連施策による事業創出のため

の支援体制とサービスを構築し、新規創業や第二創業を促進する環境を整備します。 

さらに、情報関連産業の協業先、共同研究先及び市場、販路とのマッチング支援

を進めます。 

 

（２）情報通信関連企業の育成 

強い経営基盤を持つ企業の育成を目的として、県内外の産業支援機関や大学との

情報交換及び協同事業を進めます。また、県内外の大学や研究機関、企業との連携

を強化することにより、人材育成を図るとともに、新事業創出のための支援環境を

構築します。 

さらに、情報技術の活用により、経営効率化、業務拡大等が期待できる商工業な

ど既存産業の情報化を推進することにより､競争力が高く経営基盤の強い企業の創

出を目指します。同時に、情報関連産業とのマッチング※により、情報関連産業の市

内における市場を創出します。具体的には、情報技術の活用による経営改善や第二

創業を志す既存の商工業事業者に対するセミナーなどの啓発活動を行なうとともに、

本市や県、国の様々な支援制度などを活用し、情報化を推進する企業に対する支援

を行ないます。 

 

（３）人材の育成支援 

市民の情報技術対応力向上のための人材育成を推進し、就業からレベルアップ､起

業に至るまでの意識啓発と技術力向上を支援します。 

具体的には、主として情報通信技術の中核や周辺の産業に従事する者を対象とし、

国・県・関係機関等との連携により、高度技術を有する人材の育成を実施します。

また、主として情報通信技術の周辺あるいは情報通信技術を利用する既存産業に従

事する者を対象とした人材育成を行います。この人材育成の主眼は市民の雇用促進

であり、市域に密着した事業を展開します。また、情報関連産業では、創造性や革

新性に富んだ起業家や幹部職員が必要とされていることから、起業家マインドや経

営感覚を持つ人材の育成を推進します。 
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施策一覧 ....................................................................................................................................................................................  

 

施策 計画項目 施策名 

・インキュベーション施設における操業環境の

提供 

・情報関連事業者の立地促進 

・事業創出のための支援体制およびサービスの

構築 

○情報産業関連事業者

の立地促進 

・協業、共同研究、販路とのマッチングの支援

・連携交流の促進 ○情報通信関連企業の

育成 ・産業における情報化の促進 

③情報産業の

振興 

○人材の育成支援 ・人材の育成支援 

 
 
 
 

「Ｕターン、Ｉターン」 
 Ｕターンとは、大都市などに移住した人が再び出身地やもとの居住地に戻る行動様式をいい、Ｉターンとは、

大都市などで生まれ育った人が、地方に移り住む行動様式のことです。 

 

「マンパワー」 
 人的資源のことです。 

 

「モチベーション」 
 動機付け、行動を促す要因、刺激、誘導を指します。 

 

「コンテンツ」 
 「内容」の意味で、コンピュータ関連では、情報サービスの内容を指します。 

 

「マッチング」 
 あるニーズをもった２つ以上のものを結びつけることで、事業協力者との出会いの場を提供することなどがあ

ります。 

 

「インキュベーション」 
 「孵卵、孵化、培養」の意味で、ベンチャー企業等の起業家の育成・支援を行うことをいいます。 

 

「ＴＬＯ」 
 テクノロジー・ライセンシング・オーガニゼーション（Technology Licensing Organization）の略で、技術移転機
関と訳されます。大学の研究者の研究成果を特許化し、それを民間企業等へ技術移転（Technology Licensing）す
る法人で、産と学の「仲介役」の役割を果たす組織のことをいいます。 

 

「サテライト」 
 「衛星」の意味で、本体から分離して用意された出先拠点のことです。 

 

「情報リテラシー」 
 パソコンをはじめとする情報通信機器を操作する能力や、ネットワーク社会で提供されるサービスや情報を使

いこなす基礎能力のことです。 

用語解説
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現状と課題 ...............................................................................................................................................................................  

本市の西海岸地域は、沖縄振興特別措置法に基づき情報通信産業振興地域（平成 10年４
月）、観光振興地域（平成 12 年８月）、産業高度化地域（平成 14 年４月）の指定を受けて
おり、コンベンション支援機能及び都市型リゾート施設等の整備促進や観光リゾート産業

の振興を図り、経済自立の発展地域として位置づけられています。 
国道 58号バイパス開通により、関連産業を誘致する基盤整備を進めており、宜野湾港マ
リーナの拡張工事も進められました。また、準工業地域においても「はにんす宜野湾（平

成 13年）」や「ダイコー沖縄（平成 16年）」、「サンエー大山シティ（平成 17年）」等を誘
致し、一定の企業集積を果たしています。 
仮設避難港周辺については、有効利用を図るための整備が課題となっています。 
西海岸地域の都市機能用地については、第１街区では平成 17年にリゾート型大型観光ホ
テル誘致が決定され、第２街区についてもショッピングモール機能を兼ね備えた健康保養

型ホテルの立地が決定されています。 
情報産業の誘致に関しては、市情報通信産業振興奨

励金を交付し、３社を誘致したほか、平成 15年には
「宜野湾ベイサイド情報センター」を建設し、10 社
の情報関連産業を誘致しています。 
一方、雇用対策については、小規模で経営基盤が弱い産業構造となっている本市におい

て、雇用の場の確保が困難な状況にあります。本市の失業率は平成 12年で 9.96％と、若年
層を中心に高い比率を占めています。また、近年パート労働者の増加により雇用情勢は大

きく変化しました。さらに高齢化社会への急速な移行の中で、中高年齢者の雇用問題はと

りわけ深刻となっています。 
本市では、国や県との連携のもとに「宜野湾市高年齢者職業相談室」を設置し、積極的

な雇用対策を展開するとともに、障害者の自立支援事業の展開、関係機関と連携した各種

講座の開催等の就業支援を行ってきました。今後も、地場産業の振興はもとより雇用能力

の高い新規企業の誘致を積極的に促進するとともに、新規学卒者をはじめとした若年労働

者、女性や中高年齢者、心身障害者などの雇用の拡大を図り、労働力需給の安定確保に努

める必要があります。また、「人材活用」と「生きがい対策」を推進する「シルバー人材セ

ンター」を充実し、高齢化社会への対応と市民生活の安定を図ることも重要です。 
一方で、国が打ち出している地域雇用創造支援事業に対する市の取り組みを検討する必

要があります。 
 

 

 

④企業立地の促進と雇用の拡大 

□情報通信産業振興奨励金の活用状況

件数 補助金合計

平成14年度 3 7,560,000円

平成15年度 3 10,296,000円

平成16年度 3 10,193,040円



 第２編 前期基本計画編 

第２章 創意工夫に満ちた元気な都市 

２節 地域の活力につながる商工業を振興する 

 

 103

方針 ..............................................................................................................................................................................................  

本市の産業の振興と雇用の拡大を図るため、西海岸開発と企業誘致を図ります。このた

め、観光リゾート産業やリゾートホテル等宿泊施設の誘致、また、相乗効果を生み出す商

業集積施設の誘致を促進し、アフターコンベンションの充実を図るなど、コンベンション

シティとしてのまちづくりに取り組みます。 
 
（１）企業立地の促進 
都市機能用地については、「宜野湾ホテル事業計画」、「沖縄宜野湾ベイリゾート事業計

画」等の着実な実行に向けて取り組むとともに、引き続き企業誘致を推進し、経済の活

性化、観光振興及び雇用の創出を図ります。 
また、西海岸地域の未利用地については、今後とも良好な都市環境の整備等のために

積極的に有効活用を図ります。 
仮設避難港周辺については、宜野湾市仮設避難港周辺整備基本方針に基づき、関係機

関との横断的な調整を図りながら、事業化に向けた取り組みを行います。 
情報産業については、引き続き誘致を進めていきます。 

 
（２）中高年齢者、心身障害者、女性などの雇用促進 
高齢化、女性の社会進出など社会環境の変化に柔軟に対応するため、中高年齢者、心

身障害者、女性の雇用促進を図ります。このため、「宜野湾市高年齢者職業相談室」をは

じめ、各種講座の開催等、各種雇用対策を展開します。 
また、定年退職後等の高年齢者に対して、地域に密着した仕事を提供し、高年齢者の

生きがいの充実や高年齢者の社会参加の促進を図るとともに、激変する社会情勢に円滑

に対応することを目的として、シルバー人材センターの充実を図ります。 
一方で、地域雇用創造支援事業に対する市の取り組みを検討します。 
 
施策一覧 ....................................................................................................................................................................................  
 

施策 計画項目 施策名 

・都市機能用地への企業立地の推進 

・情報産業の誘致 

・西海岸地域（準工業地域）への企業誘致 

・ふるさと融資の活用による企業支援 

○企業立地の促進 

・仮設避難港整備の推進 

・各種就業支援の推進 

・シルバー人材センターの拡充 

④企業立地の

促進と雇用の

拡大 

○中高年齢者、心身障

害者、女性などの雇用

促進 ・地域雇用創造支援事業の検討 
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３節 個性ある都市型農漁業や創造的な活動を展開
する 

 
 
 
 
現状と課題 ...............................................................................................................................................................................  

本市は、昭和 49 年の那覇広域
都市計画実施に伴い、軍用地を除

く全地域が市街化区域に指定さ

れました。そのため、総人口の急

激な増加に伴う市街化が進み、優

良農地は年々減少の一途をたど

っています。農地は、食料を生産

する場だけでなく、緑地機能や景

観機能等、多面的な機能を有して

おり、そうした視点を含めて積極

的に保全を図っていく必要があ

ります。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
本市の農産物産出額は平成 16年度で２億７千万円となっており、田いも、菊、ばれいし
ょ、観葉植物、さとうきび、トマトが主な順位となっています。また、畜産の産出額は５

千２百万円となっています。 
都市化の波が押し寄せる厳しい環境にあって、今なお生産に意欲的な農家もみられるこ

とから、農耕地の高度利用や生産施設の近代化、高収益作目の導入、生産技術の向上、生

産組織の支援等を通して都市型農業を推進し、農業所得の向上を図る必要があります。 
一方、畜産業については、畜舎の汚水処理や悪臭等環境問題から、市内での経営が困難

な状況となっており、意欲のある農家は近隣市町村で経営を続けています。今後も畜産振

興のため、種畜購入補助や環境保全対策を図りながら支援していく必要があります。 

①都市型農業の振興 

□耕地面積の推移 （単位：ha）

普通畑樹園地牧草地 小計

平成10年 25 40 1 41 66 3.4

平成11年 25 38 1 39 64 3.3

平成12年 25 37 1 0 38 63 3.2

平成13年 25 32 1 0 33 58 3.0

平成14年 23 31 1 1 33 56 2.9

平成15年 23 30 1 1 32 55 2.8

平成16年 23 28 1 1 30 53 2.7

（資料：沖縄農林水産統計年報）

耕地面積

合計
市面積に
占める
割合(%)

　　　項目

 年次 田
畑

□農家戸数及び人口調べ

専業
(戸)
兼業
(戸)
男
(人)
女
(人)
総計
(人)
男
(人)
女
(人)
総計
(人)

昭和60年 601 128 473 464 271 735 1,427 1,285 2,712 20,929 2.9

平成２年 400 107 293 368 254 622 923 847 1,770 24,467 1.6

平成７年 292 84 208 242 164 406 635 590 1,225 28,080 1.0

平成12年 69 26 43 259 133 392 423 388 811 31,699 0.2

※「農業就業人口」とは、自営農業に主として従事した世帯数である。

※全世帯数は国勢調査の値である。

全世帯
数

全世帯に
占める農
家割合(%)

　　　項目

 年次

農家
戸数
(戸)

専業兼業別 農業就業人口 農家人口
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□農畜産業粗生産額（推移） （単位：千円）

平成11年 平成12年 平成13年 平成14年 平成15年 平成16年

そ　　　菜 43,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000

花　　　卉 82,000 120,000 150,000 160,000 80,000 90,000

さとうきび 16,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000

い　　　も 20,000 20,000 20,000 10,000 10,000 20,000

田　い　も 171,000 150,000 170,000 140,000 80,000 120,000

小　　　計 332,000 330,000 380,000 350,000 210,000 270,000

豚 10,000 10,000 10,000 10,000 20,000 25,000

牛 5,000 5,000 5,000 10,000 20,000 26,000

鶏 1,000

小　　　計 15,000 15,000 15,000 20,000 40,000 52,000

347,000 345,000 395,000 370,000 250,000 322,000

（資料：沖縄農林水産統計年報）

農畜産　計

畜
　
産

耕
　
種

 

方針 ..............................................................................................................................................................................................  

（１）都市型農業を支える基盤の確保・整備 

本市に残された少ない農地について、食料生産の機能としての視点だけでなく、

緑地機能や景観機能等、多面的機能の視点を含めて積極的に保全を図るとともに、

その高度利用を促進します。とりわけ、大山田いも栽培地区については、極力保全

することを基本とし、生産基盤の整備等、振興に向けた具体的な取り組みを進めま

す。 

 

（２）継続的・安定的な都市型農業の確立 

農家の経営安定化に向けて、高収入作目の施設栽培を奨励しながら専業農家、兼

業農家、自給的農家それぞれに支援するとともに、生産組織の育成強化に向けて支

援します。その際、他市町村で農業を営んでいる市民に対しては、当該市町村と調

整を図りつつ支援します。 

また、特産品を奨励し、産業まつり等イベントにより販路の拡大を図ります。さ

らに、農業体験学習等、学校教育との連携を進めるとともに、直売施設の整備、グ

リーン・ツーリズム※の展開等、観光産業との連携をめざします。 

畜産業については、優良品種導入の助成を図り支援するとともに、環境保全対策

指導も実施します。 

一方で、都市地域における継続的な農業を展開していくため、県や試験研究機関

と連携し、環境にやさしい農業の展開に取り組みます。 

これらの支援策等を通し、魅力と活力あふれる都市型農業の振興を図りつつ、新

規就業者や女性、定年帰農者等に対する相談体制、研修等を実施し、多様な担い手

の育成・確保を図ります。 

 

「グリーン・ツーリズム」 
 緑豊かな農山漁村地域において、その自然、文化、人々との交流を楽しむ、滞在型の余暇活動のことをいいます。

用語解説
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施策一覧 ....................................................................................................................................................................................  

 

施策 計画項目 施策名 

・大山田いも栽培地区の振興に向けた取り組み

の推進 

○都市型農業を支える

基盤の確保・整備 

・農地の保全と高度利用 

・融資制度、補助制度等を活用した経営安定化

への支援 

・生産技術の指導 

・生産組織の育成強化 

・特産品の奨励 

・流通対策の整備支援 

・学校教育や観光産業と連携した新たな農業の

展開促進 

・畜産農家に対する環境保全対策の指導、強化

・環境にやさしい農業の推進 

①都市型農業

の振興 

○継続的・安定的な都

市型農業の確立 

・多様な担い手の育成・確保 

 
 

大山の田いも畑 
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□登録漁船の推移

平成10年 90 84 5 1

平成11年 87 79 7 1

平成12年 84 75 8 1

平成13年 86 76 9 1

平成14年 86 76 9 1

平成15年 80 66 13 1

平成16年 77 60 16 1

（資料：沖縄県漁業統計年報）

合計
　　　項目
 年次

15～
20トン

10～
15トン

５～
10トン

５トン
未満

 
 
 

現状と課題 ...............................................................................................................................................................................  

本市は、西海岸に好漁場があり、

平成 16年 12月現在、77隻の漁
船が登録されています。 
はえ縄、一本釣り、刺網、潜水

器、ひき縄などで漁業を営み、主

に、ソデイカ、タイ、ハタ、マチ

類の漁獲があります。平成 16 年
の漁獲量は、229トンで 396百万
円の水揚がありました。 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
本市はこれまで漁港がなく、公有水面埋立事業で一時的に設置した仮設避難港を代用し

たり、伊佐や宇地泊の河川に漁船を係留し漁業を営み、台風時には、漁船、漁具の保全、

操業の安全に支障をきたしていました。しかし、昭和 63年に漁港建設の目途がたち、国の
第８次漁港整備計画（昭和 63年～平成５年）、第 9次計画（平成６年～平成 13年）を経て、
現在、地域水産物供給基盤整備事業（平成 14 年～平成 18 年）によって県管理漁港として
整備が進められており平成 11年に一部供用開始されています。これと並行して公共用地の
環境施設整備事業や関連施設の整備が急がれます。 
また、本市は単独の漁協を持たず、浦添・宜野湾漁業協同組合が本市の漁業者への支援

や各種漁業振興策に取り組んでおり、近年は養殖等にも力を入れています。本市も漁業の

振興のため漁協への支援を図ってきました。 
水産業を取り巻く情勢は、漁業資源の減少、輸入水産物の増大、水産従事者の高齢化や

後継者不足など課題も多いことから、従来の「獲る漁業」から「作り育てる漁業」への転

換を図るなど、コンベンションリゾート地区に位置している宜野湾漁港の立地条件を生か

しつつ、隣接して計画されているマリン支援センターや仮設避難港とも連携しながら観光

も視野にいれた、安定的漁業の振興策を講じる必要があります。 
 

②都市型漁業の振興 

□水産業経営体及び水揚高並びに生産額

漁業経営体(人) 57 49 58 60 53 53 45

内面養殖業者数(人) 0 0 8 5 6 9 10

漁業水揚高数量(ﾄﾝ) 339 384 422 400 413 218 229

生産額(百万円) 241 266 206 235 239 383 396

（資料：沖縄総合事務局農林水産統計年報）

平成16年平成15年平成14年平成13年
　　　　　　　年次
 区分

平成12年平成11年平成10年
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方針 ..............................................................................................................................................................................................  

（１）都市型漁業を支える基盤の整備 

県管理漁港の供用開始とあわせて施設の整備を図るとともに、市独自の埋め立てによ

り取得された用地に、コンベンション地域にふさわしい個性ある漁業関連施設を整備し

ます。 
また、県並びに関係市町村と調整を図りながら、海域に応じた資源の管理、漁場の整

備をめざします。 
 
（２）継続的・安定的な都市型漁業の確立 
水産業近代化奨励補助金、水産業近代化資金の積極的活用によって漁獲高の向上を図

るとともに、漁業資源の減少や水産従事者の高齢化などの課題に対応するため、従来の

「獲る漁業」から「作り育てる漁業」への転換を図り、漁家の経営安定化を支援します。

また、浦添宜野湾漁協を支援し、組織の活性化を図ります。 
さらに、「マリン支援センター」で実施される漁業体験学習等との連携を進めるととも

に、直売施設や海産物レストランの設置、観光産業との連携をめざします。 
これらの支援策等を通し、魅力と活力あふれる都市型漁業の振興を図りつつ、新規就

業者等に対する相談体制、研修等を実施し、後継者の育成・確保を図ります。 
 
施策一覧 ....................................................................................................................................................................................  

 

施策 計画項目 施策名 

・漁港および関連施設の整備推進 

・直売施設および海産物レストランの設置 

○都市型漁業を支える

基盤の整備 

・漁場の開発(パヤオの設置) 

・融資制度、補助制度等を活用した経営安定化

への支援 

・養殖事業の推進 

・漁業協同組合の支援 

・観光産業と連携した新たな漁業の展開促進 

②都市型漁業

の振興 

○継続的・安定的な都

市型漁業の確立 

・後継者の育成・確保 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１節 市民の明るく安心な

くらしを支え合う 

 

２節 安全な都市のくらし

をまもる 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

安心して住み続

けられる都
ま

市
ち
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「一人ひと
りに応じた
サービス」の
利用支援 

「健康で安
心して暮ら
す」環境の整
備 

将

来

都

市

像 

市

民

が

主

役

の

「

ね

た

て

」

の

都

市

ま

ち

・

ぎ

の

わ

ん 

基

本

目

標 

安

心

し

て

住

み

続

け

ら

れ

る

都

市

ま

ち

 

１

節

 

市

民

の

明

る

く

安

心

な

く

ら

し

を

支

え

合

う 

②児童福祉の拡充 

・子育て支援サービスの充実
・保育サービスの充実 
・子育て支援ネットワークづくり 
・子育てに関する地域への意識啓発 
・相談・情報提供の充実 

・福祉学習の推進・充実 
・地域を知る、地域に愛着をもつための活動促進 
・地域のお手伝いパーソン（ボランティア）の養成、確保 

①地域福祉の拡充 

「みんなが
つながる」し
くみづくり 

・チュイシージーセンターの設置 
・お助けパーソン（ソーシャルワーカー等）の確保・配置 
・地域づくり等を軸とした連携体制の構築 

「ともに生
きる」心と地
域を育む 

・児童の健全育成のための取り組みの推進 
・児童センターの適正配置 

地域社会で
子どもを育
てる環境づ
くり 

安心できる
子育て環境
の充実 

・地域における健康づくり支援 
・活動拠点の確保と居場所づくり 
・バリアフリー、ユニバーサルデザインのまちづくり 
・地域で取り組む防災、防犯対策 

・総合相談窓口の設置と相談体制の確立 
・情報提供の充実 
・権利擁護の確立 
・「新たなサービス展開」への支援 

③児童虐待への対応 

・要保護児童対策地域協議会の設置 
・相談窓口の強化 
・職員の資質の向上 

・育児支援訪問指導員の充実
・市民への周知・啓発の充実 

虐待の未然
防止への取
り組み強化

相談・支援体
制の充実強
化 

支援体制の
強化 

・ひとり親家庭自立促進計画の策定 
・就業支援の充実 
・貸付制度の周知 

④ひとり親家庭への自立支援の推進 

子育て・生活
支援の拡充 

・支援制度の周知の徹底 
・支援ニーズの把握 

経済的自立
の支援 

・相談体制の整備 
・母子寡婦福祉会活動の支援 

・相談、支援体制の充実・強化（窓口体制、シェルターの整備
の検討等） 
・適切な保護のためのネットワークの構築 
・被害者への適切な対応のための研修等の充実 
・被害者の自立支援の充実 

⑤ＤＶの防止と被害者対策の強化 

ＤＶ防止の
ための広報
啓発 

・市民への広報・啓発の充実 
・ＤＶ未然防止のための教育（学校教育・社会教育） 

被害者の保
護及び自立
支援 

□ 施 策 体 系 
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安心して暮
らせる体制
づくり 

生きがい・就
労づくり 

保健・医療・
福祉サービ
スの推進 

生活利便性
の高い住環
境の基盤づ
くり 

安心とやす
らぎのある
暮らしの基
盤づくり 

将

来

都

市

像 

基

本

目

標 

安

心

し

て

住

み

続

け

ら

れ

る

都

市

ま

ち

 

１

節

 

市

民

の

明

る

く

安

心

な

く

ら

し

を

支

え

合

う 

⑥障害者(児)福祉の充実 

・啓発広報活動の強化
・福祉教育の推進 
・情報提供の充実 
・地域福祉の推進 

・教育・育成の充実
・雇用・就業の促進 
・スポーツ・レクリエーション、文化活動の推進 

社会参加と
自立に向け
た基盤づく
り 

共生と交流
のための基
盤づくり 

⑦高齢者福祉の充実 

・総合的な相談体制の確立
・総合的な相談、支援の提供 

・地域支援事業の充実
・介護予防サービスの充実 
・介護サービスの充実 
・福寿園事業の充実 
・包括的・継続的なケアマネジメント 

地域支援事
業及び介護
保険サービ
スの提供充
実 

総合的な相
談の推進 

・健康づくり及び疾病予防 
・適切な医療の提供 
・福祉サービスの充実 

・生きがいづくりの拡充 
・就労対策の充実 

・介護保険事業の円滑な運営 
・保健福祉活動拠点の整備促進 

・保健・医療の充実
・福祉サービスの充実 
・防犯・防災体制の充実 

・生活環境の整備
・移動・交通手段の確保 

支援体制の
充実・強化 

・各種制度の周知の徹底 
・相談体制の充実・強化 
・地域・関係機関等とのネットワークの充実及びサービス提供
の強化 

⑧低所得者福祉の充実 

自立支援の
充実 

・求職相談、職業相談体制の充実 
・職業訓練、技能習得等の就労支援策の整備 
・関係機関との連携推進 

生活の安定
化 

・生活困窮世帯の実態把握
・職員の資質向上及び体制の充実 

市

民

が

主

役

の

「

ね

た

て

」

の

都

市

ま

ち

・

ぎ

の

わ

ん 
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将

来

都

市

像 

基

本

目

標 

安

心

し

て

住

み

続

け

ら

れ

る

都

市

ま

ち

 

１

節

 

市

民

の

明

る

く

安

心

な

く

ら

し

を

支

え

合

う 

障害者の雇
用促進 

⑩労働福祉の充実 

・勤労青少年の福祉の増進
・中小企業退職金共済制度の普及・促進 
・駐留軍離職者への支援 

・ファミリーサポートセンターの設立 
・男女共同参画社会に向けた就労環境の整備 

労働者の子
育て支援 

就労環境の
充実 

・小規模作業所・企業等への案内 
・通所授産施設の誘致 
・関係機関等との情報交換 
・小規模作業所への支援 

健康づくり
の充実・強化

⑨国民健康保険事業の充実 

・被保険者の資格適用・適正化 
・レセプト点検の充実強化 
・重複・多受診者への訪問指導 
・第三者求償 

・未申告対策
・賦課の適正化 
・収納率向上対策 

国民健康保
険財政の健
全化及び安
定化

医療費適正
化の推進 

・健康づくりの活動普及
・地域住民の健康意識の向上及び自発的な健康づくりの推進 

国民年金制
度の周知 

・広報活動の充実及び加入促進 
・戸別訪問及び年金相談の充実 
・保険料免除制度や新導入制度の活用促進 
・事務体制の充実 

⑫国民年金無年金者対策の推進 

市

民

が

主

役

の

「

ね

た

て

」

の

都

市

ま

ち

・

ぎ

の

わ

ん 

母子保健の
充実・強化 

成人期以降
の健康増進 

・「健康ぎのわん２１」の推進体制の確立及び取り組みの推進
・関係機関及び地域の各種団体との連携強化 
・生活習慣病予防知識の普及啓発 
・各保健事業の強化

⑪地域保健の充実 

・母子の健康確保 
・食育の推進 
・思春期保健対策の充実 
・小児医療の充実 

・献血思想の普及 
・献血協力団体の拡大 
・献血協力回数の増加促進 

感染症予防
対策の充実 

・広範囲で細かな医療機関との連携 
・予防接種知識の普及啓発 
・予防接種率の向上 

献血への協
力 
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暴力団の追
放 

職員の資質
の向上 

災害時の安
全確保 

住宅火災対
策の推進 

将

来

都

市

像 

基

本

目

標 

安

心

し

て

住

み

続

け

ら

れ

る

都

市

ま

ち

 

２

節

 

安

全

な

都

市

の

く

ら

し

を

ま

も

る 

①消防・救急体制の拡充 

・消防装備等の整備強化
・消防水利施設の整備拡充 

・救急体制の整備
・救急救命士の育成・強化 
・一般市民への応急手当等の普及・啓発と応急手当普及員の育
成 
・緊急通報システムの拡充 

救急体制の
確立と応急
手当等の普
及・啓発 

消防体制の
強化 

②防災体制の強化 

・自主防災組織の育成
・災害ボランティア活動の推進 
・要援護者支援体制の確立 

・防災情報システムの充実
・宜野湾市防災行政無線の整備・拡充 

通信連絡体
制の強化 

防災活動の
体制整備 

・災害時避難誘導マニュアルの作成 
・避難予定場所・避難施設の確保 
・避難誘導標識・避難場所表示板設置等の整備 
・防災備品の備蓄 

・地域安全モデル地区の指定及び連絡協議会の設立 
・地域の安全パトロール隊結成の促進 
・シルバーＰＴＡの結成促進 
・防犯灯設置の推進 

・ちゅらひとづくりの推進 
・ちゅらまちづくりの推進 
・ちゅらゆいづくりの推進 

・住民への広報啓発
・住宅用防災機器の設置 

③防犯対策の強化 

・市民総ぐるみによる暴力団撲滅運動の推進 

・消防職員の教育訓練への派遣 
・救急救命士研修 
・消防団の育成

被害者対策 

交通安全対
策 

交通安全環
境の整備 

・スクールゾーン等の整備 
・信号機や横断歩道等の設置要請 

・交通安全運動の実施 
・交通安全教室の開催 
・交通安全キャンペーン市内一周駅伝大会の実施 

④交通安全対策強化 

・交通遺児支援資金造成運動の推進 
・交通遺児育英会奨学金等の利用促進 
・加入申込書の全戸配布による都市交通災害共済制度への 
加入促進 

市

民

が

主

役

の

「

ね

た

て

」

の

都

市

ま

ち

・

ぎ

の

わ

ん 
青少年犯罪
の防止と健
全育成 

・「宜野湾市立青少年サポートセンター」の設置検討 

ちゅらさん
運動の推進 

防犯環境の
形成 
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１節 市民の明るく安心なくらしを支え合う 
 
 
 
 
現状と課題 ...............................................................................................................................................................................  

近年、深刻な経済不況の中、少子高齢化や核家族化、都市化、情報化など社会構造の変

化に加え、伝統的な家庭や地域の相互扶助機能は弱体化し、社会的つながりも希薄化する

など地域社会は変容しつつあります。これに伴い、様々なストレスや不安から児童・高齢

者虐待や家庭内暴力、自殺、ひきこもり、ホームレスなどが増加し、福祉ニーズも複雑、

多様化の傾向にあります。 
 このような福祉課題の増加に対応するため、国では市町村への権限委譲をはじめ児童福

祉法や介護保険制度の見直し、障害者自立支援法の制定など福祉分野の構造改革を進めて

います。 
 本市では、児童、障害者、高齢者、保健などの各個別計画により、福祉施設の整備充実

や各種サービスの提供、福祉の情報提供・相談、各種団体の活動支援など市民の福祉向上

に努めています。また、地域福祉に対する市民の関心が高まっており、福祉関連事業所を

はじめ、NPO法人やボランティア団体など福祉活動を目的とする民間団体の活動も活発化
しています。さらに、本市小中学校においては福祉教育の充実に努めるとともに、家庭や

地域での相互扶助の精神の醸成をはじめ地域全体で子どもの成長を支える仕組みづくりに

ついても取り組みを進めているところです。 
 今日の複雑、多様化する市民の福祉ニーズに対応するため、これまでの地域福祉に加え

て、これからは市民一人ひとりの個性や考えを尊重し、身近な地域で生きがいをもち自立

した生活ができるよう、お互いに支え合いながら暮らしていける環境が求められています。 
 そのためには、既存の公共施設や自治会の公民館、空き店舗等を有効活用し、市民の身

近な地域での各種のサービス、情報の提供が必要であり、同時に分野別に実施しているサ

ービスを連携し、総合的にサービスを提供することが求められています。また、子どもや

市民の憩いの場として公園などの生活環境の整備、高齢者や障害者などすべての市民の社

会参加（ノーマライゼーション※）を一層推進するため、公共施設や道路、建物などあらゆ

る場所において障壁のない社会（バリアフリー※の社会）を築きあげていくことが必要です。 
さらに、地域を支える地域住民の福祉活動への積極的な参加を促進するとともに、行政

や社会福祉協議会、民生委員児童委員連絡協議会、自治会、各種団体、NPO、ボランティ
ア団体、事業所等が協力、連携しながら、協働による地域福祉の推進に取り組むことが重

要です。 
 

①地域福祉の拡充 

「ノーマライゼーション」 
障害や病気があっても、人間には「普通の生活(ノーマルライフ)」を送る「権利」があり、社会にはそれを支え

る「責任」があるという思想のことをいいます。 

 

「バリアフリー」 
障害のある人の社会参加を阻害する全て（物理的・社会的等）の障壁を除去することをいいます。 

用語解説
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方針 ..............................................................................................................................................................................................  

 児童、高齢者、障害者をはじめ、すべての市民が地域に愛着を持ち、地域を支える担い

手としての意識が高められるよう、地域活動に参加する機会を創出し、市民が主体的にか

かわれる福祉のまちづくりを進めます。また、住みなれた地域でいきいきと健康で安心し

て暮らせるよう、地域ぐるみでの健康づくりを進めるとともに、すべての人に配慮した生

活の基盤を整備します。 
 さらに、身近な地域での支えあいづくりを支援していくために、中学校区ごとにチュイ

シージーセンターを設置し、人材の確保に努めます。また、保健・福祉・医療等の関連団

体や社会福祉協議会、行政関係課等との連携体制の構築を図ります。 
 福祉サービスにおいては、市民一人ひとりのニーズに即した的確なサービスを利用でき

るよう、日常生活に必要な情報提供の充実を図り、各種相談窓口の充実に加え、総合的な

相談窓口の設置を目指します。また、今後の様々なニーズに対応していけるよう、コミュ

ニティビジネスなどの新たなサービス展開への支援を図ります。 
 
施策一覧 ....................................................................................................................................................................................  

 

施策 計画項目 施策名 

・福祉学習の推進・充実 

・地域を知る、地域に愛着をもつための活動促

進 

○「ともに生きる」心

と地域を育む 

・地域のお手伝いパーソン（ボランティア）の

養成、確保 

・チュイシージーセンターの設置 

・お助けパーソン（ソーシャルワーカー等）の

確保・配置 

○「みんながつながる」

しくみづくり 

・地域づくり等を軸とした連携体制の構築 

・地域における健康づくり支援 

・活動拠点の確保と居場所づくり 

・バリアフリー、ユニバーサルデザイン※のまち

づくり 

○「健康で安心して暮

らす」環境の整備 

・地域で取り組む防災、防犯対策 

・総合相談窓口の設置と相談体制の確立 

・情報提供の充実 

・権利擁護の確立 

①地域福祉の

拡充 

○「一人ひとりに応じ

たサービス」の利用支

援 

・「新たなサービス展開」への支援 

「ユニバーサルデザイン」 
空間作りや商品のデザインなどに、誰もが利用しやすいデザインを初めから取り入れようとする考えのことです。

用語解説
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現状と課題 ...............................................................................................................................................................................  

本市では、平成 16年度に、次代を担う子どもの育成という観点からこれまでの施策を踏
まえつつ、次世代育成支援対策推進法に基づき「宜野湾市次世代育成支援行動計画」を策

定し、子どもや親が地域で生きる喜びを実感できる街づくりに取り組んでいます。 
近年の保育ニーズは、核家族化や共働きの家庭の増加等に伴い多様化し、年々保育所入

所希望者は増加傾向にあり、本市では、乳児、延長、障害児、一時、夜間の保育や、子育

て支援センター事業を実施し保育サービスの拡大と充実に努めています。また、本市の保

育所数は、平成 17年 4月 1日現在で、市立保育所 3ヶ所、認可保育園 10ヶ所（分園 2ヶ
所）が設置され、入所率は 112.7％（1,448人）となり、社会的保育を必要としながら保育
所に入所できない待機児童は認可外保育園（52 ヶ所）に依存している状況もみられます。
これに対応するため保育所の増設や定員の増加により、平成 12年から平成 17年までで 385
人の待機児童解消を図りましたが、依然として待機児童数は多く（平成 17年 4月 1日現在
250 人）、今後とも待機児童の解消に向けて、認可保育所の増設や定員枠の拡大、分園設置
等の適正な保育所配置が求められます。 
さらに、地域で安心して子育てができるよう、さらなる相談・情報提供や地域住民に対

する意識啓発、地域や専門家等との連携が重要です。 
  
□保育所入所の推移 
 
 
 
 
 
 
 

 
また、少子化や核家族化、都市化（遊び場の減少）、情報化（テレビ、インターネット）

等の影響により、学校外における子ども同士での交流機会が少なくなってきています。人

との交流を通して人間関係の形成や社会規範、自主性、創造性などを育むため、放課後や

週末等に子どもが自主的に参加でき、子ども間及び地域の多様な世代との交流を図るなど、

子どもの健全育成に資するような場を確保する必要があります。本市では、子どもの居場

所づくりの一環として現在 15の学童クラブが運営され、児童の健全育成活動の拠点となる
児童センターは 4 館整備されています。今後ともその運営の充実強化を図るとともに、施
設の適正配置を検討していく必要があります。 

②児童福祉の拡充 

各年4月1日現在

平成12年 平成13年 平成14年 平成15年 平成16年 平成17年

保育所数 A 12 13 13 13 13 13

入所定員数 B 900 1,080 1,130 1,165 1,185 1,285

就学前児童数 C 7,356 7,271 7,584 7,134 7,068 6,944

入所申請数 D 1,241 1,432 1,548 1,647 1,679 1,698

入所児童数 E 1,016 1,215 1,275 1,324 1,339 1,448

入所率 E/B 112.9% 112.5% 112.8% 113.6% 113.0% 112.7%

待機児童数 G 225 217 273 323 340 250

待機率 G/E 22.1% 17.9% 21.4% 24.4% 25.4% 17.3%

区分
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方針 ..............................................................................................................................................................................................  

児童福祉は、「宜野湾市次世代育成支援行動計画」に基づいて様々な施策に取り組んで

いきます。 
 
（１）安心できる子育て環境の充実 
すべての子育て家族が地域で安心して子どもを生み育てることができるよう、地域や

その他様々な関係団体、専門家等との連携を図りながら、乳児保育、延長保育等の実施

や待機児童解消に向けての適正な保育所配置など、さらなる子育て支援サービスや保育

サービスの充実に努めます。また、今後とも子育て情報誌や市のホームページ等による

情報提供や各相談窓口の対応を充実していきます。 
 
（２）地域社会で子どもを育てる環境づくり 
 地域社会や子どもを核としたコミュニティの再生を図りながら、昔ながらのふれあい

のある人にやさしい街づくりを目指し、関係機関等との連携による子どもの居場所づく

りや児童センターの運営強化及び適正配置など、地域が一体となった子育ての支援及び

子どもの健全育成を図ります。 
 
 
 
 
 

□児童センターの利用状況

施設名
新城
児童センター

大山
児童センター

赤道
児童センター

大謝名
児童センター

個人利用 21,864 13,562 14,363 17,828

団体利用 11,013 8,843 13,320 11,621

計 32,877 22,405 27,683 29,449

個人利用 23,334 13,409 15,524 16,390

団体利用 15,493 9,344 13,528 10,400

計 38,827 22,753 29,052 26,790

個人利用 25,581 14,540 12,585 10,378

団体利用 17,312 11,506 13,141 8,448

計 42,893 26,046 25,726 18,826

個人利用 24,747 14,063 8,345 10,418

団体利用 20,629 12,222 14,864 9,145

計 45,376 26,285 23,209 19,563

個人利用 22,685 14,834 23,562 15,642

団体利用 20,619 13,636 17,613 8,115

計 43,304 28,470 41,175 23,757

平成16年度

平成12年度

平成13年度

平成14年度

平成15年度
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施策一覧 ....................................................................................................................................................................................  

 

施策 計画項目 施策名 

・子育て支援サービスの充実 

・保育サービスの充実 

・子育て支援ネットワークづくり 

・子育てに関する地域への意識啓発 

○安心できる子育て環

境の充実 

・相談・情報提供の充実 

・児童の健全育成のための取り組みの推進 

②児童福祉の

拡充 

○地域社会で子どもを

育てる環境づくり ・児童センターの適正配置 
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現状と課題 ...............................................................................................................................................................................  

わが国では児童虐待の予防・早期発見・被虐待児童への迅速かつ適切な対応等の施策推

進を目的として、平成 12 年 11 月に「児童虐待の防止等に関する法律」が施行され、平成
16年 4月の改正の際には、通告義務が、これまで「児童虐待を受けた児童を発見した」場
合の通告から「児童虐待を受けたと思われる児童を発見した」場合に拡大され、かつ児童

相談所からの送致も受けるようになり相談件数も増加の一途にあります。 
本市においても、児童の家庭を取り巻く環境の変化に伴い、虐待相談件数は増加傾向に

あり、平成 16年度の児童虐待件数（延べ件数）は 638件となっています。これらの児童虐
待に対応するため、関係機関を網羅した「宜野湾市児童虐待防止ネットワーク会議」を平

成 15年 8月に発足しました。未来に生きる子ども達がすこやかに育まれ、心豊かに育つこ
とを願い、各地域での児童虐待の研修会開催、関係機関と実務者による情報交換や事例検

討の協議など、虐待への早期対応に努めています。 
児童虐待は社会的・家庭的問題が複雑に絡んで発生し、問題は多岐にわたり専門的にな

っているため、対応する職員の資質向上や相談・支援体制の強化が求められます。 
 また、近年の核家族化や少子化の進行、地域社会の希薄さから育児不安やストレス等が

増大している傾向にあります。このような状況に対応するため、平成 17年度より児童虐待
の未然防止として「育児支援訪問事業」を開始しました。「育児支援家庭訪問指導員」を配

置し、子育てに過重な負担がかかる前に家庭を訪問し、子育ての悩み相談、家事・育児の

支援を行うなど、育児不安への早期対応に努めており、今後ともさらなる充実を図る必要

があります。 
今後、児童虐待に迅速かつ的確に対応するためには、関係機関との連携はもちろん、市

民に広く児童虐待について周知し、虐待防止に必要な体制整備に努める必要があります。 
 
方針 ..............................................................................................................................................................................................  

（１）相談・支援体制の充実強化 
学校・保育所、その他関係機関との連携を強化し、虐待の早期発見と適切な対応を強

化します。その一方で、虐待防止だけにとどまらず不登校や非行防止など、児童に対す

る体系的な支援体制を見据え、児童虐待防止ネットワークの要保護児童対策地域協議会

への移行に取り組んでいきます。 
 また、児童虐待の多岐にわたる問題に対応するため、職員の資質向上に努め、相談・

支援体制の強化を図ります。特に児童虐待とＤＶ被害は重なって発生する可能性もある

ことから、児童虐待対応職員と女性相談員との連携を強化した支援に努めます。 
 さらに、児童虐待を受けた子ども等には保護、自立に至るまでの切れ目のない総合的

支援が必要なため各関係機関との連携を強化し、虐待が連鎖していかないよう努めます。 

③児童虐待への対応 
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（２）虐待の未然防止への取り組み強化 
児童虐待が起こりうるハイリスクの家庭（経済苦、若年親、ひとり親、社会的孤立家

庭等）に対し、育児に対して過重な負担がかかる前に育児支援家庭訪問指導員を活用し、

虐待への未然防止に努めます。 
 また、虐待の早期発見の視点から、市民が通告することに対して躊

ちゅう

躇
ちょ

がないよう、市

民への児童虐待の周知を図り、虐待防止に努めます。 
 
施策一覧 ....................................................................................................................................................................................  

 

施策 計画項目 施策名 

・要保護児童対策地域協議会の設置 

・相談窓口の強化 

○相談・支援体制の充

実強化 

・職員の資質の向上 

・育児支援訪問指導員の充実 

③児童虐待

への対応 

○虐待の未然防止へ

の取り組み強化 ・市民への周知・啓発の充実 
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現状と課題 ...............................................................................................................................................................................  

 社会情勢の変化によりひとり親家庭が増加しており、母子・父子家庭、片親が障害を持

つ家庭等では社会的・経済的に不安定な状態に陥る傾向にあることから、児童の健全育成

と家庭生活の安定と自立を図るため行政的支援を行っています。 
平成 17年 6月 30日現在、本市の児童扶養手当受給者でみる母子世帯数は 1,360世帯で、
総世帯（35,861）に占める比率は約 3.8%となっています。 
現在ひとり親家庭に対して、経済的支援としての児童扶養手当、母子父子家庭等医療費

助成、母子寡婦福祉貸付金等、また、子育て支援としての保育所への優先入所、母子父子

家庭等入学激励金（小学校入学時）、日常生活支援事業、就労支援としての母子家庭等自立

支援教育訓練給付金事業が行われています。精神的支援としては相談業務（家庭相談員、

虐待ネットワーク、育児支援家庭訪問員）を行っています。また、母子寡婦福祉会では技

能習得のための講習会の開催やホームヘルパーの派遣（日常生活支援事業）、小口貸付、相

談業務などを行っています。 

平成 14年の母子及び寡婦福祉法などの改正により、国は母子家庭等の自立促進に向けた
子育て支援・就業支援を強化する方針を打ち出すと同時に、児童扶養手当の減額措置（支

給開始 5年経過後）を決めるなど母子福祉にとっては大きな転換期を迎えています。 
 
 
 
 
 
今後は、母子家庭等における就労支援体制の強化や、支援体制の少ない父子家庭のニー

ズ調査及び支援の拡充が求められます。 
また、ひとり親世帯は経済的困窮や子育ての悩みを抱える家庭が多く、今後も相談業務

での支援が重要であり、相談件数の増加と内容の複雑化などから、支援体制の拡充には関

係機関及び関係部署との連携強化が必要です。 
 
方針 ..............................................................................................................................................................................................  

（１）経済的自立の支援 
 ひとり親世帯への経済的支援を進めながら、今後は就業支援を中心とした総合的な自

立支援施策を推進します。 
 特に、母子家庭については、就業に結びつきやすい資格の取得などを通して、安定し

た生活がおくれるよう支援体制の強化を図ります。 
 

④ひとり親家庭への自立支援の推進 

平成12年度 平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度

受給者数 （人） 1,224 1,236 1,266 1,295 1,289

支給額 （円） － － － 625,473,960 639,736,300

□児童扶養手当受給者数 
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（２）子育て・生活支援の拡充 
就労で生計維持をしながら、育児も一人で担わなければならないひとり親世帯の負担

軽減となるような支援制度を広く知らせるとともに、ニーズ調査を実施し、制度の拡充

を検討します。 
 
（３）支援体制の強化 
 ひとり親世帯の抱える問題（育児、生活費、ＤＶ等）などを早期にサポートできる相

談体制づくりのため、担当者・関係部署の連携強化と相談窓口の周知を図ります。 
 また、母子寡婦福祉会を支援し、活動の促進に努めます。 

 
施策一覧 ....................................................................................................................................................................................  

 

施策 計画項目 施策名 

・ひとり親家庭自立促進計画の策定 

・就業支援の充実 

○経済的自立の支援 

・貸付制度の周知 

・支援制度の周知の徹底 ○子育て・生活支援の

拡充 ・支援ニーズの把握 

・相談体制の整備 

④ひとり親

家庭への自

立支援の推

進 

○支援体制の強化 

・母子寡婦福祉会活動の支援 
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現状と課題 ...............................................................................................................................................................................  

 配偶者からの暴力（以下「DV※」（ドメスティック・バイオレンス）という)に対して、平
成 13年 10月「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」(通称「DV防止
法」)が施行されました。この法律により、これまで「犯罪とまでは認識されていなかった」
家庭内暴力がはっきり犯罪として規定され、それ以来 DV に関する認識が広まり、深刻な
暴力の実態は顕在化されつつあります。 
 本市においては、人材育成交流センターめぶきの事業の一環として女性相談を実施して

いますが、平成 16年度の相談件数のうち約７割が DV関連の相談であることから、今後と
も DV防止に向けての広報啓発が必要になっています。 
 さらに、平成 16年 12月の DV法改正により、被害者の自立を支援するために必要な措
置を講ずるよう努めなければならないとして福祉事務所の責務が明確になりました。それ

に伴い、本市福祉事務所においては、DV被害者の相談支援を図るため平成 17年度から「婦
人相談事業」を実施しています。今後一層、県の関係機関と連携を図り、支援体制を充実・

強化する必要があります。 
 また、DVは家庭内で発生するため、児童虐待との関係性が深いことにも留意した対応が
求められます。 
 このような DV をはじめとする女性に対する暴力は、女性に不安と恐怖を与え、日常生
活や社会活動を束縛し、自信や活力を失わせる重大な人権侵害であり、その根絶に向けた

社会的認識の徹底が必要です。 
 

方針 ..............................................................................................................................................................................................  

（１）被害者の保護及び自立支援 
 福祉事務所や女性相談所、警察、その他関係機関と相互に協力し、適切な被害者の保

護が行われるよう連携強化に努めるとともに、相談及び支援体制の充実強化を図ります。

その一方で、対応する職員は被害者の置かれた立場を十分理解し、窓口等で二次的被害

を与えることのないよう、研修等を通して職員の資質の向上を図ります。 
 また、被害者が自立して心身共に安心して地域で生活できるよう、就業促進や住宅確

保への支援、精神面でのフォロー等、様々な制度についての情報提供や関係機関との連

携を図ります。 
 さらに、DVと児童虐待は重なって起こる可能性もあるため、被害者とその子どもの保
護について各関係機関との連携を図り、未然防止と被害者救済の取り組みに努めます。 

 
 
 

⑤ＤＶの防止と被害者対策の強化 
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（２）DV防止のための広報啓発 
 加害者及び被害者となることを未然に防ぎ、DVを根絶する社会的気運を醸成するため、
学校・地域・家庭において、人権や男女平等についての教育の充実を図ります。 
 DV及び DV防止法に関する正しい理解のもと、被害者を発見した者が各種機関への通
報や被害者本人への助言等、適切な対応や協力が得られるよう広報啓発を行ないます。 
 加害者の更生については、被害者の安全の確保を第一に考えつつ、DV防止法の規定に
基づき、再犯防止のための指導・カウンセリング等の取り組みについて調査研究し、他

機関と連携を図りながら実施します。 
 
施策一覧 ....................................................................................................................................................................................  

 

施策 計画項目 施策名 

・相談、支援体制の充実・強化（窓口体制、シ

ェルターの整備の検討等） 

・適切な保護のためのネットワークの構築 

・被害者への適切な対応のための研修等の充実 

○被害者の保護及び自

立支援 

・被害者の自立支援の充実 

・市民への広報・啓発の充実 

⑤ＤＶの防止

と被害者対策

の強化 

○ＤＶ防止のための広

報啓発 ・ＤＶ未然防止のための教育（学校教育・社会

教育） 

「ＤＶ（ドメスティック・バイオレンス）」 
家庭内暴力、とりわけ夫や恋人など親しい男性から、女性が恒常的に受ける暴力、虐待を指します。 

用語解説
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現状と課題 ...............................................................................................................................................................................  

 本市の障害者の状況は、平成 17年 4月現在で身体障害者（身体障害者手帳の交付を受け
た方）は 2,075 人、知的障害者（療育手帳の交付を受けた方）は 401 人、精神障害者（通
院費公費負担を受けた方）は 1,213 人となっており、市民人口の増加とともに障害者数も
増えてきています。 
本市では、障害者が市民の一人として安心して生活できるよう、共生と交流を図るため

の啓発広報活動や情報提供、社会参加と自立に向けた教育及び育成や雇用・就業の促進、

さらに、保健・医療・福祉サービスの充実、生活環境の整備など様々な保健・福祉サービ

スを提供し、障害者の福祉の向上に努めています。 
 障害者福祉においては、平成 15年 4月の「措置制度」から「支援費制度」への移行に伴
い、地域生活支援がこれまでより前進しましたが、利用者の急増によるサービス費用の増

大や地域または障害種別ごとのサービス等の格差、雇用環境の整備等の課題がみられ、障

害者が地域で安心して暮らせる環境づくりが十分には行われていない状況でした。そのた

め、これらの課題に対応すべく、「障害者自立支援法」が新たに平成 18 年４月より施行さ
れることとなり、これまでの障害者を取り巻く環境が大きく変わります。 
障害者自立支援法による障害保健福祉施策の改革には、①一元化による障害種別ごとの

制度格差の解消、②複雑な施設サービス体系の再編や既存の社会資源を活用した利用者本

位のサービスの提供、③就労支援の抜本的強化、④支援の必要度に関する客観的な尺度を

導入し、支給決定プロセスの透明化及び明確化、⑤安定的な財源確保のための国の費用負

担の責任強化とともに、皆で支える仕組みづくりなどが挙げられています。 
今後は、すべての障害者が地域で可能な限り自立した生活ができるよう、また、支え合

う地域生活が営めるような仕組みをつくっていくために、「宜野湾市障害者福祉計画」を見

直すとともに、障害者自立支援法に基づく「宜野湾市障害福祉計画」を策定し、より一層

の住みやすい環境づくりを進める必要があります。 
 

□障害者数の推移 

年  度 身体障害者(人) 知的障害者(人) 精神障害者(人) 合  計(人) 

平成 13 年度 1,791 399 ※県事務 2,190 

平成 15 年度 1,996 405    700 3,101 

平成 17 年度 2,075 401 1,213 3,689 

 

⑥障害者(児)福祉の充実 
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方針 ..............................................................................................................................................................................................  

 障害者を含むすべての市民が住みよい平等な地域社会づくりに向けて、障害者(児)に対
する正しい認識と理解促進のため、啓発広報活動や学校教育及び生涯学習等における福

祉教育の推進等を図り、共生と交流のための基盤づくりを図ります。また、ノーマライ

ゼーションの理念を継承して、障害者(児)が社会の一員として個々に達成可能な自立を目
指せるよう、障害児に対する教育環境の充実や障害者の雇用の拡大、スポーツ・レクリ

エーション、文化活動を推進します。さらに、保健・医療の充実や個々の障害に即した

福祉サービスの提供を進め、生活環境の整備や移動・交通手段の確保にも努めます。 
今後とも障害者の福祉の向上を図るため、障害者基本法のもとに、障害者の為の施策

に関する基本的な計画「宜野湾市障害者福祉計画（５年）」を見直し、具体的に数値目標

を掲げます。また、新たに障害者自立支援法において求められる、障害者福祉サービス、

相談支援及び地域生活支援事業の提供体制の確保に関する「宜野湾市障害福祉計画（３

年）」を策定し、地域で支える障害者福祉行政の推進に努めます。 
 
施策一覧 ....................................................................................................................................................................................  

 

施策 計画項目 施策名 

・啓発広報活動の強化 

・福祉教育の推進 

・情報提供の充実 

○共生と交流のための

基盤づくり 

・地域福祉の推進 

・教育・育成の充実 

・雇用・就業の促進 

○ 社会参加と自立に

向けた基盤づくり 

・スポーツ・レクリエーション、文化活動の推

進 

・保健・医療の充実 

・福祉サービスの充実 

○安心とやすらぎのあ

る暮らしの基盤づくり

・防犯・防災体制の充実 

・生活環境の整備 

⑥障害者(児)

福祉の充実 

○生活利便性の高い住

環境の基盤づくり ・移動・交通手段の確保 
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現状と課題 ...............................................................................................................................................................................  

わが国では、平均寿命の伸長と少子化傾向により、高齢社会が到来しています。 
本市においても、65歳以上の高齢者人口が平成７年度では 6,277人、総人口比率は 7.75％
であったのに対し、平成 17年 4月現在では 10,697人、総人口比 12.2％となっており、今
後も高齢者人口及び介護を要する高齢者数は増加傾向で推移していくことが予想されます。 

 
□年度別高齢人口の推移                     （各年４月現在) 

年度 総人口 65 歳 

人口 

高齢化

率 

65～ 

69 歳 

70～ 

74 歳 

75～ 

79 歳 

80～ 

89 歳 

90～ 

99 歳 

100 歳 

以上 

平成 10 年度 83,243 7,574 9.1 2,913 1,745 1,211 1,383 310 12

平成 11 年度 84,120 8,021 9.54 3,119 1,859 1,292 1,403 331 17

平成 12 年度 85,146 8,565 10.06 3,362 2,019 1,399 1,420 349 18

平成 13 年度 86,918 9,107 10.06 3,626 2,192 1,438 1,481 349 21

平成 14 年度 86,898 9,638 11.09 3,750 2,473 1,453 1,600 338 24

平成 15 年度 87,229 10,167 11.66 3,833 2,712 1,538 1,692 367 25

平成 16 年度 87,700 10,697 12.2 3,955 2,891 1,661 1,756 406 28

  (資料：介護長寿課) 

 
このような中、本市では老人福祉法や老人保健法、介護保険法に基づき、「宜野湾市高齢

者保健福祉計画・介護保険事業計画」を策定し、市民の基本的生活権を保障しつつ、お互

いに助け合い、それぞれの立場を尊重しあいながら地域に貢献し住みよい社会にする「チ

ュイシージーの心で創る健康福祉社会」を基本理念とし、「元気高齢者９割を目指して」を

具体的指針に据え、市民相互と協働して保健や医療並びに介護及び福祉等の各種サービス

に関する施策を総合的に推進し、その実現に努めています。 
現在、地域の公民館を利用したあしび村やーデイサービス事業の実施や老人クラブ活動

への支援、また、老人福祉センターにおける各種講座やサークル活動が実施されており、

今後とも高齢者の生きがいづくりの拡充が必要となります。 
さらに、在宅での自立した生活を支援するため、緊急通報システム事業、軽度生活援助

事業、「食」の自立支援事業等の在宅福祉事業を実施しています。また、地域住民が身近な

ところで相談を受けられる２箇所の在宅介護支援センターに加え、平成 16年度にはこれら
を統括する基幹型在宅介護支援センターを設立し、介護予防事業を実施してきました。 
介護保険事業については、第 1期事業計画期間（平成 12～14年度）における沖縄県の介
護保険財政安定化基金からの借り入れの返済のため、第２期事業計画期間（平成 15～17年
度）では、第 1号被保険者の保険料を 1.45倍値上げすることになり高齢者には大きな負担
となっています。 

⑦高齢者福祉の充実 
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第２期事業計画では、介護保険事業を円滑に推進し、利用者が安心して介護サービスが

利用できるよう、地域住民への広報活動、需要と供給の総合調整機能の強化、健康づくり

や疾病予防の保健事業及び介護予防や生活を支援する高齢福祉事業との連携強化を図って

います。また、保険料の高騰を防ぐため、ケアプランのチェック等給付費の適正化に努め

るとともに、保険料滞納者の多い低所得者への保険料減額等の対策に努めています。さら

に、高齢者の立場を重視した対応が求められており、今後とも保健、医療、福祉サービス

に通じる専門職の確保や養成に努める必要があります。 
施設サービスとしては、県内で唯一の市直営の特別養護老人ホーム福寿園、社会福祉法

人運営の特別養護老人ホーム愛誠園の２施設が整備されており、居宅での生活が困難な高

齢者の生活の場の提供とともに、デイサービス、ショートステイ等の居宅介護サービスの

提供も行っています。福寿園については、今後とも高齢者の安心できる暮らしを支えるた

め、介護保険制度の動向を踏まえつつサービスの充実及び運営体制の強化に取り組んでい

く必要があります。 
今後は、これまでの施策に加え、介護保険制度の大幅な改正により、新たに創設される

地域包括支援センターの総合的な相談・支援体制や、介護予防を重視した事業やサービス

の提供、包括的・継続的なケアマネジメント等が求められ、これまでの施策と整合しなが

ら推進を図る必要があります。また、これまで身体ケアを基本としていた介護保険サービ

スに認知症ケアへの配慮も含め、高齢者にとってより身近な日常生活圏域内での地域密着

型サービスの提供が必要となってきます。 
 

方針 ..............................................................................................................................................................................................  

高齢者が住み慣れた地域で自立した生活が送れるよう、新たに創設される地域包括支

援センターのもと、総合的な相談、介護予防マネジメント、包括的・継続的なケアマネ

ジメントの充実を図ります。また、地域における健康づくりや福祉サービス及び医療の

適切な提供・充実に努めます。 
なお、市直営の福寿園については高齢者のニーズを踏まえつつ、体制面での強化を含

め事業の充実に努めます。 
 その一方で、高齢者の生きがいづくりに資するため、交流活動やスポーツ及びレクリ

エーション並びに生涯学習などを推進するとともに、地域における社会参加を促し、さ

らには高齢者の就労環境や経済的支援の充実を図ります。 
 また、高齢者及びその家族等が安心して暮らせるよう、介護予防や生活支援事業等の

活動拠点の拡充整備や保健福祉計画推進体制を確立します。さらに、介護サービスの適

切な供給を進め、介護保険事業の円滑な運営に努めます。 
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施策一覧 ....................................................................................................................................................................................  

 

施策 計画項目 施策名 

・総合的な相談体制の確立 ○総合的な相談の推進

・総合的な相談、支援の提供 

・地域支援事業の充実 

・介護予防サービスの充実 

・介護サービスの充実 

・福寿園事業の充実 

○地域支援事業及び介

護保険サービスの提供

充実 

・包括的・継続的なケアマネジメント 

・健康づくり及び疾病予防 

・適切な医療の提供 

○保健・医療・福祉サ

ービスの推進 

・福祉サービスの充実 

・生きがいづくりの拡充 ○生きがい・就労づく

り ・就労対策の充実 

・介護保険事業の円滑な運営 

⑦高齢者福祉

の充実 

○安心して暮らせる体

制づくり ・保健福祉活動拠点の整備促進 
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現状と課題 ...............................................................................................................................................................................  

 本市における生活保護世帯は年々増え、平成 16 年度には保護率が 10.08‰となり、125
ケースが生活保護を開始しています。その主な理由としては病気やケガで働けなくなり収

入が得られないケースが多く見られます。また、廃止ケースの主な理由は転出や死亡等が

多く、経済的な自立による廃止は２割に満たないのが現状です。 
 被保護世帯については、高齢者の割合が年々増加し、全体の半数を上回っており、無年

金者のみならず、年金だけでは最低生活の維持が困難な高齢者が増えています。 
現在、本市の低所得者福祉には、①無料法律相談、市民相談などの相談業務、②一定の

所得に応じて減額、免除を適用する制度、③一時的、急を要する経済的な援助を必要とす

る場合に活用できる各低利貸付制度、④経済的に生活困窮な状態、あるいは急迫した場合

に最低生活を保障し、自立更生と生活意欲を助長する生活保護の制度等があります。 
 各制度については、市民に対し、市報や市のホームページ、各自治会等への文書等で周

知を図っています。一方で、各地域の民生・児童委員、自治会などの協力による低所得者

の方々の相談、情報提供も低所得者福祉に欠かせない大きな役割となっています。 
 今後の低所得者福祉の充実を図る上で最も重要なことは、生活困窮世帯の困窮の原因を

きちんと把握し、その改善策を立てていくことであり、そのためには、生活困窮者への相

談体制の整備、生活困窮者の発見、制度の周知徹底を図るとともに、手続きの簡略化が必

要です。特に、最近は消費者金融等に関わる一家離散、失踪、自殺等の悲惨な事態を招く

ケースが発生しており、行政として新たな対応を模索していくことが求められています。 
 また、稼働能力は充分にあるにもかかわらず、なかなか就職できない低所得者、生活困

窮者の就労支援のため、関係機関との連携を図ることが課題となっています。 
 これらに対応していくためにも、従来以上に民生・児童委員や各自治会との連携を図り、

地域や関係機関等とのネットワークの充実とサービス提供の体制づくりが求められていま

す。 
 
□被保護世帯数及び人員の推移 

 管内人口 被保護世帯数 被保護人員 

 
実 数 

前年 

度比％ 
実 数 

前年 

度比％ 
実 数 

前年 

度比％ 

保護率 

（‰） 

平成１２年度 85,928 465 707  8.23

平成１３年度 87,288 102.8 503 108.2 733 103.7 8.40

平成１４年度 87,536 100.3 518 103.0 750 102.3 8.57

平成１５年度 88,006 100.5 567 109.5 821 109.5 9.33

平成１６年度 88,927 101.0 616 108.6 896 109.1 10.08

 

 

⑧低所得者福祉の充実 
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□生活保護開始の主な理由の推移 

平成 12年度 平成 13年度 平成 14年度 平成 15年度 平成 16年度 

世帯 人員 世帯 人員 世帯 人員 世帯 人員 世帯 人員

世帯主 27 44 56 83 57 75 75 118 60 95傷病によ

るもの 世帯員 2 4 4 7 1 2 6 22 3 5

働いていた者の死亡 0 0 0 0 1 1 0 0 1 5

働いていた者の離別 1 1 6 12 6 16 4 14 2 7

定年・失業 2 2 8 11 3 4 3 3 5 14

老齢によるもの 4 4 11 14 7 10 14 15 17 18

事業不振・倒産 1 2 2 3 1 5 0 0 2 8

働 きに

よる収

入の減

少・喪失 その他 1 3 0 0 1 3 2 6 5 13

要介護状態 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

社会保障給付金の減少・喪失 1 3 4 8 4 6 3 8 7 9

仕送りの減少・喪失 7 7 6 6 4 5 2 2 8 9

貯金等の減少・喪失 0 0 6 12 5 6 3 3 2 9

 

 

 

傷病に寄

らないも

の 

その他 2 2 3 3 7 9 10 25 6 6

転   入 4 8 2 3 4 6 8 13 8 9

交通事故（再掲） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合   計 52 80 108 162 101 148 130 229 125 207

 
□生活保護廃止の主な理由の推移 

 平成 12 年度 平成 13 年度 平成 14 年度 平成 15 年度 平成 16 年度

世帯主 0 0 2 4 1 1 6 6 4 5傷病の 

治癒 世帯員 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

死 亡 0 0 10 10 23 23 19 19 14 14

失そう 0 0 3 3 2 2 1 1 1 1

働きによる収入の増加 17 36 12 32 12 25 10 22 9 19

働き手の転入 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0

仕送りの増加 0 0 0 0 0 0 2 2 8 14

社会保障給付金の増加 8 12 12 19 10 17 8 13 0 0

親類・縁者等の引き取り 8 11 4 5 5 5 3 3 5 7

施設入所 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1

医療費の他法負担 1 1 1 3 0 0 0 0 2 2

その他 16 34 13 23 16 26 19 52 15 26

転 出 6 6 7 11 7 10 17 27 15 29

合 計 56 56 66 113 77 110 85 145 74 118

 
 
 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

平成１２年度

平成１３年度

平成１４年度

平成１５年度

平成１６年度

被保護世帯類型の推移

高齢者世帯数

母子世帯数

傷病世帯数

障害者世帯数

その他世帯数
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方針 ..............................................................................................................................................................................................  

（１）生活の安定化 
低所得者の生活の安定化を図るため、各種制度の周知や援助、助言などの相談体制の充

実・強化を図るとともに、地域及び関係機関等とのネットワークを充実し、サービスの提

供に努めます。 
 
（２）自立支援の充実 
低所得者、生活困窮者の稼働能力の活用を図るため、職業・求職相談や職業訓練等の紹

介、推薦等の就労支援を行うとともに、関係機関との連携を進めます。 
 
（３）支援体制の充実・強化 
生活困窮世帯の実態を調査、分析し、生活困窮者に対して生活保護制度の適正な実施を

図るため、職員の資質の向上に努めるとともに、支援体制の充実・強化を図ります。 
 
施策一覧 ....................................................................................................................................................................................  

 

施策 計画項目 施策名 

・各種制度の周知の徹底 

・相談体制の充実・強化 

○生活の安定化 

・地域・関係機関等とのネットワークの充実及

びサービス提供の強化 

・求職相談、職業相談体制の充実 

・職業訓練、技能習得等の就労支援策の整備 

○自立支援の充実 

・関係機関との連携推進 

・生活困窮世帯の実態把握 

⑧低所得者福

祉の充実 

○支援体制の充実・強

化 ・職員の資質向上及び体制の充実 
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現状と課題 ...............................................................................................................................................................................  

国民健康保険は、社会保険に加入していないすべての市民を被保険者として、病気、け

が、出産、死亡に関して医療、その他の保険給付を行う制度で、国民皆保険制度の中核と

して重要な役割を担っています。 
 本市の平成 16年度の加入状況は、加入世帯が 17,911世帯（加入率 51.1％）、被保険者は
38,717 人（加入率 43.72％）となっており、被保険者数及び総人口に占める被保険者の加
入率は年々増加傾向にあります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
国民健康保険は、他の職域保険に比べて無職者や低所得者、高齢者等の加入率が高いこ

とから税の収納が不安定で、収納率は平成 11年度の 93.41％に対し、平成 16年度は 91.62％

⑨国民健康保険事業の充実 

□国民健康保険加入状況 （単位：人、％）

一般
被保険者数

退職
保険者数

老人
保険者数

計

29,935 1,915 3,695 35,545

35.59 2.28 4.39 42.26

30,051 2,088 3,932 36,071

35.29 2.45 4.62 42.36

30,038 2,265 4,224 36,527

34.96 2.64 4.92 42.51

30,035 2,427 4,567 37,029

34.18 2.76 5.20 42.14

30,326 2,533 4,785 37,644

34.77 2.90 5.49 43.16

30,526 2,829 4,683 38,038

34.81 3.23 5.34 43.37

31,084 3,088 4,545 38,717

35.10 3.49 5.13 43.72

※各年度の数値は、年度末（３月末）現在

被保険者数

平成１５年度 87,700

平成１６年度 88,565

平成１３年度 87,878

平成１４年度 87,229

平成１１年度 85,146

平成１２年度 85,918

年度 総人口

平成１０年度 84,120

□国民健康保険の給付状況 　　　　　（単位：千円）

件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額

243,607 5,403,634 247,946 5,688,776 261,114 5,891,485 260,461 5,632,678 298,806 6,275,210 321,674 6,697,001

235,207 4,761,140 239,466 5,036,541 252,912 5,233,623 251,567 4,965,335 289,715 5,578,318 311,287 5,966,064

診療費 172,575 4,359,678 174,427 4,619,614 181,833 4,756,318 171,335 4,418,320 193,395 4,852,430 208,020 5,121,942

薬剤支給 62,632 401,462 65,039 416,927 71,079 477,305 80,232 547,015 96,320 725,888 103,267 844,122

2,263 29,018 2,488 19,819 2,487 19,785 2,926 22,576 2,850 33,473 3,429 30,519

診療費 252 13,606 199 2,910 187 2,965 282 3,877 228 12,633 375 5,338

その他 2,011 15,412 2,289 16,909 2,300 16,820 2,644 18,699 2,622 20,840 3,054 25,181

5,440 474,376 5,298 506,536 5,023 502,717 5,297 519,067 5,553 536,259 6,275 576,438

447 134,100 400 120,000 434 130,200 401 120,300 405 121,500 394 118,200

250 5,000 294 5,880 258 5,160 270 5,400 283 5,660 289 5,780

※療養の給付費の金額は、一般分と退職分の合計の費用額

   国民健康保険事業年報より作成

平成１５年度 平成１６年度平成１１年度 平成１２年度 平成１３年度 平成１４年度

療養費

高額療養費

出産給付

葬祭給付

区　　分

総　　計
療養の給付
費
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に低下しています。また、高齢化や生活習慣病などの慢性的な病気の増加により医療費は

年々増加していることから、給付と税負担の不均衡が生じ、国民健康保険財政を圧迫して

います。このことから、経済的変動に対応した収納体制の見直しや国保税の税率改正も視

野に入れながら、安定的な収納を確保していくことが重要です。 
また、本市では安定的な国民健康保険事業を推進し、増大する医療費の抑制を図るため

に、「生き生き健康づくり移動教室」など市民の健康づくり事業に取り組んでいます。 
今後とも関係機関と連携して、さらなる健康づくり事業の強化や医療費の適正化等に努

める必要があります。 
 

方針 ..............................................................................................................................................................................................  

（１）医療費適正化の推進 
被保険者の資格の適用・適正化、レセプト点検の充実強化、重複・多受診者への訪問指

導等の医療費適正化を推進します。 
 
（２）国民健康保険財政の健全化及び安定化 
適正な所得の把握と未申告対策に努めるとともに、収納体制の見直しを図り、収納率の

安定確保、国民健康保険財政の健全化や事業の安定化を推進します。 
 
（３）健康づくりの充実・強化 
地域住民の健康保持推進と健康水準の向上を図るため、健康づくりの普及活動を通し、

地域住民の健康意識の向上及び自発的な健康づくりの推進に努めます。 
 
施策一覧 ....................................................................................................................................................................................  

 

施策 計画項目 施策名 

・被保険者の資格適用・適正化 

・レセプト点検の充実強化 

・重複・多受診者への訪問指導 

○医療費適正化の推進

・第三者求償 

・未申告対策 

・賦課の適正化 

○国民健康保険財政の

健全化及び安定化 

・収納率向上対策 

・健康づくりの活動普及 

⑨国民健康保

険事業の充実 

○健康づくりの充実・

強化 ・地域住民の健康意識の向上及び自発的な健康

づくりの推進 
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現状と課題 ...............................................................................................................................................................................  

勤労者を取り巻く環境は、急速な少子高齢化の進行、深刻な経済不況等による経済社会

構造の変化や、価値観の多様化などによって大きく変化しつつあります。 
平成 12 年の国勢調査によると、本市の就業者数は 35,726 人で、そのうち第１次産業が

0.7％、第２次産業が 17.4％、第３次産業が 80.5％の割合となっています。サービス業及び
卸売・小売業・飲食店などの第 3 次産業が大半を占めており、小規模で脆弱な就業構造の
中で、労使関係が不安定であることなどから、賃金、労働時間、職場環境、福利厚生面で

十分とはいえない状況にあります。さらに、本市の失業率は 9.96％(平成 12年国勢調査)で
本土の約２倍となっています。 
これらの状況に対応し、勤労者の福祉の向上を図るためには、労働者の安全と健康の確

保に努めるとともに、雇用の場の整備や確保、労働能力の向上、就労の安定に努める必要

があります。 
 現在、本市では勤労青少年ホーム事業を実施しており、平成 16年度の利用者数は勤労青
少年ホームが 21,565 名、勤労者体育センターが 24,897 名となっています。今後は、施設
の改修検討も含めたさらなる充実が求められます。また、中小企業退職金共済制度の普及

及び加入促進に努めており、平成 16年度補助実績は 62件、補助金額は 850,800円となっ
ています。さらに、(財)沖縄駐留軍離職者対策センターへの補助金交付も行っています。 
今後は、制度の改正等により、児童福祉及び親の就業促進を目的としたファミリーサポ

ートセンターの設立にも努める必要があります。 
 
 
方針 ..............................................................................................................................................................................................  

勤労青少年の福祉の増進を図るため、老朽化した施設の改修検討も含め、勤労青少年ホ

ーム事業の充実に努めます。 
 また、中小企業の従業員の福祉の増進、雇用の安定及び企業振興に寄与することを目的

として、中小企業退職金共済制度の普及及び加入促進に努めます。 
 駐留軍関係離職者に対しては再就職、生活、職業訓練等の各種相談業務や無料職業紹介

業務を通じて、離職者の再就職を促進するために、(財)沖縄駐留軍離職者対策センターが行
う同事業に対し助成を行います。 
 さらに、労働者の仕事と家庭両立支援のため、次世代育成支援行動計画に基づいたファ

ミリーサポートセンターの設立や男女共同参画計画に基づいた就労環境の整備に努め、労

働者の福祉の向上を図ります。また、労働意識の高い障害者には雇用場所の確保を図り、

自立支援に努めます。 
 

⑩労働福祉の充実 
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施策一覧 ....................................................................................................................................................................................  

 

施策 計画項目 施策名 

・勤労青少年の福祉の増進 

・中小企業退職金共済制度の普及・促進 

○就労環境の充実 

・駐留軍離職者への支援 

・ファミリーサポートセンターの設立 ○労働者の子育て支援

・男女共同参画社会に向けた就労環境の整備 

・小規模作業所・企業等への案内 

・通所授産施設の誘致 

・関係機関等との情報交換 

⑩労働福祉の

充実 

○障害者の雇用促進 

・小規模作業所への支援 
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現状と課題 ...............................................................................................................................................................................  

本市は、昭和 39年に他市町村に先駆けて「健康都市」を宣言し、昭和 61年には、行政、
医師会及び住民の代表など関係団体が一緒になって「宜野湾市健康づくり推進協議会」を

立ち上げ、母子保健、成人保健及び予防接種など市民一人ひとりにあった健康づくり事業

を実施してきました。 
また、平成 15年には、市民の健康づくりの指針ともなるべき「健康ぎのわん２１」を策
定し、五つの分野（食生活、運動、心・飲酒、たばこ、歯）から市民が健康で幸せな生活

が営めるよう、健康づくりを行っています。 
 

（１）感染症予防対策の充実 

予防接種法や結核予防法に基づき、本市では感染症予防のため、ポリオや BCGなど各
種の予防接種を実施するとともに、その他の感染症への感染を未然に防ぎ、予防接種に

対する正しい理解を深めるため、各種予防接種の通知書の中にチラシ等を同封して、広

報に努めています。 
平成 11 年には、DPT、麻疹、風疹において医療機関にて行う個別予防接種を導入し、
受診体制の改善を行いました。平成 13 年には麻疹を無料化し、さらに平成 14 年度から
は全予防接種の無料化により接種率の向上に努めました。 
平成 16年度の予防接種の受診率は、予防接種区分により若干の増減はあるものの、総
体的に前年度よりは向上しているのがうかがえます。しかし、流行を阻止する接種率ま

では及ばず、今後とも医療機関との連携を密にしながら更なる受診率の向上に努める必

要があります。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）成人期以降の健康増進 

 医療技術の進歩や保健衛生及び生活水準の向上等により平均寿命が長くなる一方、高

齢化に伴う生活習慣病が増加している現状があります。本市では保健相談センターを拠

点として、健康診査（基本健康診査や人間ドック等）、がん検診、健康手帳の交付、健康

⑪地域保健の充実 

□予防接種の実施状況

年度

区分
該当者
（人）
実施数
（人）
率
該当者
（人）
実施数
（人）
率
該当者
（人）
実施数
（人）
率
該当者
（人）
実施数
（人）
率
該当者
（人）
実施数
（人）
率

2,669 1,418 53.1 5,626 2,859 50.8 5,164 2,819 54.6 4,581 2,443 53.5 4,496 2,289 50.9

7,479 4,765 63.7 7,387 4,630 62.7 7,277 4,669 64.2 7,467 4,914 65.8 7,115 4,486 63.0

1,166 815 69.9 1,097 751 68.5 1,056 668 63.3 1,137 786 69.1 1,175 839 71.4

6,898 2,843 41.2 7,963 3,059 38.4 6,958 3,719 53.4 6,893 3,567 51.7 8,030 3,556 44.3

4,915 1,461 29.7 4,062 1,074 26.4 4,553 1,248 27.4 4,406 1,873 42.5 2,380 1,269 53.3

2,386 1,263 52.9 2,172 1,100 50.6 2,344 1,360 58.0 1,908 1,307 53.4 1,710 1,167 68.2

9,396 2,485 26.4 10,633 4,362 41.0 11,109 5,938 53.4 11,132 6,310 56.7

2,261 1,331 58.9 2,328 1,281 55.0 2,294 1,408 61.4 2,134 1,296 60.7 2,933 1,853 63.2

1,283 1,240 96.9 1,219 1,196 98.1 1,332 1,290 96.8 1,230 1,190 96.7 1,830 1,811 98.9

平成１５年度 平成１６年度

ＢＣＧ

平成１２年度 平成１３年度 平成１４年度

風疹

麻疹

インフルエンザ

ツ反検査

ポリオ

ＤＰＴ

ＤＴ

日本脳炎
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教育、健康相談、機能訓練、訪問指導などの保健事業を実施してきました。基本健康診

査の受診率をみると、年々増減を繰り返しながら若干増加傾向にあり、平成 11年度の受
診者数と比べると平成 16年度は 1,225名の増加となっています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、市民の健康状態の特徴は、県平均と比べ女性の平均寿命が短い、障害期間（寝

たきり）が長い、肥満者が多い、高コレステロール血症者が多い、肝機能異常が多い、

尿酸値が高いことです。死亡の原因をみると、肺がん、自殺、大腸がん、胃がん、心筋

梗塞、脳梗塞、脳出血、子宮がんでの死亡が県平均より高くなっています。生活習慣病

を予防するためには、「一次予防（健康増進、病気の原因を予防・改善する）」に重点を

おく対策を推進する必要があります。また市民の健康づくりを支援するには環境整備も

必要であり、様々なニーズに対応できるよう多様な実施主体による連携のとれた効果的

な健康づくり運動の推進が不可欠です。 

そこで、生活習慣病を予防し、壮年期死亡（早世）や要介護状態を減少させ、健康寿

命（寝たきりや認知症にならない状態で自立して生活できる期間）の延伸、生活の質の

向上などを図ることを目的に、平成 15年度「健康ぎのわん２１」を策定しました。平成
16年度は、「健康ぎのわん２１」の広報活動に重点をおき、健康都市宣言 40周年記念シ
ンポジウムの開催や健康・福祉都市づくりフェアーや市報、市ホームページ、テレビ番

組紹介を通して PR活動を展開してきました。平成 17年度以降は宜野湾市健康づくり推
進協議会、関係機関、市民と協力して「健康ぎのわん２１」の推進体制を確立し、健康

づくり対策を如何に推進していくかが課題となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□健康教育の実施状況

回数 延人数 回数 延人数 回数 延人数 回数 延人数 回数 延人数 回数 延人数

高血糖予防 7 71 7 93 7 60 8 66 4 36 4 14

寝たきり予防 - - - - - - 4 80 - - - -

骨粗鬆症予防 10 150 10 178 10 99 4 43 1 25 2 42

高脂血症予防 6 71 - - - - - - - - - -

生活習慣病予防 60 964 28 409 27 299 42 657 7 299 7 109

合　　計 83 1,256 45 680 44 458 58 846 12 360 13 165

　　　(資料：健康増進課）

平成１５年度 平成１６年度平成１１年度 平成１２年度 平成１３年度 平成１４年度
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□機能訓練の実施状況

　　（資料：健康増進課）

□健康相談の実施状況

回数 延人数 回数 延人数 回数 延人数 回数 延人数 回数 延人数 回数 延人数

86 4,533 69 4,805 100 5,522 66 5,642 107 3,020 125 5,396

糖　尿　病 7 19 6 21 10 10 6 15 12 14 21 45

病　態　別 10 43 6 112 11 124 10 132 22 169 28 66

老　 人 43 1,077 39 1,291 44 1,396 41 1,410 41 1,399 42 1,733

146 5,672 120 6,229 165 7,052 123 7,199 182 4,602 216 7,240

　　（資料：健康増進課）

平成１２年度 平成１３年度 平成１４年度 平成１５年度 平成１６年度

実施施設数 4 4 4 2 2 2

平成１１年度

延実施回数 133 139 142 149 138 133

被指導延人数 2,252 912 1,026 1,035 1,025 715

被指導実人数 61 31 28 28 26 38

一人当たり
36.9 29.4 36.6 37.0 39.4 18.8

平成１４年度 平成１５年度 平成１６年度

年間参加回数

平成１１年度 平成１２年度

一  般  健  康  相　談

重点
健康
相談

合　　　計

平成１３年度

□健康診査の実施状況

平成１１年度 平成１２年度 平成１３年度 平成１４年度 平成１５年度 平成１６年度

対象者（人）　Ａ 17,098 17,605 18,021 19,212 19,760 19,782

受診者（人）　Ｂ 5,598 5,575 6,018 6,326 6,291 6,823

受診率（％）　B/Ａ×100 32.7% 31.7% 33.4% 32.9% 31.8% 34.5%

異常なし 1,216 1,277 539 1,291 1,247 634

有所見者 4,382 4,298 5,479 5,035 5,044 6,189

が　ん － － － － － －

対象者（人）　Ａ 17,098 17,605 18,021 19,212 19,760 19,782

受診者（人）　Ｂ 2,914 3,015 3,303 3,436 3,646 3,852

受診率（％）　B/Ａ×100 17.0% 17.1% 18.3% 17.9% 18.5% 19.5%

異常なし 2,600 2,735 2,999 3,182 3,296 3,435

有所見者 310 277 298 254 348 417

が　ん 4 3 6 0 2 0

対象者（人）　Ａ 11,374 11,459 11,702 12,456 12,456 12,805

受診者（人）　Ｂ 2,065 2,386 2,709 2,893 3,007 2,929

受診率（％）　B/Ａ×100 18.2% 20.8% 23.1% 23.2% 24.1% 22.9%

異常なし 2,050 2,361 2,660 2,840 2,948 2,890

有所見者 13 22 48 52 57 39

が　ん 2 3 1 1 2 0

対象者（人）　Ａ 17,098 17,605 18,021 19,212 19,760 19,782

受診者（人）　Ｂ 2,914 5,163 5,765 5,721 5,484 6,613

受診率（％）　B/Ａ×100 17.0% 29.3% 32.0% 29.8% 27.8% 33.4%

異常なし 2,600 5,010 5,604 5,547 5,330 6,413

有所見者 310 148 159 173 151 197

が　ん 4 5 2 1 3 3

対象者（人）　Ａ 11,374 11,459 11,702 12,456 12,456 12,805

受診者（人）　Ｂ 1,843 2,085 2,363 2,545 2,608 2,507

受診率（％）　B/Ａ×100 16.2% 18.2% 20.2% 20.4% 20.9% 19.6%

異常なし 1,806 2,046 2,316 2,470 2,399 2,341

有所見者 36 37 47 73 208 165

が　ん 1 2 0 2 1 1

対象者（人）　Ａ 17,098 17,605 18,021 19,212 19,760 19,782

受診者（人）　Ｂ 3,115 2,368 3,809 3,951 4,140 4,332

受診率（％）　B/Ａ×100 18.2% 13.5% 21.1% 20.6% 21.0% 21.9%

異常なし 2,890 2,174 3,435 3,567 3,720 3,880

有所見者 222 189 366 380 418 436

が　ん 3 5 8 4 2 16

　(　資料　：　健康増進課　）
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（３）母子保健の充実・強化 

本市では、平成 10年度に策定された母子保健計画（わかばプラン）に基づき、乳児一
般健診、１歳六ヵ月児健診、２歳児歯科検診、３歳児健診、妊産婦検診等の健康診査事

業を実施していますが、健康診査受診率は３歳児健診の受診率が低く 73.7％となってい
ます。また、３歳児のう歯罹患率は 43.8％となっており、他市町村に比べ罹患率の低下
の鈍化がみられます。 
さらに、両親学級や離乳食実習、乳児期の育児学級等の教育事業にも努めてきました

が、今後とも事業の充実を図る必要があります。 
平成 13 年には母子健康相談（ふたば保健相談）を隔月でスタートさせ、平成 17 年度
には毎月２回実施まで拡充してきました。さらに、子育て中の母親達と作成した子育て

応援本「ぽけっと」は、好評をえて改訂版を発行するほどの成果があります。市民の評

価も「日常の保健」「健康教室などの啓発活動」で満足の割合が高くなっています。 
発育・発達の著しい大切な乳幼児期において、安心して受けられる医療体制は重要で

す。医療費の助成を行う乳幼児医療費助成事業は、平成 6年度の 1歳児未満の対象から、
平成 11年には３歳児未満、平成 15年には入院の対象年齢を 5歳未満まで引き上げてき
ました。今後とも他市町村の動向や県の制度を参考にしながら事業の推進を図る必要が

あります。また、市民が利用しやすいよう、小児科に関する医療機関の情報提供も求め

られます。 
今後は、平成 17年３月に策定された総合的な子育て支援の「宜野湾市次世代育成支援
行動計画」において、母子保健事業のさらなる充実強化により、母性並びに乳幼児の健

康確保を推進していく必要があります。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成１１年度 平成１２年度 平成１３年度 平成１４年度 平成１５年度 平成１６年度

84.7 84.8 86.1 85.5 87.3 85

 対象者数 2,513 2,538 2,546 2,669 2,361 2,392

 受診数 2,128 2,153 2,193 2,283 2,061 2,034

84.6 84.3 84 84.7 84.9 84.8

　　（資料：健康増進課）

平成１１年度 平成１２年度 平成１３年度 平成１４年度 平成１５年度 平成１６年度

85.3 83.9 83.3 85.5 85.2 85.6

 対象者数 1,208 1,285 1,278 1,169 1,245 1,178

 受診数 1,031 1,078 1,064 1,000 1,061 1,008

84.5 84.1 83.9 84.2 84.2 83.5

　　（資料：健康増進課）

平成１１年度 平成１２年度 平成１３年度 平成１４年度 平成１５年度 平成１６年度

73.9 72.2 73.6 76.5 76.6 73.7

 対象者数 1,232 1,243 1,161 1,206 1,205 1,209

 受診数 911 898 855 922 923 891

79.9 78.9 77.5 77 77.6 77.5

　　（資料：健康増進課）

□乳児一般健診受診率の推移

宜野湾市

沖　縄　県

□１歳六ヵ月児健康診査受診状況

沖　縄　県

宜野湾市

沖　縄　県

□３歳児健康診査受診状況

宜野湾市
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（４）献血への協力 

本市は、これまでの市民に対する献血思想の普及、各

種団体や学校等の協力、沖縄県赤十字血液センターとの

連携により、献血推進に取り組んできており、献血者数

は増加傾向にあります。しかし、近年、血液の需要は増

加しているため、今後も協力する各種団体等の拡大や献

血協力回数の増加に努めるとともに、さらなる献血思想

の普及を図り、より献血者数を増やしていく必要があり

ます。 
 

方針 ..............................................................................................................................................................................................  

（１）感染症予防対策の充実 
 BCGやポリオなどの感染症を予防するには、予防接種が最も重要です。そのため、結
核予防法及び予防接種法で定められた各種予防接種を医療機関との連携を密にしながら、

市民に対しても予防接種に対する理解を深めるよう広報していきます。 
 
（２）成人期以降の健康増進 
 「健康ぎのわん２１」に基づき、「全ての市民が健やかで穏やかに暮らすことができる

生活（社会）」を目指して、５つの生活習慣（食生活、運動、心・飲酒、たばこ、歯の健

康）改善の目標を達成するための取り組みを推進していきます。 
 その一方で、生活習慣の改善や生活習慣病の予防に向けて、関係機関や地域における

各種団体との連携をとりながら、正しい知識の普及啓発、健康教育、健康相談、健康診

査、訪問指導、環境整備などを行っていきます。 
 
（３）母子保健の充実・強化 
 「宜野湾市次世代育成支援行動計画」に基づき、妊婦から乳幼児・思春期まで総合的

な母子保健事業を推進します。 
特に、保健師などによる保健指導体制を強化するとともに、関係機関と連携し、父親・

母親の自信と資質の向上に努めます。また、従来の早期発見、早期治療のための健康診

査事業に加え、子育て支援に向けたきめ細かな保健指導、健康教育を実施します。 
 幼児期に栄養バランスのとれた食事や正しい食習慣を身につけることは、これからの

食生活の基礎として大切なため、育児学級等で食に関する学習機会の創出に努めます。 
 また、小児医療の充実に向けて、乳幼児医療費助成については県の助成制度の活用を

図っていきます。さらに、医療機関の情報提供も図ります。 
 
 
 

□献血状況

年　　　度 献血者数（人）

平成１１年度 1,519

平成１２年度 1,404

平成１３年度 1,363

平成１４年度 1,474

平成１５年度 1,691

平成１６年度 1,814

（資料：健康推進課）
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（４）献血への協力 
献血については、献血推進協議会の構成関係者である赤十字奉仕団、学校、企業、各

種団体、自治会等との連携並びに沖縄県赤十字血液センターとの連携を強化し、献血協

力者の拡大に努め、献血思想の普及を進めていきます。 
 

施策一覧 ....................................................................................................................................................................................  

 

施策 計画項目 施策名 

・広範囲で細かな医療機関との連携 

・予防接種知識の普及啓発 

○感染症予防対策の充

実 

・予防接種率の向上 

・「健康ぎのわん２１」の推進体制の確立及び取

り組みの推進 

・関係機関及び地域の各種団体との連携強化 

・生活習慣病予防知識の普及啓発 

○成人期以降の健康増

進 

・各保健事業の強化 

・母子の健康確保 

・食育の推進 

・思春期保健対策の充実 

○母子保健の充実・強

化 

・小児医療の充実 

・献血思想の普及 

・献血協力団体の拡大 

⑪地域保健の

充実 

○献血への協力 

・献血協力回数の増加促進 
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現状と課題 ...............................................................................................................................................................................  

 国民年金制度は公的年金の中核であり、すべての人々に支給され、老後の生活保障に欠

くことのできない制度として重要な役割を果たしています。対象者となるのは他の公的年

金に加入していない 20 歳以上 60 歳未満の農林漁業従事者、中小企業者、自営業者とその
家族及び学生等です。 
 本市における国民年金の加入状況は、平成 15年度末 28,709人（第 1号被保険者 22,782
人、第 3号被保険者 5,649人、任意加入被保険者 278人）となっています。また、老齢・
障害・遺族基礎年金等の受給者は合計すると 11,027人で、受給総額は 70億 4,988万 6千
円にも達し、市民福祉の向上に大きく寄与しています。 
 平成 12年度の地方分権一括法により、国と市区町村の役割分担を見直して機関委任事務
を廃止、市区町村の事務は法定受託事務及び協力・連携事務となり、平成 14年度からは保
険料収納に関する事務などが国に移管されたことに伴い、市では国（社会保険庁）と連携

し将来の無年金者をなくすため、国民年金制度に関する周知活動に取り組んでいます。具

体的には、国との協力・連携のもと 2号・3号喪失者への通知や国保加入者で年金未加入者
への通知、20 歳到達者への年金加入文書の送付、無年金予備軍への戸別訪問及び年金相談
日（日曜日）を設け、その対応を図っています。 
 平成 16年度には大幅な制度改正があり、平成 17年 4月 1日からは特別障害給付金制度
をはじめ若年者納付猶予制度、口座振替割引制度、第 3 号被保険者の未届け期間の救済措
置等が導入され、内容的にも更に充実されましたが、その一方で保険料の自動的引き上げ

も開始されました。 
 今後も新しい制度の導入や制度改正が数多く予定されており、これらの改正等に柔軟に

対応できるような体制づくりが必要となります。また、年金制度の啓発や保険料免除制度

の活用促進により、将来の年金受給権の確保を目指した市民福祉の向上に努める必要があ

ります。 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

⑫国民年金無年金者対策の推進 

□国民年金加入状況 単位：人

区分

年度 総数
第１号
被保険者数

第３号
被保険者数

総数 法定免除 申請免除 無年金者
無年金
予備軍

26,901 21,151 5,750 9,475 865 8,610 326 3,407

27,447 21,779 5,668 10,750 859 9,891 397 3,616

27,782 22,082 5,700 10,490 885 9,605 504 3,700

28,224 22,448 5,776 9,241 921 8,320 579 3,731

28,709 23,060 5,649 11,541 937 10,604 641 3,901

28,811 23,078 5,733 12,387 960 11,427

資料：市民課

無年金者の推移

平成15年度

平成16年度

適用被保険者数 免除被保険者数

平成11年度

平成12年度

平成13年度

平成14年度
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方針 ..............................................................................................................................................................................................  

将来の無年金者をなくすため、国民年金の確立をめざして広報活動や戸別訪問、年金相

談の充実に努め、未適用者の加入促進及び受給権の確立を図ります。 
また、保険料免除制度や新たに導入された制度の活用促進による市民福祉の向上に努め、

さらに、今後も予想される法改正に柔軟に対応できる体制を確立します。 
 
施策一覧 ....................................................................................................................................................................................  

 

施策 計画項目 施策名 

・広報活動の充実及び加入促進 

・戸別訪問及び年金相談の充実 

・保険料免除制度や新導入制度の活用促進 

⑫国民年金無

年金者対策の

推進 

○国民年金制度の周知

・事務体制の充実 

 
 
 
 

□国民年金受給状況 単位：千円

区分

年度 受給者 受給金額 受給者 受給金額 受給者 受給金額 受給者 受給金額 受給者 受給金額 受給者 受給金額

8,677 5,405,872 7,394 4,231,696 1,169 1,059,471 97 107,901 17 6,804 128 50,811

9,231 5,722,025 7,909 4,517,226 1,202 1,086,070 103 112,044 17 6,685 115 45,501

9,917 6,294,978 8,425 4,990,823 1,272 1,145,940 106 113,454 14 5,440 100 39,321

10,516 6,716,221 8,965 5,374,122 1,319 1,185,980 108 118,026 17 6,854 107 31,239

11,027 7,049,887 9,516 5,716,104 1,333 1,182,718 118 126,778 16 6,476 44 17,811

11,248 7,315,445 9,724 5,967,825 1,356 1,195,138 125 135,606 14 5,223 29 11,654

資料：市民課

平成15年度

平成16年度

老齢年金

福祉年金

寡婦年金遺族年金障害年金老齢年金総数

基礎年金

平成11年度

平成12年度

平成13年度

平成14年度
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２節 安全な都市のくらしをまもる 
 
 

 

 

現状と課題 ...............................................................................................................................................................................  

消防は地域の要として、常に防災の最前線に立ち、市民の生命・身体・財産を守るべく、

地域社会に密着した防災機関として着実な発展を遂げてきましたが、社会情勢の変化に伴

う、複雑・多様化・高度化（テロ災害、NBC 災害※、大規模地震等）する災害に十分対応
できる整備の強化を図る必要があります。さらに、狭隘道路を有する地域においては、消

防だけでなく都市基盤整備と一体となった防火対策も課題となっています。 
予防行政においては、防火対象物、危険物施設等に対する防火安全対策の徹底を図るた

め、立入検査を行い違反是正体制の充実に努めています。また、全国的な傾向として建物

火災の死者数の約９割が住宅火災であり、その中でも高齢者の割合が高くなっています。 
今後も進行する高齢社会に向けて、高齢世帯をはじめとした住宅の火災対策の推進が急

務となっています。さらに、国の法令改正に伴い住宅用防災機器の設置及び維持が条例施

行されることになり、市民への徹底した防火指導が必要となります。 
また、昭和 47 年に設置された消防団は現在 21 名の市民が消防団員として活動し、消防
との連携のもと、地域で発生した災害及びその他の災害への消火・救援活動を始め、火災

予防活動、警戒活動等を行っています。今後も引き続き消防団の育成につとめ、地域防災

力の向上に努めます。また、消防団は防火・防災面での十分な訓練を積んでおり、住民に

対する訓練指導、防火・防災知識の普及啓発活動への活躍が期待されています。 
 
 
□過去５年の火災件数、損害額及び焼損面積（12 月末現在） 
  建物火災 車両火災 林野・その他 建物焼損 

  
損害額 

（千円） 

件数

（件） 

損害額 

（千円） 

件数

（件） 

損害額 

（千円） 

件数

（件） 
面積（㎡） 

平成 12 年 7,379 12 569 4 507 5 201 

平成 13 年 41,543 25 6 1 1,042 2 300 

平成 14 年 4,778 10 84 3 17 6 118 

平成 15 年 24,311 18 836 5 101 5 247 

平成 16 年 12,314 14 102 4 12,565 5 57 

 
□過去５年間の出火原因別件数（12 月末現在） 
 
 
 
 
 
 
 
 
※過去５年間の宜野湾市の住宅火災における死亡は４人、負傷者１０名 

①消防・救急体制の拡充 
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消防水利施設については、平成 11年度後期基本計画策定時に整備拡充を図ってきました
が、平成 14年に消防力の基準（現消防力の整備指針）の改正等もあり、消火栓の設置数は
平成 16年度で 465栓（基準数 852栓）、設置率は 54.5％であることから引き続き設置を推
進する必要があります。また、市内の密集地域における消防水利施設は耐震性防火水槽等

で対応していることから、今後とも消防力の整備指針を踏まえた消防水利の計画的整備が

求められます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
緊急通報については、現在、福祉分野との連携によるＦＡＸ119番システムや緊急通報シ
ステムを実施し、災害弱者への対応を図っています。また、平成 18年度を目途に携帯電話
による 119 番通報を今までの間接受信方式から直接受信方式のシステムに切り替える整備
を進めています。 

 
施設・装備等については

年々着実に整備強化を図っ

てきていますが、近年の複

雑多様化する災害等に迅速

に対応できる消防体制の充

実強化を図っていくために

は、さらなる施設・装備等

の整備強化と職員の資質の

向上が必要となります。 
 
また、救急関係については、市民の救急に対するニーズが高く、年々救急件数は増加し

ており、高度化する救急業務に関しての専門的な知識かつ高度な技術が要求されています。

特に救急救命士は傷病者の救命率向上に大きく関わる重要な役割を担っており、本市にお

いても消防署、真志喜出張所に救急救命士を配置しています。平成 18年度には我如古出張

□消防基準・現状充足率 　　　　　　　　平成１７年４月１日現在

基準（A) 現況（B) 充足率（B/A）・％

署　　　所　　　数 内　　　　容 ３カ所 ３カ所 100.0

警 防 要 員

救 急 要 員

予 防 要 員

教 育 訓 練 要 員

そ の 他 常 勤

消　防　ポ　ン　プ 署 所 の 管 理 ６台 ６台 100.0

自　　　動　　　車 団 の 管 理 １台 １台 100.0

梯 子 自 動 車 １台 １台 100.0

救 助 工 作 車 １台 １台 100.0

救 急 車 ３台 ３台 100.0

水　　　　　　　利 市 街 地 域

（　消　火　栓　） 商 業 地 域

資料：消防本部

８０人 53.3

８５２栓 ４６５栓 55.0

区　　　　　　　　分

梯子自動車及び
特殊車

職　　　員　　　数 １５０人

消火栓数
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所への救急救命士の配置、高規格救急車の運用を予定しており、地域格差の無い救急医療

サービスの構築を目指しています。また、救急救命士の措置範囲の拡大が見込まれており、

救急救命士の育成・研究機会の強化を図る必要があります。 
地域においては、応急処置の講習会等を実施し応急手当の重要性について啓発を図って

きました。また、平成 16年度には非医療従事者による自動体外式除細動器（AED）の使用
が認められたことを受け、一般市民への応急手当等講習に AEDを盛り込むなどその普及啓
発活動に取り組んでいます。今後は応急手当普及員等の育成も併せ、なおいっそうの普及

啓発活動に取り組んでいくことが重要となっています。 
 
 
方針 ..............................................................................................................................................................................................  

（１）消防体制の強化 
 火災、交通事故を含めた多種多様な事故や自然災害はもとより、特殊災害にも対応し

た地域の消防力の強化に努めます。特に狭隘道路を有する地域については都市基盤整備

と連携した地域消防、防災力の向上に努めます。さらに、災害に対応するための災害対

応車両、高規格救急車の導入による整備事業の推進とともに、引き続き消防水利の設備

拡充を図ります。 
 
（２）救急体制の確立と応急手当等の普及・啓発 
 市民の生命、身体を守るため、より質の高い救急業務を目指して、包括的医師の指示

のもと救命士による除細動、気管挿管や平成 18年度の薬剤投与の実施に向けて救急体制
を整えています。さらには、高齢者等の災害弱者に対応する緊急通報システムの拡充を

図っていきます。 
また、一般市民へは、応急手当等講習に自動体外式除細動器（AED）を盛り込むなど
応急手当普及員の育成もあわせて、その普及啓発活動に積極的に取り組んでいきます。 

 
（３）住宅火災対策の推進 
 住宅火災による死者数の低減に向けて、住宅用防災機器の設置を義務付ける消防法の

一部改正を踏まえ、地域への広報啓発の一層の充実を通じて、住宅用火災警報器等の普

及を積極的に推進します。 
 
（４）職員の資質の向上 
 社会情勢の変化に伴う、複雑、多様化する災害等へ迅速に対応できるよう、職員の資

質の向上に努めます。また、消防団の育成に努めます。 
 
 
 
「NBC 災害」 
 nuclear（原子核）、biological（生物学的）、chemical（化学的）の略で、これらの原因物質によって引き起こさ

れる災害をいいます。 

用語解説
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施策一覧 ....................................................................................................................................................................................  

 

施策 計画項目 施策名 

・消防装備等の整備強化 ○消防体制の強化 

・消防水利施設の整備拡充 

・救急体制の整備 

・救急救命士の育成・強化 

・一般市民への応急手当等の普及・啓発と応急

手当普及員の育成 

○救急体制の確立と応

急手当等の普及・啓発

・緊急通報システムの拡充 

・住民への広報啓発 ○住宅火災対策の推進

・住宅用防災機器の設置 

・消防職員の教育訓練への派遣 

・救急救命士研修 

①消防・救急

体制の拡充 

○職員の資質の向上 

・消防団の育成  

 
 
 

宜野湾市消防出初式 
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現状と課題 ...............................................................................................................................................................................  

 沖縄県における自然災害で特筆すべき災害は、台風による風水害です。７月から 10月に
かけて 10個前後の台風が接近し、住宅をはじめ構築物に多大な損害をもたらします。また、
亜熱帯海洋性気候に属することから、年間 2,000 ミリ前後の降水量があり、低地帯、急傾
斜地地域等においては床上、床下浸水などの浸水被害や土砂災害が多く発生しています。 
 本市では、ここ数年において地震、津波等の災害被害はないものの、沖縄県全体では、

震度１以上の地震は年間十数個発生しており、警戒を強化する必要があります。新潟中越

地方地震やスマトラ島沖地震に見られるような大規模災害を伴う地震及び津波などの相次

ぐ発生により、防災に対する市民の関心は高まりつつあり、災害対策の施策体系の整備、

強化が求められています。 
甚大な被害を伴う恐れのある地震、津波に対しては万全な対応が必要です。地震災害対

策及び津波襲来対策を効果的に行うため、地震、津波情報の早期の迅速な収集と防災行政

無線等の情報伝達手段を駆使した住民への広報の徹底を図ると同時に、行政と地域住民が

提携した初動的な被害防止体制の整備を図る必要があります。行政と地域住民が連携した

災害対策を図るための自主防災組織の育成、災害ボランティア活動の推進、要援護者支援

体制の確立を図りつつ、防災訓練等を実施することにより地域の防災力を高めることが今

後の課題となっています。 
沖縄県防災情報システム、各種の防災気象情報等を効率的に活用し、台風や大雨警報な

ど気象情報の迅速で的確な収集を行い、防災関係機関相互の防災情報の通信、連携体制を

構築し、災害時防災情報の収集・伝達、避難勧告基準の明確化、避難場所・避難路などを

指定した避難行動計画を策定し、行政における万全な防災体制の整備を推進する必要があ

ります。 
 また、市の中央部に位置する米軍普天間飛行場は、輸送機、ヘリなどの離発着訓練が頻

繁に行われ、大型ヘリの墜落事故も発生しており、基地災害を想定した防災計画の見直し

を行い、住民の安全確保を図る必要があります。そのため、宜野湾市地域防災計画の見直

しを図り、防災行政の体系を整備することが求められています。 
 第二次世界大戦の結果、負の遺産として残存する不発弾は、戦後 60年の今日においても
年間数件の埋没不発弾発見の報告があり、警察、自衛隊、自治会等関係機関との連携を図

りながら処理対策事業を行っています。今後とも住民情報調査を基にした沖縄県の不発弾

磁気探査事業等と連携した不発弾処理対策事業の推進に努めます。 

②防災体制の強化 
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方針 ..............................................................................................................................................................................................  

（１）防災活動の体制整備 
 行政と地域住民が連携した防災活動を展開するため、自主防災組織の育成、防災ボラ

ンティア活動を推進し、災害時において有効な役割を果たす防災活動の体制整備を図り

ます。このため、関係団体間のネットワークづくり、防災訓練の実施、研修会の開催等

を実施していきます。 
 
（２）通信連絡体制の強化 
 沖縄県防災情報システムの防災気象情報通信と相互通信機能の効率的活用、宜野湾市

防災行政無線の基地局を拠点とする施設整備と移動系無線の活用を図り、住民広報を充

実させていきます。 
 
（３）災害時の安全確保 
 災害時の市民の安全確保を図るため、警戒、避難勧告、避難経路、避難場所、避難施

設等について住民が避難のために活用できる行動計画を策定し、避難予定場所・避難施

設の確保、避難誘導標識・避難場所表示板設置等の整備に努めます。とりわけ、西海岸

沿岸地域における津波避難場所の確保に努めていきます。また、防災備品の備蓄計画を

策定し、年次的に配備していきます。 
 
施策一覧 ....................................................................................................................................................................................  

 

施策 計画項目 施策名 

・自主防災組織の育成 

・災害ボランティア活動の推進 

○防災活動の体制整備

・要援護者支援体制の確立 

・防災情報システムの充実 ○通信連絡体制の強化

・宜野湾市防災行政無線の整備・拡充 

・災害時避難誘導マニュアルの作成 

・避難予定場所・避難施設の確保 

・避難誘導標識・避難場所表示板設置等の整備 

②防災体制の

強化 

○災害時の安全確保 

・防災備品の備蓄 
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現状と課題 ...............................................................................................................................................................................  

本市には、本市及び中城村、北中城村の１市２村を管轄する宜野湾地区としての宜野湾

警察署があります。また、市内には５ヵ所の交番が設置されています。 
県内における刑法犯認知件数は平成 14年をピークに平成 15年、平成 16年は減少してい
ますが、犯罪内容は依然として窃盗犯が大半を占めます。また、国内では児童生徒を狙っ

た凶悪で卑劣な事件が下校時間帯に多発しています。 
暴力団情勢については、表面的には沈静化したように見えますが、国際化・情報化・都

市化の著しい進展などめまぐるしい社会情勢の変化とともに巧妙かつ知能化しています。

その典型は犯罪すれすれの行為で行われる民事介入暴力行為等であり、依然として暴力団

は市民の脅威として存在し、決して予断は許されない状況にあります。本市には以前に暴

力団事務所が２ヵ所ありましたが、警察の取り締まりの強化と暴力団排除運動により、現

在のところ事務所はありません。しかしながら、抗争再燃の危険性は残っており、今後も

市内に暴力団を進出させないためにも市民が一体となった暴力団排除運動が必要です。 
犯罪防止策としては、市内に 3,266 灯の防犯灯を設置し、犯罪の防止、青少年の健全育
成及び環境浄化を図っています。また、県のちゅらうちなー安全なまちづくり条例に基づ

き、宜野湾警察署管内の１市２村で「宜野湾地区安全なまちづくり推進協議会」を設立し、

地域安全マップの作成や親子ふれあい下校、暗がり診断などのちゅらさん運動を実施し、

安全で安心な社会を実現するための総合的な取り組みを行なっています。 
また、青少年の犯罪や青少年が巻き込まれる事件は全国的に低年齢化するとともに多様

化してきています。したがって、地域や関係機関との連携による環境浄化の強化など、青

少年を犯罪から守る取り組みが求められています。また、青少年の健全育成や非行防止の

ための相談・居場所づくりが重要となっていることから、「宜野湾市立青少年サポートセン

ター」の設置が課題となっています。 
 防犯活動は、宜野湾市地域安全条例に基づき、地域住民と緊密な連携を図り、地域安全

活動を積極的に推進し、市民生活の安全を確保するための活動を展開しています。 
 今後とも宜野湾市防犯対策会議、宜野湾警察署などの関係機関と連携を図り、市民の財

産を守り、住み良い環境づ

くりのために防犯活動を

充実、強化していく必要が

あります。 
 さらに、高度情報化社会

の進展に伴う新たな犯罪

への対応も必要となって

います。 

③防犯対策の強化 

□市内の交番

名称 所在地 管轄区域

普天間交番 普天間1-26-6
普天間１～２丁目、新城１～２丁目、喜友名１～２丁目、
北中城村安谷屋の一部（石平）、字屋宜原、字瑞慶覧

野蒿交番 野蒿　543-1
野蒿１～４丁目、上原１～２丁目、字赤道、赤道１～２丁
目、中城村字登又、字新垣

大謝名交番 字宇地泊　200
字宇地泊、字大謝名、字真志喜、真志喜１～４丁目、大山
１～７丁目、伊佐１～４丁目

真栄原交番 字真栄原　31
字真栄原、真栄原１～３丁目、字我如古、我如古１丁目、
２丁目の一部、３～４丁目、字佐真下、嘉数１～４丁目

愛知交番 字愛知　301
字愛知、字神山、字志真志、我如古２丁目の一部、字宜
野湾、字長田、中城村北上原、字南上原

（資料：宜野湾警察署）
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方針 ..............................................................................................................................................................................................  

（１）防犯環境の形成 
 宜野湾市の防犯環境を強化するために、宜野湾市地域安全条例に基づき、防犯対策会

議の一層の充実強化と防犯灯の設置を推進し、地域ぐるみの防犯協力体制の確立を図り、

市民の生命と財産を守りながら住みよい街づくりをめざします。 
 
（２）ちゅらさん運動の推進 
 宜野湾地区安全なまちづくり推進協議会規約に基づき、１市２村、警察、事業者、地

域住民及び民間団体との協働により、安全で安心な社会を実現するための総合的な取り

組みを推進します。 
 
（３）青少年犯罪の防止と健全育成 
子どもたちを犯罪から守り、居場所を確保するために「宜野湾市立青少年サポートセ

ンター」の設置を検討します。 

 
（４）暴力団の追放 
 警察署等の関係機関と連携し、暴力団追放運動を推進します。 
 

 

施策一覧 ....................................................................................................................................................................................  

 

施策 計画項目 施策名 

・地域安全モデル地区の指定及び連絡協議会の

設立 

・地域の安全パトロール隊結成の促進 

・シルバーＰＴＡの結成促進 

○防犯環境の形成 

・防犯灯設置の推進 

・ちゅらひとづくりの推進 

・ちゅらまちづくりの推進 

○ちゅらさん運動の推

進 

・ちゅらゆいづくりの推進 

○青少年犯罪の防止と

健全育成 

・「宜野湾市立青少年サポートセンター」の設置

検討 

③防犯対策の

強化 

○暴力団の追放 ・市民総ぐるみによる暴力団撲滅運動の推進 
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現状と課題 ...............................................................................................................................................................................  

 本市の道路交通体系は、国道 58号、国道 58号宜野湾バイパス、国道 330号や県道宜野
湾北中城線、県道宜野湾西原線の幹線が通り、中北部及び那覇南部を結ぶ本県の交通の要

所になっています。 
 本市の幹線道路は中長距離運行による通過道路的要素が強いため、高速走行に伴う交通

事故が多発し、交通事故発生件数は年々増加の一途をたどっています。また高齢者人口の

増加に伴い高齢者の交通事故が増加傾向にあり、高齢者を含めた交通弱者である子ども、

障害者の交通安全対策が求められています。さらに、依然として飲酒絡みの交通事故が多

く、飲酒運転の撲滅を推進し、運転者へのなお一層の交通安全意識の高揚を図るとともに、

交通ルールの遵守を引き続き啓発する必要があります。 
 

□宜野湾市内の交通事故発生状況 

  平成 11 年 平成 12 年 平成 13 年 平成 14 年 平成 15 年 

宜野湾市 284 329 366 395 429 
発生件数 

沖 縄 県 3,904 4,294 5,115 5,759 6,127 

宜野湾市 1 5 1 5 3 
死  者 

沖 縄 県 65 79 78 61 79 

宜野湾市 322 383 468 480 535 
傷  者 

沖 縄 県 4,443 4,877 6,163 6,958 7,352 

（資料：沖縄県警察本部） 

 

□平成 15 年 地域別交通事故状況 

件 数  発生 

件数 人口１万人当たり 
死者 負傷者 

沖 縄 県 6,127 44.9 79 7,352 

宜 野 湾 432 49.2 3 538 

那   覇 1,746 56.5 10 1,985 

豊 見 城 218 41.9 2 259 

糸   満 235 41.1 3 276 

浦   添 670 63.1 4 786 

沖   縄 517 40.2 9 640 

具 志 川 159 24.5 6 186 

石   川 57 25.0 2 69 

名   護 237 41.1 6 294 

平   良 76 21.4 0 82 

石   垣 146 32.0 4 172 

市
部 

小   計 4,493 46.5 49 5,287 

町  部 1,046 44.1 12 1,316 

村  部 588 36.4 18 749 
※人口は平成 15 年 12 月末現在。     （資料：沖縄県警察本部） 

 

④交通安全対策強化 
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 本市では、交通事故のない安全で住みよい街づくりのために

スクールゾーンなどの交通安全施設の整備を行うとともに宜

野湾警察署などの関係機関・団体と連携して、交通安全の街頭

指導、児童・生徒に対する交通安全教育、市民への交通安全の

普及啓発の施策として、年４回の交通安全運動の取り組み、交通安全教室の開催、交通安

全キャンペーン市内一周駅伝大会などを積極的に推進しています。今後とも、市民、警察

署などの関係機関・団体と一体となった交通安全運動の強力な推進と、交通安全施設など

の整備拡充を図るとともに、交通事故被害者対策を推進することが必要です。 
 

方針 ..............................................................................................................................................................................................  

（１）交通安全環境の整備 
 スクールゾーン、シルバーゾーンなど交通安全施設の整備拡充を図り、また信号機や

横断歩道等の要請による交通安全施設の設置を推進します。 
 
（２）交通安全対策 
 交通安全全般にわたる交通安全計画を策定します。これに基づき、児童、高齢者、障

害者などいわゆる交通弱者に対する交通安全教育の充実を図るとともに、自治会、交通

安全母の会、老人クラブなど様々な地域組織の会合を利用して講習会、映写会などを開

催し、地域住民に対する交通安全教育の徹底と街頭指導の強化を図ります。 
 
（３）被害者対策 
 都市交通災害共済制度への加入促進、交通遺児支援資金造成運動の推進や交通遺児育

英会奨学金等の周知を図り、被害者対策を強化します。 
 
施策一覧 ....................................................................................................................................................................................  
 

施策 計画項目 施策名 

・スクールゾーン等の整備 ○交通安全環境の整備

・信号機や横断歩道等の設置要請 

・交通安全運動の実施 

・交通安全教室の開催 

○交通安全対策 

・交通安全キャンペーン市内一周駅伝大会の実施 

・交通遺児支援資金造成運動の推進 

・交通遺児育英会奨学金等の利用促進 

④交通安全対

策強化 

○被害者対策 

・加入申込書の全戸配布による都市交通災害共

済制度への加入促進 

信　号　機 109

歩　道　橋 8

（資料：沖縄県警察本部）

□平成15年
宜野湾市内交通安全施設設置状況



 




